
管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0001

　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が
溶融した。

　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じ
たことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラ
グ内部の絶縁性が低下したため、短絡が生じ
て異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定さ
れる。

　輸入事業者は、特定ロットで発生してい
ることから、２０１４（平成２６）年４月
１８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットについ
て無償で製品交換を実施し、対象ロット以
外の製品についても再利用の際にコネク
ターの確認を実施している。

 2016-0880

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（ケーブル
モデム用）

48120075-A1

(株)ｼﾞｪﾈﾗﾙ･ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
(事業継承:ｱﾘｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
(株))

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/08/03）

( A3 )( 製品破損 )

　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が
溶融した。

　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じ
たことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラ
グ内部の絶縁性が低下したため、短絡が生じ
て異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定さ
れる。

　輸入事業者は、特定ロットで発生してい
ることから、２０１４（平成２６）年４月
１８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットについ
て無償で製品交換を実施し、対象ロット以
外の製品についても再利用の際にコネク
ターの確認を実施している。

 2016-0881

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（ケーブル
モデム用）

48120075-A1

(株)ｼﾞｪﾈﾗﾙ･ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
(事業継承:ｱﾘｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
(株))

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/08/03）

( A3 )( 製品破損 )

　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が
溶融した。

　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じ
たことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラ
グ内部の絶縁性が低下したため、短絡が生じ
て異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定さ
れる。

　輸入事業者は、特定ロットで発生してい
ることから、２０１４（平成２６）年４月
１８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットについ
て無償で製品交換を実施し、対象ロット以
外の製品についても再利用の際にコネク
ターの確認を実施している。

 2016-0882

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（ケーブル
モデム用）

48120075-A1

(株)ｼﾞｪﾈﾗﾙ･ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
(事業継承:ｱﾘｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
(株))

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/08/03）

( A3 )( 製品破損 )

　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が
溶融した。

　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じ
たことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラ
グ内部の絶縁性が低下したため、短絡が生じ
て異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定さ
れる。

　輸入事業者は、特定ロットで発生してい
ることから、２０１４（平成２６）年４月
１８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットについ
て無償で製品交換を実施し、対象ロット以
外の製品についても再利用の際にコネク
ターの確認を実施している。

 2016-0883

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（ケーブル
モデム用）

48120075-A1

(株)ｼﾞｪﾈﾗﾙ･ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
(事業継承:ｱﾘｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
(株))

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/08/03）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0002

　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が
溶融した。

　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じ
たことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラ
グ内部の絶縁性が低下したため、短絡が生じ
て異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定さ
れる。

　輸入事業者は、特定ロットで発生してい
ることから、２０１４（平成２６）年４月
１８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットについ
て無償で製品交換を実施し、対象ロット以
外の製品についても再利用の際にコネク
ターの確認を実施している。

 2016-0884

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（ケーブル
モデム用）

48120075-A1

(株)ｼﾞｪﾈﾗﾙ･ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
(事業継承:ｱﾘｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
(株))

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/08/03）

( A3 )( 製品破損 )

　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が
溶融した。

　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じ
たことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラ
グ内部の絶縁性が低下したため、短絡が生じ
て異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定さ
れる。

　輸入事業者は、特定ロットで発生してい
ることから、２０１４（平成２６）年４月
１８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットについ
て無償で製品交換を実施し、対象ロット以
外の製品についても再利用の際にコネク
ターの確認を実施している。

 2016-0885

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（ケーブル
モデム用）

48120075-A1

(株)ｼﾞｪﾈﾗﾙ･ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
(事業継承:ｱﾘｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
(株))

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/08/03）

( A3 )( 製品破損 )

　ＡＣアダプターのＤＣプラグ付近が
溶融した。

　ＤＣプラグの樹脂に不純物の混入等が生じ
たことから、難燃剤成分と反応してＤＣプラ
グ内部の絶縁性が低下したため、短絡が生じ
て異常発熱し、樹脂が溶融したものと推定さ
れる。

　輸入事業者は、特定ロットで発生してい
ることから、２０１４（平成２６）年４月
１８日から対象ロットについて無償で製品
交換を実施している。　また、一部のレン
タル事業者は、同日から対象ロットについ
て無償で製品交換を実施し、対象ロット以
外の製品についても再利用の際にコネク
ターの確認を実施している。

 2016-0886

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（ケーブル
モデム用）

48120075-A1

(株)ｼﾞｪﾈﾗﾙ･ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
(事業継承:ｱﾘｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
(株))

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/08/03）

( A3 )( 製品破損 )

　スキャナー用ＡＣアダプターのＤＣ
プラグ付近が溶融した。

　ＤＣプラグの絶縁樹脂に添加される難燃剤
が臭素系から保護皮膜の施されていない赤リ
ン系に変更されたものが混入したため、湿度
の影響でリン酸が生じてプラグ電極が腐食
し、端子間で短絡が生じて樹脂が溶融したも
のと推定される。

　輸入事業者は、同種事故の発生はあるも
のの拡大被害に至っていないことから、措
置はとらないが、今後の事故発生状況を注
視し、必要に応じて対応することとした。
　

 2016-0785

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（スキャ
ナー用）

A392UC

セイコーエプソン（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/07/19）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0003

　スキャナー用ＡＣアダプターのＤＣ
プラグ付近が溶融した。

　ＤＣプラグの絶縁樹脂に添加される難燃剤
が臭素系から保護皮膜の施されていない赤リ
ン系に変更されたものが混入したため、湿度
の影響でリン酸が生じてプラグ電極が腐食
し、端子間で短絡が生じて樹脂が溶融したも
のと推定される。

　輸入事業者は、同種事故の発生はあるも
のの拡大被害に至っていないことから、措
置はとらないが、今後の事故発生状況を注
視し、必要に応じて対応することとした。
　

 2016-0790

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

石川県

 ＡＣアダプター（スキャ
ナー用）

A392UC

セイコーエプソン（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/07/20）

( A3 )( 製品破損 )

　スキャナー用ＡＣアダプターのＤＣ
プラグ付近が溶融した。

　ＤＣプラグの絶縁樹脂に添加される難燃剤
が臭素系から保護皮膜の施されていない赤リ
ン系に変更されたものが混入したため、湿度
の影響でリン酸が生じてプラグ電極が腐食
し、端子間で短絡が生じて樹脂が溶融したも
のと推定される。

　輸入事業者は、同種事故の発生はあるも
のの拡大被害に至っていないことから、措
置はとらないが、今後の事故発生状況を注
視し、必要に応じて対応することとした。
　

 2016-1041

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

滋賀県

 ＡＣアダプター（スキャ
ナー用）

A392UC

セイコーエプソン（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/08/29）

( A3 )( 製品破損 )

　スキャナー用ＡＣアダプターのＤＣ
プラグ付近が溶融した。

　ＤＣプラグの絶縁樹脂に添加される難燃剤
が臭素系から保護皮膜の施されていない赤リ
ン系に変更されたものが混入したため、湿度
の影響でリン酸が生じてプラグ電極が腐食
し、端子間で短絡が生じて樹脂が溶融したも
のと推定される。　　

　輸入事業者は、同種事故の発生はあるも
のの拡大被害に至っていないことから、措
置はとらないが、今後の事故発生状況を注
視し、必要に応じて対応することとした。
　　

 2016-1042

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

京都府

 ＡＣアダプター（スキャ
ナー用）

A392UC

セイコーエプソン（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/08/29）

( A3 )( 製品破損 )

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　ＡＣコードの電源プラグ側コードプロテク
ターに柔軟性がなく、曲げ応力が集中する構
造であったため、使用による屈曲や引っ張り
等の応力でコード芯線が断線し、短絡・ス
パークが発生したものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

 2016-0525

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0004

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　ＡＣコードの電源プラグ側コードプロテク
ターに柔軟性がなく、曲げ応力が集中する構
造であったため、使用による屈曲や引っ張り
等の応力でコード芯線が断線し、短絡・ス
パークが発生したものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

 2016-0526

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro2用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A1 )( 製品破損 )

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコー
ドプロテクターがなく、曲げ応力が集中する
構造であったため、使用による屈曲や引っ張
り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・ス
パークが発生したものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

 2016-0527

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro2用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A1 )( 製品破損 )

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコー
ドプロテクターがなく、曲げ応力が集中する
構造であったため、使用による屈曲や引っ張
り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・ス
パークが発生したものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

 2016-0528

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A1 )( 製品破損 )

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコー
ドプロテクターがなく、曲げ応力が集中する
構造であったため、使用による屈曲や引っ張
り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・ス
パークが発生したものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

 2016-0529

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0005

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコー
ドプロテクターがなく、曲げ応力が集中する
構造であったため、使用による屈曲や引っ張
り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・ス
パークが発生したものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

 2016-0530

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A1 )( 製品破損 )

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコー
ドプロテクターがなく、曲げ応力が集中する
構造であったため、使用による屈曲や引っ張
り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・ス
パークが発生したものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

 2016-0531

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A1 )( 製品破損 )

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコー
ドプロテクターがなく、曲げ応力が集中する
構造であったため、使用による屈曲や引っ張
り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・ス
パークが発生したものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

 2016-0532

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A1 )( 製品破損 )

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコー
ドプロテクターがなく、曲げ応力が集中する
構造であったため、使用による屈曲や引っ張
り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・ス
パークが発生したものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

 2016-0533

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro2用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0006

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコー
ドプロテクターがなく、曲げ応力が集中する
構造であったため、使用による屈曲や引っ張
り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・ス
パークが発生したものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

 2016-0534

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A1 )( 製品破損 )

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコー
ドプロテクターがなく、曲げ応力が集中する
構造であったため、使用による屈曲や引っ張
り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・ス
パークが発生したものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

 2016-0535

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A1 )( 製品破損 )

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコー
ドプロテクターがなく、曲げ応力が集中する
構造であったため、使用による屈曲や引っ張
り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・ス
パークが発生したものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

 2016-0536

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro3用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A1 )( 製品破損 )

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコー
ドプロテクターがなく、曲げ応力が集中する
構造であったため、使用による屈曲や引っ張
り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・ス
パークが発生したものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

 2016-0537

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0007

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコー
ドプロテクターがなく、曲げ応力が集中する
構造であったため、使用による屈曲や引っ張
り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・ス
パークが発生したものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

 2016-0538

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A1 )( 製品破損 )

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコー
ドプロテクターがなく、曲げ応力が集中する
構造であったため、使用による屈曲や引っ張
り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・ス
パークが発生したものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

 2016-0539

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A1 )( 製品破損 )

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコー
ドプロテクターがなく、曲げ応力が集中する
構造であったため、使用による屈曲や引っ張
り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・ス
パークが発生したものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

 2016-0540

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro2用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A1 )( 製品破損 )

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコー
ドプロテクターがなく、曲げ応力が集中する
構造であったため、使用による屈曲や引っ張
り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・ス
パークが発生したものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

 2016-0541

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0008

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　ＡＣコードのＡＣアダプター本体側にコー
ドプロテクターがなく、曲げ応力が集中する
構造であったため、使用による屈曲や引っ張
り等の応力でコード芯線が断線し、短絡・ス
パークが発生したものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページに告知を掲載
し、ＡＣコードの無償交換を実施してい
る。

 2016-0553

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro3用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A1 )( 製品破損 )

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張っ
たり、折り曲げない。特に装置と接続されて
いる部分には注意する。」旨、記載されてい
るが、ＤＣ（充電）コードのタブレット端末
側はマグネット式であり、「ＤＣ（充電）
コードをタブレット端末から抜くときはコー
ドを引っ張らない。断線し、ショートする危
険がある。」旨、記載されていないことか
ら、ＤＣコードのタブレット端末側に使用に
よる屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コー
ド芯線が断線し、短絡・スパークが発生した
ものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページにＤＣ（充
電）コードの取扱い方について掲載し、注
意喚起を行っている。
　なお、ＡＣコードにおいても断線する事
故が発生しており、同日からホームページ
に告知を掲載し、無償交換を実施してい
る。

 2016-0542

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro2用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A4 )( 製品破損 )

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張っ
たり、折り曲げない。特に装置と接続されて
いる部分には注意する。」旨、記載されてい
るが、ＤＣ（充電）コードのタブレット端末
側はマグネット式であり、「ＤＣ（充電）
コードをタブレット端末から抜くときはコー
ドを引っ張らない。断線し、ショートする危
険がある。」旨、記載されていないことか
ら、ＤＣコードのタブレット端末側に使用に
よる屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コー
ド芯線が断線し、短絡・スパークが発生した
ものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページにＤＣ（充
電）コードの取扱い方について掲載し、注
意喚起を行っている。
　なお、ＡＣコードにおいても断線する事
故が発生しており、同日からホームページ
に告知を掲載し、無償交換を実施してい
る。

 2016-0543

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro2用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A4 )( 製品破損 )

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張っ
たり、折り曲げない。特に装置と接続されて
いる部分には注意する。」旨、記載されてい
るが、ＤＣ（充電）コードのタブレット端末
側はマグネット式であり、「ＤＣ（充電）
コードをタブレット端末から抜くときはコー
ドを引っ張らない。断線し、ショートする危
険がある。」旨、記載されていないことか
ら、ＤＣコードのタブレット端末側に使用に
よる屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コー
ド芯線が断線し、短絡・スパークが発生した
ものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページにＤＣ（充
電）コードの取扱い方について掲載し、注
意喚起を行っている。
　なお、ＡＣコードにおいても断線する事
故が発生しており、同日からホームページ
に告知を掲載し、無償交換を実施してい
る。

 2016-0544

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro2用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A4 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0009

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張っ
たり、折り曲げない。特に装置と接続されて
いる部分には注意する。」旨、記載されてい
るが、ＤＣ（充電）コードのタブレット端末
側はマグネット式であり、「ＤＣ（充電）
コードをタブレット端末から抜くときはコー
ドを引っ張らない。断線し、ショートする危
険がある。」旨、記載されていないことか
ら、ＤＣコードのタブレット端末側に使用に
よる屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コー
ド芯線が断線し、短絡・スパークが発生した
ものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページにＤＣ（充
電）コードの取扱い方について掲載し、注
意喚起を行っている。
　なお、ＡＣコードにおいても断線する事
故が発生しており、同日からホームページ
に告知を掲載し、無償交換を実施してい
る。

 2016-0545

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro2用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A4 )( 製品破損 )

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張っ
たり、折り曲げない。特に電源アダプターと
接続されている部分には注意する。」旨、記
載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡ
Ｃアダプター本体に巻き付けるときは、きつ
く巻きつけない。断線し、ショートする危険
がある。」旨、記載されていないことから、
ＤＣコードのＡＣアダプター本体側に使用に
よる屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コー
ド芯線が断線し、短絡・スパークが発生した
ものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページにＤＣ（充
電）コードの取扱い方について掲載し、注
意喚起を行っている。
　なお、ＡＣコードにおいても断線する事
故が発生しており、同日からホームページ
に告知を掲載し、無償交換を実施してい
る。

 2016-0546

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A4 )( 製品破損 )

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張っ
たり、折り曲げない。特に電源アダプターと
接続されている部分には注意する。」旨、記
載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡ
Ｃアダプター本体に巻き付けるときは、きつ
く巻きつけない。断線し、ショートする危険
がある。」旨、記載されていないことから、
ＤＣコードのＡＣアダプター本体側に使用に
よる屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コー
ド芯線が断線し、短絡・スパークが発生した
ものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページにＤＣ（充
電）コードの取扱い方について掲載し、注
意喚起を行っている。
　なお、ＡＣコードにおいても断線する事
故が発生しており、同日からホームページ
に告知を掲載し、無償交換を実施してい
る。

 2016-0547

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro2用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A4 )( 製品破損 )

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張っ
たり、折り曲げない。特に電源アダプターと
接続されている部分には注意する。」旨、記
載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡ
Ｃアダプター本体に巻き付けるときは、きつ
く巻きつけない。断線し、ショートする危険
がある。」旨、記載されていないことから、
ＤＣコードのＡＣアダプター本体側に使用に
よる屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コー
ド芯線が断線し、短絡・スパークが発生した
ものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページにＤＣ（充
電）コードの取扱い方について掲載し、注
意喚起を行っている。
　なお、ＡＣコードにおいても断線する事
故が発生しており、同日からホームページ
に告知を掲載し、無償交換を実施してい
る。

 2016-0548

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro2用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A4 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0010

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張っ
たり、折り曲げない。特に電源アダプターと
接続されている部分には注意する。」旨、記
載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡ
Ｃアダプター本体に巻き付けるときは、きつ
く巻きつけない。断線し、ショートする危険
がある。」旨、記載されていないことから、
ＤＣコードのＡＣアダプター本体側に使用に
よる屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コー
ド芯線が断線し、短絡・スパークが発生した
ものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページにＤＣ（充
電）コードの取扱い方について掲載し、注
意喚起を行っている。
　なお、ＡＣコードにおいても断線する事
故が発生しており、同日からホームページ
に告知を掲載し、無償交換を実施してい
る。

 2016-0549

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro2用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A4 )( 製品破損 )

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張っ
たり、折り曲げない。特に電源アダプターと
接続されている部分には注意する。」旨、記
載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡ
Ｃアダプター本体に巻き付けるときは、きつ
く巻きつけない。断線し、ショートする危険
がある。」旨、記載されていないことから、
ＤＣコードのＡＣアダプター本体側に使用に
よる屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コー
ド芯線が断線し、短絡・スパークが発生した
ものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページにＤＣ（充
電）コードの取扱い方について掲載し、注
意喚起を行っている。
　なお、ＡＣコードにおいても断線する事
故が発生しており、同日からホームページ
に告知を掲載し、無償交換を実施してい
る。

 2016-0550

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A4 )( 製品破損 )

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張っ
たり、折り曲げない。特に電源アダプターと
接続されている部分には注意する。」旨、記
載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡ
Ｃアダプター本体に巻き付けるときは、きつ
く巻きつけない。断線し、ショートする危険
がある。」旨、記載されていないことから、
ＤＣコードのＡＣアダプター本体側に使用に
よる屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コー
ド芯線が断線し、短絡・スパークが発生した
ものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページにＤＣ（充
電）コードの取扱い方について掲載し、注
意喚起を行っている。
　なお、ＡＣコードにおいても断線する事
故が発生しており、同日からホームページ
に告知を掲載し、無償交換を実施してい
る。

 2016-0551

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A4 )( 製品破損 )

　タブレット端末用ＡＣアダプターの
コード部分から火花が出た。

　取扱説明書には、「電源コードを引っ張っ
たり、折り曲げない。特に電源アダプターと
接続されている部分には注意する。」旨、記
載されているが、「ＤＣ（充電）コードをＡ
Ｃアダプター本体に巻き付けるときは、きつ
く巻きつけない。断線し、ショートする危険
がある。」旨、記載されていないことから、
ＤＣコードのＡＣアダプター本体側に使用に
よる屈曲や引っ張り等の応力が加わり、コー
ド芯線が断線し、短絡・スパークが発生した
ものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１月２２日からホームページにＤＣ（充
電）コードの取扱い方について掲載し、注
意喚起を行っている。
　なお、ＡＣコードにおいても断線する事
故が発生しており、同日からホームページ
に告知を掲載し、無償交換を実施してい
る。

 2016-0552

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 ＡＣアダプター（タブレッ
ト端末用）

なし（Surface Pro2用）

日本マイクロソフト（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/27）

( A4 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0011

　子供が、洗った髪を拭き取ったタオ
ルを枕に敷いて就寝したところ、電源
に接続されたＵＳＢ変換ケーブルのコ
ネクターがタオルの下にあり、顔に化
学火傷を負った。

　当該製品の携帯電話機側コネクターは、コ
ネクターシェル（金属）のない構造であり、
当該箇所に汗等が付着したため、電気分解に
よって生成した強酸及び強アルカリが、タオ
ルを介して皮膚に触れ、化学火傷に至ったも
のと推定される。
　なお、Ｗｅｂ上の取扱説明書には、コネク
ターの上に寝ない旨、注意喚起されていた。
また、輸入事業者から報告書提出の協力は得
られなかった。

　輸入事業者の協力を得られず、措置はと
れなかった。

 2015-1976

テ
キ
ス
ト
2

2014/12/10

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 ＵＳＢ変換ケーブル（携帯
電話用）

Lightning-USB ケーブル（1m）

Ａｐｐｌｅ　Ｊａｐａｎ（同）

使用期間：不　明

 
医療機関

（受付:2015/12/10）

( B4 )( 軽傷 )

　インターホンから発火して、周辺を
焼損し、家人１人が手に火傷を負っ
た。

　長期使用（約２１年）により、電源回路内
の電解コンデンサーが劣化して液漏れが生じ
たため、プリント基板上のパターン間が絶縁
劣化するとともにトラッキングが生じて発
煙、発火したものと推定される。

　製造事業者は、２００８（平成２０）年
６月２日付けでホームページに社告を掲載
し、無償で点検・部品交換を実施してい
る。

 2016-0855

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/23

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 インターホン

MY-2CD

アイホン（株）

使用期間：約２１年

 
製造事業者

（受付:2016/07/29）

( C1 )( 軽傷 )

　使用中のエアコンから異音がして、
発煙し、壁紙が熱変形した。

　ファン電動機内部のプリント基板上のコン
デンサーが短絡したことで、基板上の部品が
発熱し、ファン電動機内部のプリント基板が
焼損してファン電動機から発火、発煙したも
のと推定される。

　製造事業者は、２０１４（平成２６）年
１０月１７日付けホームページ及び翌１８
日付け新聞に社告を掲載し、無償で点検・
修理を行っている。
　なお、２０１５（平成２７）年５月１５
日付けホームページ及び翌１６日付け新聞
に対象範囲を追加する社告を掲載してい
る。

 2015-1475

テ
キ
ス
ト
2

2015/09/06

テ
キ
ス

（事故発生地）

滋賀県

 エアコン

AN36GRSJ-W

ダイキン工業（株）

使用期間：約９年

 
製造事業者

（受付:2015/09/28）

( A3 )( 拡大被害 )

　使用中のエアコン付近から出火し、
周辺を焼損した。

　事故品の電気部品に出火の痕跡は認められ
ないことから、製品に起因しない事故と推定
される。

　製造事業者は、製品に起因しない事故で
あるため、措置はとらなかった。

 2016-0922

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/21

テ
キ
ス

（事故発生地）

愛知県

 エアコン

使用期間：約２年

 
消防機関

（受付:2016/08/09）

( F2 )( 拡大被害 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0012

　使用中のエアコンから異音がして、
送風ファンの一部が破損し、飛散した
破片で顔に軽傷を負った。

　事故品の送風ファンの樹脂製羽根が局部的
（左側）に複数枚破損しており、樹脂製羽根
に外力を加える再現試験において破損部の形
状が事故品と同様な形状を示したことから、
運転時に樹脂製羽根に外力が加わったために
破損したと考えられるが、事故時の詳細な使
用状況が不明であることから、原因の特定は
できなかった。

　輸入事業者は、製品に起因しない事故と
みているため、措置はとらなかった。
　なお、取扱説明書には、「吸込口や吹出
口に指や棒などを入れない。けがの原因と
なる」旨、記載されている。

 2015-2496

テ
キ
ス
ト
2

2016/01/19

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 エアコン

使用期間：約１０か月

 
輸入事業者

（受付:2016/02/15）

( G1 )( 軽傷 )

　エアコン室外機付近から出火し、周
辺を焼損した。

　施工業者が室内機と室外機を接続する配線
を差し込みコネクターにより途中接続したた
め、接続部で接触不良が生じて異常発熱し、
焼損したものと推定される。
　なお、据付説明書には、「配線を途中接続
しない。火災の原因になる。」旨、記載され
ている。

　製造事業者は、施工業者の施工不良とみ
られる事故であるため、措置はとらなかっ
た。

 2016-0761

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/03

テ
キ
ス

（事故発生地）

岐阜県

 エアコン室外機

使用期間：約１２年

 
製造事業者

（受付:2016/07/13）

( D1 )( 拡大被害 )

　エアコン室外機付近から出火し、周
辺を焼損した。

　事故品と室内機を接続する配線にある短絡
痕は、焼損状況から二次痕の可能性が高く、
事故品内部に出火の痕跡は認められないこと
から、製品に起因しない事故と推定される。

　製造事業者は、製品に起因しない事故で
あるため、措置はとらなかった。

 2016-0243

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/05

テ
キ
ス

（事故発生地）

静岡県

 エアコン室外機

使用期間：約５年２か月

 
製造事業者

（受付:2016/05/16）

( F2 )( 拡大被害 )

　エアコン室外機付近から出火し、周
辺を焼損した。

　事故品の電気部品に出火の痕跡は認められ
ないことから、製品に起因しない事故と推定
される。

　製造事業者は、製品に起因しない事故で
あるため、措置はとらなかった。

 2016-0344

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 エアコン室外機

使用期間：不　明

 
製造事業者

（受付:2016/05/30）

( F2 )( 拡大被害 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0013

　エアコン室外機付近から出火し、周
辺を焼損した。

　事故品の電気部品に出火の痕跡は認められ
ないことから、製品に起因しない事故と推定
される。

　輸入事業者は、製品に起因しない事故で
あるため、措置はとらなかった。

 2016-0456

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/24

テ
キ
ス

（事故発生地）

千葉県

 エアコン室外機

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/15）

( F2 )( 拡大被害 )

　エアコン室外機付近から出火して、
周辺を焼損し、家人１人が火傷を負っ
た。

　事故品の電気部品に出火の痕跡は認められ
ないことから、製品に起因しない事故と推定
される。

　輸入事業者は、製品に起因しない事故で
あるため、措置はとらなかった。

 2016-1069

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/21

テ
キ
ス

（事故発生地）

神奈川県

 エアコン室外機

使用期間：約６年２か月

 
輸入事業者

（受付:2016/09/01）

( F2 )( 軽傷 )

　使用中のエアコン室外機付近から発
煙し、火花が出た。

　基板上に異物が付着してトラッキング現象
が生じ、発煙したものと考えられるが、異物
の特定ができず、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、製品に起因しない事故と
みているため、措置はとらなかった。

 2016-0507

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/13

テ
キ
ス

（事故発生地）

愛知県

 エアコン室外機

使用期間：不　明

 
製造事業者

（受付:2016/06/22）

( G1 )( 製品破損 )

　視聴中のテレビから異音がし、発煙
した。

　電源入力基板上の電解コンデンサーに不具
合品が混入したため、異常発熱して内圧が上
昇し、安全弁が作動して噴出した電解液の蒸
気が発煙のように見えたものと推定される。

　輸入事業者は、拡大被害に至っていない
ことから、措置はとらないが、今後の事故
発生状況を注視し、必要に応じて対応する
こととした。

 2016-0516

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/13

テ
キ
ス

（事故発生地）

徳島県

 カラーテレビ（液晶）

42Z2

（株）東芝（現　東芝映像ソ
リューション（株））

使用期間：約４年２か月

 
消防機関

（受付:2016/06/23）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0014

　使用中のコーヒーメーカーの差込み
プラグ付近から火花が出て、指に火傷
を負った。

　電源プラグ側のコードプロテクター付近で
芯線が断線し、短絡・スパークが生じたもの
と考えられるが、詳細な使用状況等が不明で
あり、原因の特定はできなかった。

　輸入事業者は、事故原因が不明である
が、２０１４（平成２６）年７月９日付け
で電気用品安全法の遵守事項の不備があっ
たため、製品の自主回収を行っている。

 2016-0730

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/23

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 コーヒーメーカー

KHN22-7511（E）

コーナン商事（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/07/11）

( G1 )( 軽傷 )

　電気床暖房器用のコントローラーが
焼損していた。

　施工業者がコントローラーに屋内配線を接
続する際、速結端子への差し込みが不十分で
あったため、接触不良が生じて異常発熱し、
焼損したものと推定される。

　ブランド事業者は、施工業者の施工不良
とみられる事故であるため、措置はとらな
かった。

 2016-0088

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

神奈川県

 コントローラー（電気床暖
房器用）

使用期間：約１１年１１か月

 
販売事業者

（受付:2016/04/15）

( D1 )( 製品破損 )

　タブレット端末のバッテリーが膨張
し、本体が変形した。

　セル（リチウムポリマー）の内部でガスが
発生し、バッテリーが膨張したものと推定さ
れるが、ガスが発生した原因の特定はできな
かった。

　ブランド事業者は、２０１４（平成
２６）年１１月１４日付けでホームページ
に社告を掲載し、バッテリーが膨らむ場合
がある旨、注意喚起を行い、通常保証期間
の６か月を１年間に拡大して当該製品の無
償交換を行っている。

 2016-0201

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

北海道

 タブレット端末

tapme（ブランド：（株）メガ
ハウス）

（株）コヴィア

使用期間：約１年１０か月

 
消費者センター

（受付:2016/05/10）

( G3 )( 製品破損 )

　ノートパソコンのバッテリーが膨張
し、本体が破損した。

　セル（リチウムポリマー）の内部でガスが
発生し、バッテリーが膨張したものと推定さ
れるが、ガスが発生した原因の特定はできな
かった。

　輸入事業者は、経年劣化によりセル内部
でガスが発生したもので、拡大被害に至っ
ていないことから、措置はとらなかった。

 2015-2792

テ
キ
ス
ト
2

2016/03/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 ノートパソコン

MacBook Air A1370

Ａｐｐｌｅ　Ｊａｐａｎ（同）

使用期間：約５年

 
消費者センター

（受付:2016/03/22）

( G3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0015

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0659

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/23

テ
キ
ス

（事故発生地）

愛知県

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年７か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/05）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。　

 2016-0660

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/27

テ
キ
ス

（事故発生地）

長野県

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約３年

 
製造事業者

（受付:2016/07/05）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0661

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/27

テ
キ
ス

（事故発生地）

山形県

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年６か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/05）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0662

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/01

テ
キ
ス

（事故発生地）

山形県

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年７か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/05）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0016

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0663

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/30

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年９か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/05）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0664

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/03

テ
キ
ス

（事故発生地）

千葉県

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１０か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/05）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0665

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/20

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年８か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/05）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0666

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/23

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年９か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/05）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0017

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0667

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/24

テ
キ
ス

（事故発生地）

福岡県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約３年１か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/05）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0668

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/25

テ
キ
ス

（事故発生地）

愛知県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年７か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/05）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0669

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/27

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年９か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/05）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0670

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/28

テ
キ
ス

（事故発生地）

京都府

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１０か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/05）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0018

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0671

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/29

テ
キ
ス

（事故発生地）

長野県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年８か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/05）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0672

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/29

テ
キ
ス

（事故発生地）

宮城県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約３年

 
製造事業者

（受付:2016/07/05）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0673

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/30

テ
キ
ス

（事故発生地）

広島県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１１か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/05）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。　

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。　

 2016-0674

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/27

テ
キ
ス

（事故発生地）

富山県

 パソコン

PT110E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約１年１１か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/05）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0019

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0733

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/06

テ
キ
ス

（事故発生地）

兵庫県

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年８か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/12）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。　

 2016-0734

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/04

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１１か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/12）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0735

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/03

テ
キ
ス

（事故発生地）

三重県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年９か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/12）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0736

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/04

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１１か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/12）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0020

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0737

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/17

テ
キ
ス

（事故発生地）

富山県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１１か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/12）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0738

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/05

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年９か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/12）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0739

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/06

テ
キ
ス

（事故発生地）

宮城県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１０か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/12）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0740

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/05

テ
キ
ス

（事故発生地）

宮城県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１０か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/12）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0021

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0741

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/04

テ
キ
ス

（事故発生地）

静岡県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年９か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/12）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0742

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/07

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年８か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/12）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0743

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/08

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約３年

 
製造事業者

（受付:2016/07/12）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0791

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/12

テ
キ
ス

（事故発生地）

愛知県

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年７か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/20）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0022

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。　

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0792

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/13

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１１か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/20）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0793

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/17

テ
キ
ス

（事故発生地）

宮城県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１０か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/20）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。　

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0831

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/19

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１０か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/26）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0832

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/19

テ
キ
ス

（事故発生地）

長野県

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年６か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/26）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0023

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0833

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/15

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年７か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/26）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0834

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/19

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年７か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/26）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0835

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/15

テ
キ
ス

（事故発生地）

千葉県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年９か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/26）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0836

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/20

テ
キ
ス

（事故発生地）

静岡県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約３年４か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/26）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0024

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0837

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/25

テ
キ
ス

（事故発生地）

埼玉県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約３年１か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/26）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0838

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/20

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約３年１か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/26）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0839

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/19

テ
キ
ス

（事故発生地）

宮城県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１１か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/26）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0840

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/20

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 パソコン

PT110E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年５か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/26）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0025

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。　　

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0911

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/19

テ
キ
ス

（事故発生地）

埼玉県

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約３年３か月

 
製造事業者

（受付:2016/08/08）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。　　　

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0912

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/23

テ
キ
ス

（事故発生地）

神奈川県

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１０か月

 
製造事業者

（受付:2016/08/08）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0913

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/28

テ
キ
ス

（事故発生地）

山形県

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年７か月

 
製造事業者

（受付:2016/08/08）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0914

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/24

テ
キ
ス

（事故発生地）

愛媛県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１１か月

 
販売事業者

（受付:2016/08/08）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0026

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0915

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/27

テ
キ
ス

（事故発生地）

青森県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約３年１か月

 
製造事業者

（受付:2016/08/08）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0916

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/28

テ
キ
ス

（事故発生地）

埼玉県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年７か月

 
製造事業者

（受付:2016/08/08）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0917

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/29

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約３年１か月

 
製造事業者

（受付:2016/08/08）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0918

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/29

テ
キ
ス

（事故発生地）

滋賀県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１１か月

 
製造事業者

（受付:2016/08/08）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0027

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。　

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0927

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/28

テ
キ
ス

（事故発生地）

兵庫県

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約３年１か月

 
製造事業者

（受付:2016/08/09）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。　

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。　

 2016-0928

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/29

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１１か月

 
製造事業者

（受付:2016/08/09）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0929

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/01

テ
キ
ス

（事故発生地）

兵庫県

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約３年１か月

 
製造事業者

（受付:2016/08/09）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0930

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/26

テ
キ
ス

（事故発生地）

千葉県

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１１か月

 
製造事業者

（受付:2016/08/09）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0028

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0931

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/02

テ
キ
ス

（事故発生地）

広島県

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１１か月

 
製造事業者

（受付:2016/08/09）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0932

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/02

テ
キ
ス

（事故発生地）

山形県

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年８か月

 
製造事業者

（受付:2016/08/09）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0933

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/27

テ
キ
ス

（事故発生地）

福岡県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１０か月

 
製造事業者

（受付:2016/08/09）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0934

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/01

テ
キ
ス

（事故発生地）

茨城県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１０か月

 
製造事業者

（受付:2016/08/09）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0029

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0935

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/31

テ
キ
ス

（事故発生地）

広島県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年８か月

 
製造事業者

（受付:2016/08/09）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0936

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/02

テ
キ
ス

（事故発生地）

静岡県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１１か月

 
製造事業者

（受付:2016/08/09）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0937

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/01

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約３年１か月

 
製造事業者

（受付:2016/08/09）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-0938

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/02

テ
キ
ス

（事故発生地）

熊本県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年８か月

 
製造事業者

（受付:2016/08/09）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0030

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。　

 2016-1017

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/05

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１０か月

 
製造事業者

（受付:2016/08/23）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1018

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/09

テ
キ
ス

（事故発生地）

千葉県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約３年１か月

 
製造事業者

（受付:2016/08/23）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1019

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/12

テ
キ
ス

（事故発生地）

茨城県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１０か月

 
製造事業者

（受付:2016/08/23）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1020

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/17

テ
キ
ス

（事故発生地）

千葉県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１１か月

 
製造事業者

（受付:2016/08/23）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0031

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1021

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/03

テ
キ
ス

（事故発生地）

長野県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約３年

 
製造事業者

（受付:2016/08/23）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1022

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/05

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 パソコン

PT110E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年６か月

 
製造事業者

（受付:2016/08/23）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。　

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。　

 2016-1061

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/19

テ
キ
ス

（事故発生地）

北海道

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約３年１か月

 
製造事業者

（受付:2016/08/31）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1062

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/19

テ
キ
ス

（事故発生地）

北海道

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年９か月

 
製造事業者

（受付:2016/08/31）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0032

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1063

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/17

テ
キ
ス

（事故発生地）

愛知県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約３年２か月

 
製造事業者

（受付:2016/08/31）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1064

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/21

テ
キ
ス

（事故発生地）

山形県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年８か月

 
製造事業者

（受付:2016/08/31）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1096

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/29

テ
キ
ス

（事故発生地）

山形県

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年９か月

 
製造事業者

（受付:2016/09/06）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1097

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/27

テ
キ
ス

（事故発生地）

山形県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年９か月

 
製造事業者

（受付:2016/09/06）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0033

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1098

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/29

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１０か月

 
製造事業者

（受付:2016/09/06）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1099

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/31

テ
キ
ス

（事故発生地）

長野県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約３年２か月

 
製造事業者

（受付:2016/09/06）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1100

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/31

テ
キ
ス

（事故発生地）

愛知県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年８か月

 
製造事業者

（受付:2016/09/06）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。　

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1153

テ
キ
ス
ト
2

2016/09/07

テ
キ
ス

（事故発生地）

北海道

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１０か月

 
製造事業者

（受付:2016/09/13）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0034

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1154

テ
キ
ス
ト
2

2016/09/07

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約３年２か月

 
製造事業者

（受付:2016/09/13）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1155

テ
キ
ス
ト
2

2016/09/07

テ
キ
ス

（事故発生地）

愛知県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１１か月

 
製造事業者

（受付:2016/09/13）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1156

テ
キ
ス
ト
2

2016/09/08

テ
キ
ス

（事故発生地）

千葉県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１０か月

 
製造事業者

（受付:2016/09/13）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1157

テ
キ
ス
ト
2

2016/09/07

テ
キ
ス

（事故発生地）

宮城県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１１か月

 
製造事業者

（受付:2016/09/13）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0035

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1212

テ
キ
ス
ト
2

2016/09/09

テ
キ
ス

（事故発生地）

沖縄県

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年８か月

 
製造事業者

（受付:2016/09/26）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1214

テ
キ
ス
ト
2

2016/09/10

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約３年２か月

 
製造事業者

（受付:2016/09/26）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1215

テ
キ
ス
ト
2

2016/09/12

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年９か月

 
製造事業者

（受付:2016/09/26）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1217

テ
キ
ス
ト
2

2016/09/14

テ
キ
ス

（事故発生地）

千葉県

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１１か月

 
製造事業者

（受付:2016/09/26）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0036

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1218

テ
キ
ス
ト
2

2016/09/14

テ
キ
ス

（事故発生地）

千葉県

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約３年４か月

 
製造事業者

（受付:2016/09/26）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1219

テ
キ
ス
ト
2

2016/09/17

テ
キ
ス

（事故発生地）

岡山県

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約３年

 
製造事業者

（受付:2016/09/26）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1220

テ
キ
ス
ト
2

2016/09/09

テ
キ
ス

（事故発生地）

愛知県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１１か月

 
製造事業者

（受付:2016/09/26）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1221

テ
キ
ス
ト
2

2016/09/09

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１１か月

 
製造事業者

（受付:2016/09/26）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0037

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1222

テ
キ
ス
ト
2

2016/09/13

テ
キ
ス

（事故発生地）

愛知県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約３年２か月

 
製造事業者

（受付:2016/09/26）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1223

テ
キ
ス
ト
2

2016/09/15

テ
キ
ス

（事故発生地）

京都府

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約３年２か月

 
製造事業者

（受付:2016/09/26）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1226

テ
キ
ス
ト
2

2016/09/19

テ
キ
ス

（事故発生地）

愛知県

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約３年５か月

 
製造事業者

（受付:2016/09/27）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1227

テ
キ
ス
ト
2

2016/09/20

テ
キ
ス

（事故発生地）

千葉県

 パソコン

PU100S

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１１か月

 
製造事業者

（受付:2016/09/27）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0038

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1228

テ
キ
ス
ト
2

2016/09/18

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約３年３か月

 
製造事業者

（受付:2016/09/27）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1229

テ
キ
ス
ト
2

2016/09/19

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１０か月

 
製造事業者

（受付:2016/09/27）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1230

テ
キ
ス
ト
2

2016/09/09

テ
キ
ス

（事故発生地）

滋賀県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約２年１１か月

 
製造事業者

（受付:2016/09/27）

( A3 )( 製品破損 )

　パソコンの内部が焼損した。 　内部電源配線のコネクター端子樹脂に、本
来の仕様とは異なる保護被膜の施されていな
い赤リン系難燃剤が使用されていたため、湿
度の影響でリン酸が生じて端子金属が腐食
し、端子間で短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
６月２９日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、連絡先が判明している購
入者に連絡し、無償で修理を実施してい
る。

 2016-1231

テ
キ
ス
ト
2

2016/09/19

テ
キ
ス

（事故発生地）

愛知県

 パソコン

PT100E

エプソンダイレクト（株）

使用期間：約３年１か月

 
製造事業者

（受付:2016/09/27）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0039

　使用中のプリンターから異臭がし、
発煙した。

　定着ユニットの樹脂製フレームの金型を更
新した際に、ヒーター端子と電源供給端子の
ネジ接続部において樹脂製フレームの寸法
（厚さ）が大きくなっていたため、ネジ接続
部で締め付け強度が不十分となり、接触不良
が生じて異常発熱し、樹脂製フレームが溶融
して発煙したものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
４月１８日から、対象製品の顧客リストに
基づき販売先を訪問し、対策済み定着ユ
ニットに無償交換を実施している。

 2016-0511

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/06

テ
キ
ス

（事故発生地）

北海道

 パソコン周辺機器（プリン
ター）

ECOSYS P2135dn

京セラドキュメントソリュー
ションズ（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/22）

( A2 )( 製品破損 )

　使用中のプリンターから異臭がし、
発煙した。

　定着ユニットの樹脂製フレームの金型を更
新した際に、ヒーター端子と電源供給端子の
ネジ接続部において樹脂製フレームの寸法
（厚さ）が大きくなっていたため、ネジ接続
部で締め付け強度が不十分となり、接触不良
が生じて異常発熱し、樹脂製フレームが溶融
して発煙したものと推定される。

　ブランド事業者は、２０１６（平成
２８）年４月１８日付けでホームページに
社告を掲載し、対象製品について対策済み
の定着ユニットへの無償交換を実施してい
る。

 2016-0966

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/20

テ
キ
ス

（事故発生地）

沖縄県

 パソコン周辺機器（プリン
ター）

LP-S310N（ブランド：セイ
コーエプソン（株））

京セラドキュメントソリュー
ションズ（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/08/15）

( A2 )( 製品破損 )

　光通信終端装置付近から出火し、周
辺を焼損した。

　事故品の電気部品に出火の痕跡は認められ
ないことから、製品に起因しない事故と推定
される。

　製造事業者は、製品に起因しない事故で
あるため、措置はとらなかった。

 2016-0160

テ
キ
ス
ト
2

2016/03/23

テ
キ
ス

（事故発生地）

茨城県

 パソコン周辺機器（光通信
用終端装置）

使用期間：不　明

 
製造事業者

（受付:2016/04/27）

( F2 )( 拡大被害 )

　使用中のヘアアイロンから発煙、異
臭がし、髪の毛が焼けた。

　温度制御用サーミスターにカシメ不良が
あったため、接触不良により温度制御が正常
に作動せず、ヒーターが過熱したものと推定
される。

　輸入事業者は、最終的に温度ヒューズが
作動して終息し、火災などの重大事故に至
る可能性は低いことから、措置はとらない
が、引き続き同様の事故発生状況に注視す
ることとした。
　なお、当該製品は既に生産を終了してお
り、後継機種については品質管理の強化を
行うこととした。

 2016-0947

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/16

テ
キ
ス

（事故発生地）

静岡県

 ヘアアイロン

MHI-3833-W

（株）三栄コーポレーション

使用期間：約１か月

 
輸入事業者

（受付:2016/08/10）

( A2 )( 拡大被害 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0040

　使用中のヘアアイロンから発煙し、
髪の毛が焼けた。

　温度制御用サーミスターにカシメ不良が
あったため、接触不良により温度制御が正常
に作動せず、ヒーターが過熱したものと推定
される。

　輸入事業者は、最終的に温度ヒューズが
作動して終息し、火災などの重大事故に至
る可能性は低いことから、措置はとらない
が、引き続き同様の事故発生状況に注視す
ることとした。
　なお、当該製品は既に生産を終了してお
り、後継機種については品質管理の強化を
行うこととした。

 2016-1126

テ
キ
ス
ト
2

2015/11/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

神奈川県

 ヘアアイロン

MHI-3833-W

（株）三栄コーポレーション

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/09/08）

( A2 )( 拡大被害 )

　使用中のヘアアイロンから発煙し、
髪の毛が焼けた。

　温度制御用サーミスターにカシメ不良が
あったため、接触不良により温度制御が正常
に作動せず、ヒーターが過熱したものと推定
される。

　輸入事業者は、最終的に温度ヒューズが
作動して終息し、火災などの重大事故に至
る可能性は低いことから、措置はとらない
が、引き続き同様の事故発生状況に注視す
ることとした。
　なお、当該製品は既に生産を終了してお
り、後継機種については品質管理の強化を
行うこととした。

 2016-1127

テ
キ
ス
ト
2

2016/03/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 ヘアアイロン

MHI-3833-W

（株）三栄コーポレーション

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/09/08）

( A2 )( 拡大被害 )

　使用中のヘアアイロンから発煙し、
髪の毛が焼けた。

　温度制御用サーミスターにカシメ不良が
あったため、接触不良により温度制御が正常
に作動せず、ヒーターが過熱したものと推定
される。

　輸入事業者は、最終的に温度ヒューズが
作動して終息し、火災などの重大事故に至
る可能性は低いことから、措置はとらない
が、引き続き同様の事故発生状況に注視す
ることとした。
　なお、当該製品は既に生産を終了してお
り、後継機種については品質管理の強化を
行うこととした。

 2016-1129

テ
キ
ス
ト
2

2015/09/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 ヘアアイロン

MHI-3233-W

（株）三栄コーポレーション

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/09/08）

( A2 )( 拡大被害 )

　使用中のヘアアイロンから発煙し、
髪の毛が焼けた。

　温度制御回路の抵抗に不具合品が混入した
ため、抵抗が破損して温度制御が正常に作動
せず、ヒーターが過熱したものと推定され
る。

　輸入事業者は、最終的に温度ヒューズが
作動して終息し、火災などの重大事故に至
る可能性は低いことから、措置はとらない
が、引き続き同様の事故発生状況に注視す
ることとした。
　なお、当該製品は既に生産を終了してお
り、後継機種については品質管理の強化を
行うこととした。

 2016-1128

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 ヘアアイロン

MHI-3833-W

（株）三栄コーポレーション

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/09/08）

( A3 )( 拡大被害 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0041

　使用中のヘアドライヤーから異音が
し、火花が出て、胸に火傷を負った。

　電源コードが捻れていることから、本体側
コードプロテクター部に過度なストレスが繰
り返し加わったため、コード芯線が断線し、
スパークが発生したものと推定される。
　なお、本体ラベルには、「本体には巻きつ
けない。火災・やけどの恐れがある」、取扱
説明書には、「コードがよじれたままでは使
わない。断線して火花がでることがある。」
旨、記載されている。

　輸入事業者は、被害者の不注意とみられ
る事故であるため、措置はとらなかった。
　なお、ＮＩＴＥでは、事故防止のための
ハンドブック（身・守りハンドブック）や
ホームページで同様の事故事例を紹介し、
注意喚起を行っている。

 2016-0494

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/15

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 ヘアドライヤー

使用期間：約７年

 
消費者センター

（受付:2016/06/21）

( E2 )( 軽傷 )

　ヘアドライヤーを使用中、電源コー
ドが破損し、火花が出て、髪の毛が焦
げた。

　電源コードが捻れていることから、本体側
コードプロテクター部に過度なストレスが繰
り返し加わったため、コード芯線が断線し、
スパークが発生したものと推定される。
　なお、取扱説明書には、「コードがよじれ
たままでは使わない。ショートして火花がで
ることがある。」旨、記載されている。

　輸入事業者は、被害者の不注意とみられ
る事故であるため、措置はとらなかった。
　なお、ＮＩＴＥでは、事故防止のための
ハンドブック（身・守りハンドブック）や
ホームページで同様の事故事例を紹介し、
注意喚起を行っている。

 2016-0810

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/06

テ
キ
ス

（事故発生地）

神奈川県

 ヘアドライヤー

使用期間：約３年

 
消費者センター

（受付:2016/07/21）

( E2 )( 拡大被害 )

　ヘアドライヤーから発火し、周辺を
焼損した。

　事故品の電気部品に溶融痕等の出火の痕跡
は認められなかったが、詳細な使用状況等が
不明であり、原因の特定はできなかった。

　輸入事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。

 2016-0223

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/07

テ
キ
ス

（事故発生地）

岐阜県

 ヘアドライヤー

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/05/11）

( G1 )( 拡大被害 )

　ドライヤーの吹き出し口付近が溶融
した。

　事故品は正常に動作し、電気部品に異常は
認められないことから、靴や衣類などの乾燥
に使用したため、吹き出し口付近に熱がこも
り、樹脂が熱変形した可能性が考えられる
が、事故品は宿泊施設の備品であり、詳細な
使用状況等が不明なため、原因の特定はでき
なかった。

　輸入事業者は、使用者の誤った使用方法
による事故とみているため、措置はとらな
かった。

 2016-0653

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

広島県

 ヘアドライヤー

使用期間：約１年

 
消費者センター

（受付:2016/07/04）

( G1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0042

　ペット用ヒーターを使用中、スイッ
チ部分から火が出て、周辺を焼損し
た。

　中間スイッチの接点部付近で接触不良によ
り異常発熱し、出火したものと考えられる
が、詳細な使用状況等が不明であり、確認で
きない部品もあることから、原因の特定はで
きなかった。

　ブランド事業者は、被害者の誤った使用
方法による事故とみているため、措置はと
らなかった。

 2016-0853

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/14

テ
キ
ス

（事故発生地）

北海道

 ペット用ヒーター

使用期間：約５年

 
消費者センター

（受付:2016/07/29）

( G1 )( 拡大被害 )

　加湿器を使用中、樹脂製カバーが溶
融し、棚が焦げた。

　本体底部の樹脂製基板ケース内に本体水槽
の水が浸入したため、回路が短絡して異常発
熱し、基板ケースが溶融したものと推定され
るが、水の浸入経路が不明であり、原因の特
定はできなかった。

　輸入事業者は、事故原因が不明であり、
他に同種事故発生の情報はないことから、
措置はとらなかった。
　なお、当該製品は既に生産を終了してい
る。

 2016-0054

テ
キ
ス
ト
2

2016/03/17

テ
キ
ス

（事故発生地）

宮城県

 加湿器（超音波式）

KX-69UP

（株）シー・シー・ピー

使用期間：約６年

 
消費者センター

（受付:2016/04/11）

( G3 )( 拡大被害 )

　浴室用換気扇付近から出火して、周
辺を焼損し、家人１人が軽傷を負っ
た。

　事故品は７年前に故障後使用しておらず、
モーター巻線や電源コードに溶融痕が認めら
れたが、一次痕か二次痕か特定できず、焼損
が著しく、確認できない部品もあることか
ら、原因の特定はできなかった。

　製造事業者等が不明であるため、措置は
とれなかった。

 2016-1028

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/19

テ
キ
ス

（事故発生地）

愛知県

 換気扇（浴室用）

使用期間：不　明

 
消防機関

（受付:2016/08/24）

( G1 )( 軽傷 )

　空気清浄機から発火した。 　ファン電動機内部のプリント基板上のコン
デンサーが短絡したことで、基板上の部品が
発熱し、ファン電動機内部のプリント基板が
焼損してファン電動機から発火、発煙したも
のと推定される。

　製造事業者は、２０１４（平成２６）年
１０月１７日付けホームページ及び翌１８
日付け新聞に社告を掲載し、無償で点検・
修理を行っている。
　なお、２０１５（平成２７）年５月１５
日付けホームページ及び翌１６日付け新聞
に対象範囲を追加する社告を掲載してい
る。

 2015-1530

テ
キ
ス
ト
2

2015/09/20

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 空気清浄機

MC808-W

ダイキン工業（株）

使用期間：約５年７か月

 
製造事業者

（受付:2015/10/06）

( A3 )( 拡大被害 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0043

　使用中の空気清浄機から発煙した。 　除湿エレメントの異常な温度上昇を検知す
る保護装置は作動していたが、除湿エレメン
トに可燃性物質が多量に付着し、除湿ヒー
ターで過熱されたため、異常発熱し、加湿エ
レメント等の樹脂部品が焼損したものと推定
される。

　輸入事業者は、２０１２（平成２４）年
２月３日付けホームページ及び翌４日付け
新聞に社告を掲載し、無償で製品回収を行
い、加湿エレメント前面に金属カバーを取
り付けた後継機種に交換していたが、その
後、２０１５（平成２７）年１０月１３日
より対象製品の引き取りを行っている。

 2016-0414

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/26

テ
キ
ス

（事故発生地）

千葉県

 空気清浄機（除加湿機能
付）

ACZ65K-W

ダイキン工業（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/08）

( A1 )( 製品破損 )

　充電中の携帯電話機（スマートフォ
ン）が破裂して発火し、フロアマット
が焦げた。

　バッテリー（リチウムイオン）内部で短絡
が生じ、異常発熱して焼損したものと考えら
れるが、バッテリーパック表面の一部に凹み
があり、外部から応力が加わった可能性もあ
るため、内部短絡が生じた原因の特定はでき
なかった。

　輸入事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。　

 2016-0055

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/07

テ
キ
ス

（事故発生地）

高知県

 携帯電話機

使用期間：約４か月

 
消費者センター

（受付:2016/04/11）

( G1 )( 拡大被害 )

　充電中の携帯電話機（スマートフォ
ン）から発火し、毛布が焦げた。

　事故品と充電ケーブルを接続するマイクロ
ＵＳＢコネクター内部に導電性異物が付着し
たため、短絡が生じて異常発熱し、接続部が
焦げたものと考えられるが、導電性異物が付
着した経緯が不明であり、原因の特定はでき
なかった。

　輸入事業者は、被害者の不注意による事
故とみているため、措置はとらなかった。

 2016-0090

テ
キ
ス
ト
2

2016/02/08

テ
キ
ス

（事故発生地）

埼玉県

 携帯電話機

使用期間：約２年９か月

 
消費者センター

（受付:2016/04/15）

( G1 )( 拡大被害 )

　充電中の携帯電話機（スマートフォ
ン）付近から出火して、周辺を焼損
し、家人１人が火傷を負った。

　事故品と充電ケーブルを接続するマイクロ
ＵＳＢコネクター内部で短絡が生じて異常発
熱し、焼損したものと考えられるが、詳細な
使用状況等が不明であり、原因の特定はでき
なかった。

　輸入事業者は、製品に起因しない事故と
みているため、措置はとらなかった。

 2016-0092

テ
キ
ス
ト
2

2016/03/31

テ
キ
ス

（事故発生地）

宮城県

 携帯電話機

使用期間：約１年４か月

 
消防機関

（受付:2016/04/15）

( G1 )( 軽傷 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0044

　ネット通販で購入した充電中の充電
器付近から出火し、住宅を全焼した。

　バッテリー内部で短絡が生じ、異常発熱し
て出火したものと考えられるが、焼損が著し
く、原因の特定はできなかった。

　製造事業者等が不明であるため、措置は
とれなかった。

 2016-0731

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/07

テ
キ
ス

（事故発生地）

熊本県

 充電器（リチウムイオン
バッテリー、ＵＳＢ接続
用）

使用期間：不　明

 
警察機関

（受付:2016/07/11）

( G1 )( 拡大被害 )

　充電器を鞄に入れていたところ、発
火して破裂し、鞄の中を焼損した。

　バッテリー内部で短絡が生じ、異常発熱し
て破裂、焼損したものと考えられるが、セル
表面の一部に凹みがあり、外部から応力が加
わった可能性もあるため、内部短絡が生じた
原因の特定はできなかった。

　輸入事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。

 2016-1029

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/22

テ
キ
ス

（事故発生地）

北海道

 充電器（リチウムイオン
バッテリー、ＵＳＢ接続
用）

使用期間：不　明

 
警察機関

（受付:2016/08/25）

( G1 )( 拡大被害 )

　携帯電話機（スマートフォン）を充
電中、ＡＣアダプターから火が出て、
壁面の一部が焦げた。

　電源回路の一次側で異常発熱し、本体外郭
が熱変形したものと推定されるが、一次側の
電子部品やパターンの一部が焼失しており、
異常発熱した原因の特定はできなかった。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
１１月２２日付けでホームページに社告を
掲載し、製品の回収及び返金を行ってい
る。

 2015-2737

テ
キ
ス
ト
2

2016/02/20

テ
キ
ス

（事故発生地）

栃木県

 充電器（携帯型音楽プレー
ヤー用）

iPod用ケースセット同梱充電AC
アダプター

トリニティ（株）

使用期間：約１年２０日

 
消費者センター

（受付:2016/03/14）

( G3 )( 拡大被害 )

　使用中の除湿器付近から火が出て、
畳が焦げた。

　転倒時オフスイッチが接触不良により異常
発熱し、出火したものと推定されるが、焼損
が著しく、原因の特定はできなかった。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
８月２４日付けでホームページに社告を掲
載し、無償で点検・修理を行っている。

 2016-0704

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/06

テ
キ
ス

（事故発生地）

佐賀県

 除湿機

EJD-70N

アイリスオーヤマ（株）

使用期間：約３年１か月

 
輸入事業者

（受付:2016/07/07）

( G3 )( 拡大被害 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0045

　シーリングライトのガラスカバーが
破損し、落下した。
　なお、当該製品は天井に取り付けた
本体に、本体カバー、ガラスカバーを
ソケットリングで締め付けて固定する
構造であった。

　事故品のガラスカバーは、本体カバー（Ａ
ＢＳ樹脂製）の突起（約０．３４ｍｍの残存
したランナー）との接触部付近を起点に破断
していた。ガラスカバーは、本体カバーの突
起による機械的応力や自重により、亀裂が発
生・伸展・破断し、落下したものと推定され
る。

　製造事業者は、他に同種事故発生の情報
がないことから、既販品に対する措置はと
らなかった。
　なお、今後の製品については、製造工程
の見直し等を行うこととした。

 2014-2741

テ
キ
ス
ト
2

2015/02/22

テ
キ
ス

（事故発生地）

千葉県

 照明器具（シーリングライ
ト）

LBSK-26037（製造：丸善電機
（株）（倒産））

アグレッド（株）（問い合わせ
先：アイリスオーヤマ（株））

使用期間：約６年

 
消費者センター

（受付:2015/03/04）

( A2 )( 製品破損 )

　使用中のシーリングライトから発火
した。

　インバーター基板上の電解コンデンサーに
不具合品が混入したため、容量低下によりト
ランジスターに過電圧が印加し、焼損したも
のと推定される。

　輸入事業者は、インバーター基板は金属
で覆われており、拡大被害に至っていない
ことから、措置はとらなかった。
　なお、当該製品は既に生産を終了してい
る。

 2016-0199

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/08

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 照明器具（シーリングライ
ト）

CK-7202R

コーナン商事（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/05/09）

( A3 )( 製品破損 )

　使用中のシーリングライトから異音
と異臭がした。

　インバーター基板上の電解コンデンサーに
不具合品が混入したため、容量低下によりＩ
Ｃ及び抵抗に過電圧が印加し、焼損したもの
と推定される。

　輸入事業者は、２０１４（平成２６）年
５月１９日付けで電気用品安全法の遵守事
項の不備があったため、製品の自主回収を
行っている。

 2016-0200

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/09

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 照明器具（シーリングライ
ト）

KHC-864R

コーナン商事（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/05/09）

( A3 )( 製品破損 )

　センサーライト付近から出火し、周
辺を焼損した。

　事故品を木板に固定して段ボール箱に立て
掛けていたため、段ボール箱と近接した状態
となり、センサーが検知して点灯した際に段
ボール箱が輻射熱により発火したものと推定
される。
　なお、取扱説明書には、「燃えやすい物の
近くや不安定な場所に設置しない。火災の原
因になる。」旨、記載されている。

　輸入事業者は、被害者の不注意とみられ
る事故であるため、措置はとらなかった。
　なお、ＮＩＴＥでは、事故防止のための
ハンドブック（身・守りハンドブック）や
ホームページで同様の事故事例を紹介し、
注意喚起を行っている。

 2016-0760

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/23

テ
キ
ス

（事故発生地）

静岡県

 照明器具（センサーライ
ト）

使用期間：約６年

 
輸入事業者

（受付:2016/07/13）

( E2 )( 拡大被害 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0046

　センサーライト付近から出火し、周
辺を焼損した。

　事故品のハロゲンライトからの輻射熱によ
り出火したものと考えられるが、焼損が著し
く、詳細な使用状況等が不明であり、原因の
特定はできなかった。

　製造事業者等が不明であるため、措置は
とれなかった。

 2016-0478

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/19

テ
キ
ス

（事故発生地）

群馬県

 照明器具（センサーライ
ト）

使用期間：約１０年

 
消防機関

（受付:2016/06/20）

( G1 )( 拡大被害 )

　照明器具から発煙した。 　長期使用（４０年以上）により、安定器の
劣化に伴い点灯管が頻繁に点滅を繰り返した
ため、点灯管が異常発熱し、モールド樹脂が
溶融、発煙したものと推定される。

　製造事業者等が不明であるため、措置は
とれなかった。
　なお、ＮＩＴＥでは、事故防止のための
ハンドブック（身・守りハンドブック）や
ホームページで同様の事故事例を紹介し、
注意喚起を行っている。

 2016-0764

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/09

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 照明器具（蛍光灯）

不明

不明

使用期間：不　明

 
消防機関

（受付:2016/07/14）

( C1 )( 製品破損 )

　照明器具付近から出火し、住宅を半
焼し、隣接する建物を類焼した。

　事故品の電気部品に溶融痕等の出火の痕跡
は認められなかったが、焼損が著しく、確認
できない部品があることから、原因の特定は
できなかった。

　製造事業者等が不明であるため、措置は
とれなかった。

 2016-0416

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/23

テ
キ
ス

（事故発生地）

石川県

 照明器具（蛍光灯）

使用期間：不　明

 
消防機関

（受付:2016/06/09）

( G1 )( 拡大被害 )

　照明器具付近から出火し、住宅を全
焼した。

　プルスイッチが接触不良により異常発熱
し、出火したものと推定されるが、焼損が著
しく、原因の特定はできなかった。

　製造事業者等が不明であるため、措置は
とれなかった。

 2016-0455

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/26

テ
キ
ス

（事故発生地）

長崎県

 照明器具（蛍光灯）

不明

不明

使用期間：不　明

 
警察機関

（受付:2016/06/15）

( G3 )( 拡大被害 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0047

　照明器具の一部が焼損した。 　長期使用（製造後約２５年）により、安定
器内部のフィルムコンデンサーが絶縁劣化し
たため、内部短絡が生じて焼損したものと推
定される。

　製造事業者は、他に同種事故発生の情報
はなく、外郭は金属製であり、拡大被害に
至る可能性は低いことから、措置はとらな
かった。
　なお、当該製品は既に生産を終了してい
る。

 2016-0427

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/24

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 照明器具（蛍光灯安定器）

FRH-2-40126B

東芝ライテック（株）

使用期間：不　明

 
消防機関

（受付:2016/06/10）

( C1 )( 製品破損 )

　使用中の水槽用ヒーター付近から出
火し、周辺を焼損した。

　電源コードに溶融痕が認められたが、一次
痕か二次痕か特定できず、焼損が著しく、確
認できない部品もあることから、原因の特定
はできなかった。

　製造事業者等が不明であるため、措置は
とれなかった。

 2015-2341

テ
キ
ス
ト
2

2015/12/11

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 水槽用ヒーター

使用期間：約４年

 
消防機関

（受付:2016/01/25）

( G1 )( 拡大被害 )

　観賞魚用照明ランプの電源プラグ付
近から火が出て、周辺を焼損した。

　観賞魚用照明ランプのプラグ刃間に水分等
が付着したため、トラッキング現象が生じて
出火したものと考えられるが、詳細な使用状
況等が不明であり、トラッキング現象が生じ
た原因の特定はできなかった。

　輸入事業者は、被害者の誤った使用方法
による事故とみているため、措置はとらな
かった。

 2016-0460

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/03

テ
キ
ス

（事故発生地）

高知県

 水槽用照明器具（蛍光灯）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/16）

( G1 )( 拡大被害 )

　扇風機付近から出火し、周辺を焼損
した。

　長期使用（２０年以上）により、首振り部
分の内部配線に繰り返し屈曲ストレスが加わ
り、芯線が断線したため、スパークが生じて
発火したものと推定される。

　製造事業者が倒産しているため、措置は
とれなかった。
　なお、ＮＩＴＥでは、事故防止のための
ハンドブック（身・守りハンドブック）や
ホームページで同様の事故事例を紹介し、
注意喚起を行っている。

 2016-0811

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/08

テ
キ
ス

（事故発生地）

広島県

 扇風機

HF-20DLD

ホリエ電機（株）（倒産）

使用期間：不　明

 
消防機関

（受付:2016/07/21）

( C1 )( 拡大被害 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0048

　扇風機付近から出火し、周辺を焼損
した。

　電源コードに溶融痕が認められたが、一次
痕か二次痕か特定できず、焼損が著しく、確
認できない部品もあることから、原因の特定
はできなかった。

　製造事業者等が不明であるため、措置は
とれなかった。

 2016-0926

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/07

テ
キ
ス

（事故発生地）

石川県

 扇風機

使用期間：約１０年

 
消防機関

（受付:2016/08/09）

( G1 )( 拡大被害 )

　掃除機を使用中、排気口付近から火
花が出た。

　モーターの整流子に真円度の不良があった
ため、整流子とカーボンブラシとの間でス
パークが増加し、異常発熱して火花が発生し
たものと推定される。

　輸入事業者は、他に同種事故発生の情報
はなく、拡大被害に至っていないことか
ら、措置はとらなかった。
　なお、当該製品は既に生産を終了してい
る。

 2016-0295

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/16

テ
キ
ス

（事故発生地）

埼玉県

 掃除機

ZC-CT200

（株）山善

使用期間：約３か月１６日

 
消費者センター

（受付:2016/05/23）

( A3 )( 製品破損 )

　掃除機を使用中、発熱し、ホースの
一部が溶融した。

　製造工程でハンドル内部にあるスイッチ基
板固定用のネジが摺動リング部に入り込んで
いたため、摺動リング間に接触して短絡し、
ホース内の配線が異常発熱してホースが溶融
したものと推定される。

　輸入事業者は、他に同種事故発生の情報
はなく、拡大被害に至っていないことか
ら、措置はとらなかった。
　なお、今後製造する製品については、ネ
ジ締め付け工程の改善及び検査工程の追加
を行うこととした。

 2016-0342

テ
キ
ス
ト
2

2016/03/21

テ
キ
ス

（事故発生地）

岡山県

 掃除機（サイクロン式）

KIC-C100MK-S

アイリスオーヤマ（株）

使用期間：１回

 
輸入事業者

（受付:2016/05/30）

( A2 )( 製品破損 )

　掃除機の電源を入れたところ、異臭
がし、発煙した。

　吸引側のスポンジ製フィルターがなくなっ
ていたため、異物を吸い込み金属製ファンが
破損して周囲の樹脂製部品と接触し、摩擦熱
で溶融して異臭・発煙が生じたものと考えら
れるが、詳細な使用状況等が不明であり、原
因の特定はできなかった。

　製造事業者は、被害者の誤った使用方法
による事故とみているため、措置はとらな
かった。

 2015-2715

テ
キ
ス
ト
2

2015/12/30

テ
キ
ス

（事故発生地）

千葉県

 掃除機（サイクロン式）

使用期間：約１４年

 
消費者センター

（受付:2016/03/10）

( G1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0049

　使用中の電気こたつから発煙し、こ
たつぶとんの一部が焦げた。

　被害者がやぐらの中にこたつぶとん（布
地：ポリエステル）を押し込んだたため、ふ
とんがヒーターの保護カバーと接触し、焦げ
て発煙したものと推定される。
　なお、本体及び取扱説明書には、「ふとん
をやぐらの中に押し込んで使用しない」旨、
記載されている。

　輸入事業者は、被害者の不注意とみられ
る事故であるため、措置はとらなかった。
　なお、ＮＩＴＥでは、事故防止のための
ハンドブック（身・守りハンドブック）や
ホームページで同様の事故事例を紹介し、
注意喚起を行っている。

 2015-2266

テ
キ
ス
ト
2

2015/12/30

テ
キ
ス

（事故発生地）

千葉県

 電気こたつ

使用期間：約２か月

 
消費者センター

（受付:2016/01/15）

( E2 )( 拡大被害 )

　電気こんろを使用したところ、感電
した。

　ヒーター線の耐熱性が低く、絶縁距離も不
十分であったため、使用中にヒーター線が軟
化して緩み、ヒーター板（セラミック）の下
部にある遮熱板（ステンレス）に接触して漏
電・感電したものと推定される。

　ブランド事業者は、２０１６（平成
２８）年６月１０日付けでホームページに
社告を掲載するとともに、ダイレクトメー
ルを送付し、使用中止の注意喚起及び製品
の無償交換を実施している。
　なお、今後販売する製品については、
ヒーター線の材料変更と構造変更、並びに
取扱説明書の見直しを行うこととした。

 2016-0751

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/25

テ
キ
ス

（事故発生地）

徳島県

 電気こんろ

HP-635（ブランド：東芝ホーム
テクノ（株））

金澤工業（株）

使用期間：約１か月

 
販売事業者

（受付:2016/07/13）

( A1 )( 製品破損 )

　電気こんろを使用したところ、漏電
していた。

　ヒーター線の耐熱性が低く、絶縁距離も不
十分であったため、使用中にヒーター線が軟
化して緩み、ヒーター板（セラミック）の下
部にある遮熱板（ステンレス）に接触して漏
電・感電したものと推定される。

　ブランド事業者は、２０１６（平成
２８）年６月１０日付けでホームページに
社告を掲載するとともに、ダイレクトメー
ルを送付し、使用中止の注意喚起及び製品
の無償交換を実施している。
　なお、今後販売する製品については、
ヒーター線の材料変更と構造変更、並びに
取扱説明書の見直しを行うこととした。

 2016-0752

テ
キ
ス
ト
2

2012/07/03

テ
キ
ス

（事故発生地）

愛知県

 電気こんろ

HP-635（ブランド：東芝ホーム
テクノ（株））

金澤工業（株）

使用期間：約４か月

 
販売事業者

（受付:2016/07/13）

( A1 )( 製品破損 )

　電気こんろを使用したところ、漏電
していた。

　ヒーター線の耐熱性が低く、絶縁距離も不
十分であったため、使用中にヒーター線が軟
化して緩み、ヒーター板（セラミック）の下
部にある遮熱板（ステンレス）に接触して漏
電・感電したものと推定される。

　ブランド事業者は、２０１６（平成
２８）年６月１０日付けでホームページに
社告を掲載するとともに、ダイレクトメー
ルを送付し、使用中止の注意喚起及び製品
の無償交換を実施している。
　なお、今後販売する製品については、
ヒーター線の材料変更と構造変更、並びに
取扱説明書の見直しを行うこととした。

 2016-0753

テ
キ
ス
ト
2

2012/08/17

テ
キ
ス

（事故発生地）

三重県

 電気こんろ

HP-635（ブランド：東芝ホーム
テクノ（株））

金澤工業（株）

使用期間：約５か月

 
販売事業者

（受付:2016/07/13）

( A1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0050

　電気こんろを使用したところ、感電
した。

　ヒーター線の耐熱性が低く、絶縁距離も不
十分であったため、使用中にヒーター線が軟
化して緩み、ヒーター板（セラミック）の下
部にある遮熱板（ステンレス）に接触して漏
電・感電したものと推定される。

　ブランド事業者は、２０１６（平成
２８）年６月１０日付けでホームページに
社告を掲載するとともに、ダイレクトメー
ルを送付し、使用中止の注意喚起及び製品
の無償交換を実施している。
　なお、今後販売する製品については、
ヒーター線の材料変更と構造変更、並びに
取扱説明書の見直しを行うこととした。

 2016-0754

テ
キ
ス
ト
2

2013/12/25

テ
キ
ス

（事故発生地）

静岡県

 電気こんろ

HP-635（ブランド：東芝ホーム
テクノ（株））

金澤工業（株）

使用期間：約７か月

 
販売事業者

（受付:2016/07/13）

( A1 )( 製品破損 )

　電気こんろを使用したところ、感電
した。

　ヒーター線の耐熱性が低く、絶縁距離も不
十分であったため、使用中にヒーター線が軟
化して緩み、ヒーター板（セラミック）の下
部にある遮熱板（ステンレス）に接触して漏
電・感電したものと推定される。

　ブランド事業者は、２０１６（平成
２８）年６月１０日付けでホームページに
社告を掲載するとともに、ダイレクトメー
ルを送付し、使用中止の注意喚起及び製品
の無償交換を実施している。
　なお、今後販売する製品については、
ヒーター線の材料変更と構造変更、並びに
取扱説明書の見直しを行うこととした。

 2016-0755

テ
キ
ス
ト
2

2016/03/18

テ
キ
ス

（事故発生地）

愛媛県

 電気こんろ

HP-635（ブランド：東芝ホーム
テクノ（株））

金澤工業（株）

使用期間：約２か月

 
販売事業者

（受付:2016/07/13）

( A1 )( 製品破損 )

　電気こんろを使用したところ、感電
した。

　ヒーター線の耐熱性が低く、絶縁距離も不
十分であったため、使用中にヒーター線が軟
化して緩み、ヒーター板（セラミック）の下
部にある遮熱板（ステンレス）に接触して漏
電・感電したものと推定される。

　ブランド事業者は、２０１６（平成
２８）年６月１０日付けでホームページに
社告を掲載するとともに、ダイレクトメー
ルを送付し、使用中止の注意喚起及び製品
の無償交換を実施している。
　なお、今後販売する製品については、
ヒーター線の材料変更と構造変更、並びに
取扱説明書の見直しを行うこととした。

 2016-0756

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/22

テ
キ
ス

（事故発生地）

徳島県

 電気こんろ

HP-635（ブランド：東芝ホーム
テクノ（株））

金澤工業（株）

使用期間：約７か月

 
販売事業者

（受付:2016/07/13）

( A1 )( 製品破損 )

　電気こんろ付近から出火し、周辺を
焼損した。

　事故品の電気部品に出火の痕跡はなく、電
源スイッチはつまみガード付きで誤動作を起
こす異常は認められなかったが、詳細な使用
状況等が不明であり、原因の特定はできな
かった。

　製造事業者等が不明であるため、措置は
とれなかった。

 2016-0986

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/12

テ
キ
ス

（事故発生地）

愛知県

 電気こんろ

使用期間：約２０年

 
消防機関

（受付:2016/08/17）

( G1 )( 拡大被害 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0051

　電気ジャー炊飯器を使用中、異音が
し、ふたが破損した。

　上ふたを開くために使用されているばねを
固定する樹脂部品が破損したため、ばねの反
力により当該樹脂部品の一部とともに外装カ
バーが外れたものと考えられるが、事故品に
樹脂部品の破損に繋がるような打痕等は認め
られず、樹脂部品の破面に成形不良等も認め
られなかったことから、樹脂部品が破損した
原因の特定はできなかった。

　製造事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。

 2016-0374

テ
キ
ス
ト
2

2016/03/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

北海道

 電気ジャー炊飯器（ＩＨ
式）

使用期間：約１０年

 
消費者センター

（受付:2016/06/02）

( G1 )( 製品破損 )

　電気スタンドを充電中、異音がし
て、発煙、発火し、畳が焦げた。

　充電回路にジャンパー線を追加したことに
より充電電圧の保護機能が無効になってし
まったため、バッテリー（リチウムイオン）
が過充電状態となり、内部短絡が生じて異常
発熱し、発火したものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
４月２１日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、通販事業者を通じて顧客
に連絡し、製品の回収を行っている。

 2016-0115

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/12

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 電気スタンド（ＬＥＤ、充
電式）

DHD25WH

（株）エス・ティー・イー

使用期間：約７日

 
輸入事業者

（受付:2016/04/20）

( A1 )( 拡大被害 )

　ネット通販で購入した電気スタンド
を充電中、バッテリーが破裂し、周辺
が焦げた。

　充電回路にジャンパー線を追加したことに
より充電電圧の保護機能が無効になってし
まったため、バッテリー（リチウムイオン）
が過充電状態となり、内部短絡が生じて異常
発熱し、発火したものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
４月２１日付けでホームページに社告を掲
載するとともに、通販事業者を通じて顧客
に連絡し、製品の回収を行っている。

 2016-0186

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/18

テ
キ
ス

（事故発生地）

北海道

 電気スタンド（ＬＥＤ、充
電式）

DHD26BK

（株）エス・ティー・イー

使用期間：約７日

 
輸入事業者

（受付:2016/05/06）

( A1 )( 拡大被害 )

　使用中の電気スタンドから火が出
た。

　蛍光ランプの寿命末期に生じるインバー
ター回路の過負荷に対して、保護機能がない
ことから、回路上にあるトランジスター、抵
抗等の電子部品が過負荷により、異常発熱し
て焼損、発煙したものと推定される。

　輸入事業者は、２０１３（平成２５）年
９月１９日付けホームページに社告を掲載
するとともに、店頭告知を行い、同月２５
日付け新聞の折り込みチラシに告知を掲載
し、製品の回収・無償交換を行っている。

 2016-0858

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/29

テ
キ
ス

（事故発生地）

奈良県

 電気スタンド（蛍光灯、イ
ンバーター式）

KMB08-0144

コーナン商事（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/07/29）

( A1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0052

　電気ストーブ付近から出火し、周辺
を焼損した。

　事故品の近くにあった可燃物に着火し、焼
損したものと考えられるが、焼損が著しく、
詳細な使用状況等が不明であり、原因の特定
はできなかった。

　輸入事業者は、製品に起因しない事故と
みているため、措置はとらなかった。

 2016-0375

テ
キ
ス
ト
2

2016/01/20

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 電気ストーブ

使用期間：約１０年

 
消防機関

（受付:2016/06/02）

( G1 )( 拡大被害 )

　ハロゲンヒーター付近から出火し、
周辺を焼損した。

　電源コードに溶融痕が認められたが、一次
痕か二次痕か特定できず、事故品の近くに
あった可燃物に着火して出火した可能性も考
えられるが、焼損が著しく、詳細な使用状況
等が不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　ブランド事業者は、事故原因が不明であ
るが、２０１４（平成２６）年５月１９日
付けで電気用品安全法の遵守事項の不備が
あったため、製品の自主回収を行ってい
る。

 2016-0041

テ
キ
ス
ト
2

2016/03/10

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 電気ストーブ（ハロゲン
ヒーター）

TK4-H140RR（ブランド：コー
ナン商事（株））

谷本実業（株）（倒産）

使用期間：不　明

 
販売事業者

（受付:2016/04/08）

( G1 )( 拡大被害 )

　電気ボイラーを使用中、異臭がし、
機器内部を焼損した。

　リレー基板にはんだ付けの不具合品が混入
したため、リレー端子にはんだクラックが生
じ、スパークにより周辺の部品が焼損したも
のと推定される。

　ブランド事業者は、２０１７（平成
２９）年２月より、対象型式のリレー基板
の交換を予定している。

 2016-0338

テ
キ
ス
ト
2

2014/04/14

テ
キ
ス

（事故発生地）

北海道

 電気ボイラー（暖房用）

EH-901（ブランド：旭イノベッ
クス（株））

掛川工業（株）

使用期間：約５年２か月

 
販売事業者

（受付:2016/05/30）

( A3 )( 製品破損 )

　電気ボイラーを使用中、機器内部を
焼損した。

　リレー基板にはんだ付けの不具合品が混入
したため、リレー端子にはんだクラックが生
じ、スパークにより周辺の部品が焼損したも
のと推定される。

　ブランド事業者は、２０１７（平成
２９）年２月より、対象型式のリレー基板
の交換を予定している。

 2016-0339

テ
キ
ス
ト
2

2016/03/23

テ
キ
ス

（事故発生地）

北海道

 電気ボイラー（暖房用）

EH-901（ブランド：旭イノベッ
クス（株））

掛川工業（株）

使用期間：約５年５か月

 
販売事業者

（受付:2016/05/30）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0053

　電気ボイラーを使用中、異臭がし、
機器内部を焼損した。

　リレー基板にはんだ付けの不具合品が混入
したため、リレー端子にはんだクラックが生
じ、スパークにより周辺の部品が焼損したも
のと推定される。

　ブランド事業者は、２０１７（平成
２９）年２月より、対象型式のリレー基板
の交換を予定している。

 2016-0340

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/05

テ
キ
ス

（事故発生地）

北海道

 電気ボイラー（暖房用）

EH-901（ブランド：旭イノベッ
クス（株））

掛川工業（株）

使用期間：約７年９か月

 
販売事業者

（受付:2016/05/30）

( A3 )( 製品破損 )

　電気ボイラーから出火し、周辺を焼
損した。

　循環液（不凍液）が空状態であったため、
ヒーターが異常過熱し、樹脂部品等が焼損し
たものと考えられるが、循環液が空状態と
なった原因の特定はできなかった。

　輸入事業者が倒産しているため、措置は
とれなかった。

 2016-0988

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/24

テ
キ
ス

（事故発生地）

北海道

 電気ボイラー（暖房用）

使用期間：不　明

 
消防機関

（受付:2016/08/17）

( G1 )( 拡大被害 )

　電気やかんを持ち上げたところ、
取っ手が外れて本体が落下した。

　本体に取っ手をスポット溶接する製造工程
において、溶け込み不良及び溶接位置不良が
あったため、使用時に加えられる荷重により
溶接部が破損したものと推定される。

　輸入事業者は、取っ手部分に大きな負荷
が加わって溶接部がはずれた可能性もある
が、事故原因は不明とみているため、措置
はとらなかった。

 2016-0034

テ
キ
ス
ト
2

2016/03/22

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 電気やかん

EVKB-80HSV

ＨＡＲＩＯ（株）

使用期間：約４年６か月

 
消費者センター

（受付:2016/04/07）

( A2 )( 製品破損 )

　使用中の電気やかんから異臭がし
た。確認のため使用を続けたところ、
内部から発煙し、外郭が溶けた。

　内容器底面部（アルミニウム）とヒーター
管（アルミニウム）の溶接不具合品が混入し
たため、内容器底面部から一部剥離したヒー
ター管が異常過熱し、付近の樹脂製外郭が溶
融して異臭がしたものと推定される。

　輸入事業者は、他に同種事故発生の情報
はなく、拡大被害に至っていないことか
ら、既販品に対する措置はとらなかった。
　なお、今後の生産品については、溶接方
法を変更するとともに、品質管理の強化を
行うこととした。

 2015-2367

テ
キ
ス
ト
2

2016/01/21

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 電気やかん

7412JP

（株）大石アンドアソシエイツ

使用期間：約１か月

 
輸入事業者

（受付:2016/01/28）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0054

　電気やかんを使用中、本体が分離
し、こぼれたお湯で火傷を負った。

　事故品本体（ポリプロピレン樹脂製）は、
注ぎ口及びハンドルを有する本体上部、内容
器及び外胴ケースで構成されていた。内容器
の外径が、形成上のばらつきにより、設計寸
法と比較して約１ｍｍ小さかったことから、
本体上部との嵌合・溶着不良を生じ、本体が
上下に分離したものと推定される。

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年
１月１７日付けホームページに社告を掲載
し、特定ロットのみ製品の回収・返金を
行っていた。当該事故を受け、２０１６
（平成２８）年５月３０日付けで、新聞、
店頭及びホームページに全ロットを対象に
製品回収する旨、社告を掲載している。
　なお、後継機種について溶着が外れても
分離しないよう設計変更するとともに、品
質管理の強化を行っている。

 2016-0343

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/13

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 電気やかん

TPーR500（ブランド： (株)良
品計画）

ツインバード工業（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

販売事業者

（受付:2016/05/30）

( A3 )( 軽傷 )

　使用中の電子レンジから異音がし
た。

　導波管カバーに食品カスが付着したため、
マイクロ波が食品カスに集中してスパークが
発生したものと推定される。
　なお、取扱説明書には、「食品・油・煮汁
などで汚れたままにしたり、加熱したりしな
い。発煙・発火の原因になる。」旨、記載さ
れている。

　輸入事業者は、被害者の不注意とみられ
る事故であるため、措置はとらなかった。
　なお、ＮＩＴＥでは、事故防止のための
ハンドブック（身・守りハンドブック）や
ホームページで同様の事故事例を紹介し、
注意喚起を行っている。

 2015-2623

テ
キ
ス
ト
2

2016/02/12

テ
キ
ス

（事故発生地）

兵庫県

 電子レンジ

使用期間：約１年

 
消防機関

（受付:2016/02/25）

( E2 )( 製品破損 )

　電磁調理器で調理中、天ぷらなべか
ら出火し、換気扇の一部を汚損した。

　事故品に焼損は認められず正常に動作し、
油が発火する状況が再現しないことから、原
因の特定はできなかった。

　製造事業者は、製品に起因しない事故と
みているため、措置はとらなかった。

 2016-0459

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/08

テ
キ
ス

（事故発生地）

愛知県

 電磁調理器（ビルトイン
型）

使用期間：約６か月

 
消防機関

（受付:2016/06/16）

( G1 )( 拡大被害 )

　電磁調理器で揚げ物を調理中、フラ
イパンから出火し、周辺を焼損した。

　揚げ物調理中にその場を離れ、更にフライ
パンに少量の油を入れて揚げ物モードがない
左ヒーターで揚げ物調理を行ったため、油が
発火したものと推定される。
　なお、取扱説明書には、「付属の天ぷら鍋
以外は使わない。揚げ物調理中はそばを離れ
ない。右ヒーターの揚げ物温度コントロール
を使用する。５００ｇ（０．５６Ｌ）未満の
油では調理しない。」旨、記載されている。

　製造事業者は、被害者の誤った使用方法
による事故であることから、措置はとらな
かった。
　なお、ＮＩＴＥでは、事故防止のための
ハンドブック（身・守りハンドブック）や
ホームページで同様の事故事例を紹介し、
注意喚起を行っている。

 2016-0495

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/27

テ
キ
ス

（事故発生地）

京都府

 電磁調理器（ビルトイン
型、ラジエントヒーター
付、ロースター付）

使用期間：約７年１１か月

 
製造事業者

（受付:2016/06/21）

( E1 )( 拡大被害 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0055

　電磁調理器の内部が焼損した。 　事故品は、トッププレートと操作パネルの
間にある上ケース（ＡＢＳ樹脂製）に亀裂が
入っていたため、当該箇所から内部に水が浸
入し、制御基板上でトラッキングが発生して
発煙に至ったものと推定されるが、上ケース
に亀裂が生じた原因の特定はできなかった。

　輸入事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。

 2016-0440

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/31

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 電磁調理器（卓上型）

使用期間：約１３年

 
消防機関

（受付:2016/06/14）

( G1 )( 製品破損 )

　使用中の電磁調理器から異音がし、
発火した。

　底面外郭樹脂にある通風用の開口から小動
物（ムカデ）が入り込み、制御基板に接触し
たため、短絡が生じて発火したものと推定さ
れる。

　製造事業者は、偶発的な事故であるた
め、措置はとらなかった。

 2016-0632

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/27

テ
キ
ス

（事故発生地）

福井県

 電磁調理器（卓上用）

使用期間：約１３年

 
消防機関

（受付:2016/06/30）

( F1 )( 製品破損 )

　マルチタップを使用中、発熱し、壁
コンセントとマルチタップが焦げた。

　可動式プラグが接触不良により異常発熱
し、焼損したものと考えられるが、詳細な使
用状況等が不明であり、原因の特定はできな
かった。

　製造事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。

 2016-0278

テ
キ
ス
ト
2

2016/03/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

埼玉県

 配線器具（マルチタップ）

使用期間：不　明

 
消費者センター

（受付:2016/05/19）

( G1 )( 拡大被害 )

　マルチタップ付近から出火し、周辺
を焼損した。

　マルチタップに接続していた業務用冷凍冷
蔵庫の電源プラグ刃とマルチタップの刃受け
金具との間で接触不良が生じたが、またはマ
ルチタップ内部に水等の液体が入り込んでト
ラッキング現象が生じ、出火したものと考え
られるが、焼損が著しく、マルチタップ内部
の刃受け金具が確認できないことから、原因
の特定はできなかった。

　製造事業者等が不明であるため、措置は
とれなかった。

 2016-0324

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/09

テ
キ
ス

（事故発生地）

群馬県

 配線器具（マルチタップ）

使用期間：不　明

 
消防機関

（受付:2016/05/27）

( G1 )( 拡大被害 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0056

　延長コードを使用中、マルチタップ
付近から火花が出て、雑誌スタンドの
一部が焦げた。

　プロテクター部の樹脂材料（塩化ビニル）
の柔軟性が低いこと、及びプロテクター部の
形状、肉厚の影響等により、コードとの境界
部に集中的に曲げ応力が加わり、断線・ス
パークが生じたものと推定される。

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年
９月２４日付けで新聞及びホームページに
社告を掲載するとともに、店頭告知を行
い、製品の回収及び返金を行っている。

 2016-0809

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

京都府

 配線器具（延長コード）

4947879701460（1m 3口）

（株）セリア

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/07/21）

( A1 )( 拡大被害 )

　延長コードを使用したところ、コー
ドコネクターボディの根元が断裂し、
火花が出て、畳が焦げた。

　プロテクター部の樹脂材料（塩化ビニル）
の柔軟性が低いこと、及びプロテクター部の
形状、肉厚の影響等により、コードとの境界
部に集中的に曲げ応力が加わり、断線・ス
パークが生じたものと推定される。

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年
９月２４日付けで新聞及びホームページに
社告を掲載するとともに、店頭告知を行
い、製品の回収及び返金を行っている。

 2016-0925

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/08

テ
キ
ス

（事故発生地）

岐阜県

 配線器具（延長コード）

4947879369226（1m 白）

（株）セリア

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/08/09）

( A1 )( 拡大被害 )

　延長コードを使用中、マルチタップ
の根元から火花が出て、衣服の一部が
焦げた。

　プロテクター部の樹脂材料（塩化ビニル）
の柔軟性が低いこと、及びプロテクター部の
形状、肉厚の影響等により、コードとの境界
部に集中的に曲げ応力が加わり、断線・ス
パークが生じたものと推定される。

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年
９月２４日付けで新聞及びホームページに
社告を掲載するとともに、店頭告知を行
い、製品の回収及び返金を行っている。

 2016-1059

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/01

テ
キ
ス

（事故発生地）

三重県

 配線器具（延長コード）

4947879701460（1m 3口）

（株）セリア

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/08/31）

( A1 )( 拡大被害 )

　延長コードを使用中、コードコネク
ターボディの根元が断線し、火花が出
て、フローリングの一部が焦げた。

　プロテクター部の樹脂材料（塩化ビニル）
の柔軟性が低いこと、及びプロテクター部の
形状、肉厚の影響等により、コードとの境界
部に集中的に曲げ応力が加わり、断線・ス
パークが生じたものと推定される。

　輸入事業者は、２０１５（平成２７）年
９月２４日付けで新聞及びホームページに
社告を掲載するとともに、店頭告知を行
い、製品の回収及び返金を行っている。

 2016-1060

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/11

テ
キ
ス

（事故発生地）

兵庫県

 配線器具（延長コード）

4947879369233（1.5m 白）

（株）セリア

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/08/31）

( A1 )( 拡大被害 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0057

　延長コード付近から出火し、周辺を
焼損した。

　軒下で電気洗濯機に給電していた２本の延
長コードの間で差込みプラグの両刃が溶断し
ていることから、雨水や埃の影響でトラッキ
ング現象が生じて出火したものと推定され
る。

　ＮＩＴＥは、事故防止のためのハンド
ブック（身・守りハンドブック）やホーム
ページで同様の事故事例を紹介し、注意喚
起を行っている。
　なお、製造事業者等は不明であった。

 2016-0315

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/19

テ
キ
ス

（事故発生地）

沖縄県

 配線器具（延長コード）

使用期間：不　明

 
その他

（受付:2016/05/25）

( E2 )( 拡大被害 )

　白熱電球のガラス部分が破損して落
下した。

　製造時に生じた傷等が使用に伴う熱応力に
よって伸展し、破損に至ったものと推定され
る。

　輸入事業者は、拡大被害に至る可能性が
低いとみていることから、既販品に対する
措置はとらなかった。
　なお、当該製品は既に生産を終了してい
る。

 2016-1002

テ
キ
ス
ト
2

2014/02/01

テ
キ
ス

（事故発生地）

兵庫県

 白熱電球

なし

（株）キャンドゥ

使用期間：約１日１回

 
輸入事業者

（受付:2016/08/19）

( A2 )( 製品破損 )

　白熱電球のガラス部分が破損して落
下した。

　製造時に生じた傷等が使用に伴う熱応力に
よって伸展し、破損に至ったものと推定され
る。

　輸入事業者は、拡大被害に至る可能性が
低いとみていることから、既販品に対する
措置はとらなかった。
　なお、当該製品は既に生産を終了してい
る。

 2016-1003

テ
キ
ス
ト
2

2014/07/01

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 白熱電球

なし

（株）キャンドゥ

使用期間：約２日

 
輸入事業者

（受付:2016/08/19）

( A2 )( 製品破損 )

　白熱電球のガラス部分が破損して落
下した。

　製造時に生じた傷等が使用に伴う熱応力に
よって伸展し、破損に至ったものと推定され
る。

　輸入事業者は、拡大被害に至る可能性が
低いとみていることから、既販品に対する
措置はとらなかった。
　なお、当該製品は既に生産を終了してい
る。

 2016-1004

テ
キ
ス
ト
2

2014/09/03

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 白熱電球

なし

（株）キャンドゥ

使用期間：約１日１回

 
輸入事業者

（受付:2016/08/19）

( A2 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0058

　白熱電球のガラス部分が破損し、指
に軽傷を負った。

　製造時に生じた傷等が使用に伴う熱応力に
よって伸展し、破損に至ったものと推定され
る。

　輸入事業者は、拡大被害に至る可能性が
低いとみていることから、既販品に対する
措置はとらなかった。
　なお、当該製品は既に生産を終了してい
る。

 2016-1005

テ
キ
ス
ト
2

2014/11/19

テ
キ
ス

（事故発生地）

埼玉県

 白熱電球

なし

（株）キャンドゥ

使用期間：約３日

 
輸入事業者

（受付:2016/08/19）

( A2 )( 軽傷 )

　白熱電球のガラス部分が破損して落
下した。

　製造時に生じた傷等が使用に伴う熱応力に
よって伸展し、破損に至ったものと推定され
る。

　輸入事業者は、拡大被害に至る可能性が
低いとみていることから、既販品に対する
措置はとらなかった。
　なお、当該製品は既に生産を終了してい
る。

 2016-1006

テ
キ
ス
ト
2

2015/09/17

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 白熱電球

なし

（株）キャンドゥ

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/08/19）

( A2 )( 製品破損 )

　使用中の浴室換気乾燥暖房機から異
臭がした。

　ヒーター用リレーに不具合品が混入したた
め、接点が一時的に溶着し、ヒーターへの通
電が停止せず、ヒーター付近の埃が過熱され
て異臭がしたものと推定される。

　製造事業者は、ヒーター部の温度上昇に
より循還ファンが作動してヒーターを冷却
し、更に循環ファンが故障した場合は温度
ヒューズが溶断する構造であり、拡大被害
に至っていないことから、措置はとらな
かった。
　なお、当該製品は既に生産を終了してい
る。

 2016-0035

テ
キ
ス
ト
2

2016/03/30

テ
キ
ス

（事故発生地）

栃木県

 浴室換気乾燥暖房機

UH-3A-2

三菱電機（株）

使用期間：約９年１０か月

 
消費者センター

（受付:2016/04/07）

( A3 )( 製品破損 )

　冷蔵庫を使用中、異音がし、背面下
部から冷媒が噴出した。

長期使用（約２７年）により、冷却ユニット
のアンモニアガス発生器の配管部の板厚が約
１ｍｍから腐食により０．１５ｍｍに減少し
たため、内圧に耐えられず穴が空き、急激に
冷媒（アンモニア）が噴出したものと推定さ
れる。

　製造事業者は、２０１５（平成２７）年
５月～７月に、販売先が判明していて現在
も継続使用している購入者に対し、使用中
止と買い換えの呼びかけを行った。

 2016-0163

テ
キ
ス
ト
2

2016/01/20

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 冷蔵庫

SR-A5HE

三洋電機（株）

使用期間：約２７年

 
製造事業者

（受付:2016/04/28）

( C1 )( 拡大被害 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　01.家庭用電気製品

No. 0059

　冷蔵庫付近から出火し、周辺を焼損
した。

　小動物が電源コードをかじり絶縁被覆を損
傷させたため、短絡が生じて出火したものと
推定される。

　製造事業者は、偶発的な事故であるた
め、措置はとらなかった。

 2016-0710

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/01

テ
キ
ス

（事故発生地）

徳島県

 冷蔵庫

使用期間：約２５年

 
警察機関

（受付:2016/07/07）

( F1 )( 拡大被害 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　02.台所・食卓用品

No. 0060

　調理中のフライパンの取っ手付近か
ら熱風が噴き出し、指に火傷を負っ
た。

　事故品は、取っ手内部が腐食していたこと
から、洗浄時に取っ手内部へ水が継続的に
入って溜まり、フライパン加熱時の熱で内部
の水が水蒸気になって穴から噴き出し、指を
火傷したものと推定される。
　なお、取扱説明書に「洗浄時にフライパン
全体を水に浸けると取っ手内部に水が入って
腐食する」旨、記載されているが、十分な説
明でなかったため、火傷を負ったものと推定
される。

　輸入事業者は、「取っ手内部に水が溜ま
ると穴から水蒸気が吹き出す」旨の注意表
示を取扱説明書に追加する予定である。

 2016-0789

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 フライパン

マーブルコーティング炒め鍋
24cm

谷口金属工業（株）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/07/20）

( B4 )( 軽傷 )

　調理中のフライパンの持ち手が折れ
た。

　同等品を用いた取っ手の耐熱性や耐燃焼性
試験等に問題はなく、事故品には短時間に強
い熱を取っ手下部に受けた痕跡（焦げ）があ
り、それにより取っ手樹脂が劣化し、調理中
に力が加わり取っ手の破損に至ったものと推
定される。
　なお、取扱説明書には、「過度の強火は避
ける」「熱伝導に優れた製品であり、本体の
側面や取っ手まで火がまわるような強火は、
取っ手が焦げたりゆるむ原因となる」旨、記
載されている。

　輸入事業者は、被害者の誤った使用方法
による事故であるため、措置はとらなかっ
た。

 2016-0496

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/13

テ
キ
ス

（事故発生地）

兵庫県

 フライパン

使用期間：１回

 
消費者センター

（受付:2016/06/21）

( E2 )( 製品破損 )

　圧力なべで調理中、圧力調整用のノ
ズルがおもりとともに、なべ蓋から外
れて飛び、窓ガラスが割れた。

　圧力調整ノズルのネジ部の外径が、正常品
より細く加工された不具合部品が混入し、ネ
ジ部とナットとの嵌合が不十分となったこと
から、調理中におもりの回転に伴う振動等に
よりナットが緩んで脱落し、圧力調整ノズル
がなべ蓋から外れたものと推定される。

　輸入事業者は、他に同種事故発生の情報
はないことから、今後の事故発生状況を注
視し、必要に応じて対応することとした。
　なお、２０１６（平成２８）年１０月７
日付けでホームページに情報を掲載し、製
品の点検を行う旨、注意喚起している。

 2016-0677

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/24

テ
キ
ス

（事故発生地）

石川県

 圧力なべ

プレンダー18-8 ステンレス圧
力鍋

和平フレイズ（株）

使用期間：約５年

 
消費者センター

（受付:2016/07/05）

( A3 )( 拡大被害 )

　包丁を使用中、刃が柄元部分で折れ
た。

　事故品は、柄の内部で刀身が徐々に腐食し
て亀裂が生じ、使用中に亀裂が進行し、破断
に至ったものと考えられるが、腐食が激しい
ため破断の起点や亀裂の進行方向などが確認
できず、原因の特定はできなかった。

　製造事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。
　なお、今後製造する製品については、検
査制度の改善を検討することとした。

 2016-0441

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

兵庫県

 包丁（ステンレス製）

使用期間：約２年

 
消費者センター

（受付:2016/06/14）

( G1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　03.燃焼器具

No. 0061

　使用中のガスこんろ付近から出火し
て、周辺を焼損し、家人１人が一酸化
炭素中毒で死亡した。

　右側バーナーにやかんをかけて水を沸かし
ている時に、事故品の周辺にあった食品の包
装等の可燃物に着火し、周囲に拡大したもの
と推定される。
　なお、一般的にガスこんろの取扱説明書に
は「近くに可燃物を置かない」旨、記載され
ているが、事業者名等が不明であることから
確定できなかった。

　製造事業者等が不明であるため、措置は
とれなかった。

 2016-0782

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/13

テ
キ
ス

（事故発生地）

和歌山県

 ガスこんろ（ＬＰガス用）

使用期間：不　明

 
消防機関

（受付:2016/07/19）

( E2 )( 死亡 )

　ガスこんろで揚げ物を調理中、フラ
イパンから出火し、周辺を焼損した。

　被害者がフライパンで揚げ物を調理した
後、火を消し忘れ、その場を離れたため、過
熱された調理油が発火して火災に至ったもの
と推定される。
　なお、取扱説明書に「特に揚げものをして
いるときには火災のおそれがあるため、火を
つけたまま絶対に離れない」旨、記載されて
いる。

　製造事業者は、被害者の不注意とみられ
る事故であるため、措置はとらなかった。

 2016-1124

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/29

テ
キ
ス

（事故発生地）

山梨県

 ガスこんろ（ＬＰガス用）

使用期間：約２年

 
製造事業者

（受付:2016/09/07）

( E2 )( 拡大被害 )

　使用中のガスこんろから出火した。 　被害者がグリルで鶏肉を焼いている最中に
居眠りしたことにより、鶏肉の油脂や受け皿
に溜まっていた油脂等が過熱し、発火に至っ
たものと推定される。
　なお、取扱説明書には、「火をつけたまま
機器から絶対に離れない。特にグリル使用中
は火災のおそれがある。」旨、記載されてい
る。

　製造事業者は、被害者の不注意による事
故であるため、措置はとらなかった。

 2016-1188

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/13

テ
キ
ス

（事故発生地）

岡山県

 ガスこんろ（ＬＰガス用）

使用期間：不　明

 
製造事業者

（受付:2016/09/21）

( E2 )( 拡大被害 )

　ガスこんろ付近から出火し、周辺を
焼損した。

　事故品のトッププレート上に可燃物がある
ときに機器が点火状態になったため、可燃物
が燃えて事故に至ったものと考えられるが、
焼損が著しいことと、点火状態になった経緯
が不明であることから、原因の特定はできな
かった。

　製造事業者は、製品に起因しない事故と
みているため、措置はとらなかった。

 2015-2025

テ
キ
ス
ト
2

2015/11/24

テ
キ
ス

（事故発生地）

埼玉県

 ガスこんろ（ＬＰガス用）

使用期間：約１年

 
製造事業者

（受付:2015/12/11）

( G1 )( 拡大被害 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　03.燃焼器具

No. 0062

ガスこんろを使用中、グリル付近から
火が出て、ガスホースの一部が焼損し
た。

　事故品にガス漏れ等の異常はなく、グリル
受け皿に多量の脂や食材の炭化した残渣が確
認されたことから、グリル受け皿に堆積して
いた油脂等に着火し、グリル排気口から炎が
出て、被害者が濡れ雑巾を被せたことで、事
故品内部及びゴムホースを焼損したものと推
定される。
　なお、取扱説明書には、「グリル使用前に
庫内やグリル受け皿に滞留した脂や食材を使
用の都度取り除く」旨、記載されている。

　製造事業者は、被害者の不注意と見られ
る事故であるため、措置はとらなかった。

 2016-0953

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/03

テ
キ
ス

（事故発生地）

兵庫県

 ガスこんろ（都市ガス用）

使用期間：約１１年２か月

 
国の行政機関

（受付:2016/08/12）

( E2 )( 拡大被害 )

　ガスこんろ内部から火が出て、機器
の一部を焼損した。

　機器の設置面に隙間（パッキンが一部外れ
た状態）が生じていたため、煮こぼれ等が機
器内部に浸入し、機器底部に長期間堆積した
煮こぼれ等でガス管が腐食し、漏れた未燃ガ
スに使用中のガスこんろの炎が引火し、機器
の一部を焼損した可能性が考えられるが、施
工方法に問題があったものか、被害者の清掃
不足により設置面が腐食して、その影響で
パッキンが外れたものか特定できなかった。
　

　製造事業者は、被害者の誤った使用方法
による事故とみているため、措置はとらな
かった。

 2016-0366

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/16

テ
キ
ス

（事故発生地）

愛知県

 ガスこんろ（都市ガス用）

使用期間：不　明

 
国の行政機関

（受付:2016/06/01）

( G1 )( 製品破損 )

　クッキングテーブルの天板とガス接
続部が焼損していた。

　長期使用（製造後約４０年）により、ガス
こんろの迅速継手式ガス接続口に組み込まれ
たパッキンが劣化し、亀裂が生じて破断に
至ったため、ガスが漏洩し、こんろバーナー
の炎が漏れたガスに引火したものと推定され
る。

　製造事業者は、ホームページで当該品の
経年劣化による事故を紹介し、こんろ部を
使用しないよう注意喚起している。また、
販売事業者は、ホームページ上で、古いコ
ンセント継手（迅速継手）の取り替えを推
奨するとともに、機器本体にコンセント継
手が内蔵されている機種はコンセント継手
の交換ができないため、ガスこんろとして
の使用は控えるよう、注意喚起するととも
に、所有者には電話連絡している。

 2016-0766

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 ガスこんろ（都市ガス用、
クッキングテーブル）

LT-003（大阪ガス（株）ブラン
ド：12-600）

多田金属工業（株）（現　
（株）ハーマン）

使用期間：不　明

 
製造事業者

販売事業者

（受付:2016/07/14）

( C1 )( 製品破損 )

　ガスこんろで揚げ物を調理中、なべ
から出火した。

　被害者が事故品で天ぷらを調理中にその場
を数十分離れたため、過熱された天ぷら油が
発火して火災に至ったものと推定される。
　なお、取扱説明書には、「揚げものをして
いるときには火をつけたまま離れない」旨、
記載されている。

　製造事業者は、被害者の不注意による事
故であるため、措置はとらなかった。

 2016-0279

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/28

テ
キ
ス

（事故発生地）

埼玉県

 ガスこんろ（都市ガス用、
ビルトイン型）

使用期間：不　明

 
製造事業者

（受付:2016/05/19）

( E2 )( 軽傷 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　03.燃焼器具

No. 0063

　ガスこんろの内部の一部が焼損して
いた。

　器具栓と二次側配管を固定する金具が変形
し、Ｏリングの固定位置がずれていたため、
気密性が保てなくなってガス漏れが生じ、漏
れたガスにこんろの火が引火して焼損に至っ
たものと推定されるが、固定金具が変形した
原因の特定はできなかった。

　製造事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。

 2016-0419

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/20

テ
キ
ス

（事故発生地）

福岡県

 ガスこんろ（都市ガス用、
ビルトイン型）

使用期間：不　明

 
国の行政機関

（受付:2016/06/09）

( G1 )( 製品破損 )

　ガスストーブ付近から出火して、住
宅を全焼し、家人１人が死亡した。

　ガスストーブからの出火の痕跡はなく、点
火レバーは消火位置にあったことから、製品
に起因しない事故と推定される。

　製造事業者は、製品に起因しない事故で
あるため、措置はとらなかった。

 2016-0341

テ
キ
ス
ト
2

2016/03/21

テ
キ
ス

（事故発生地）

岡山県

 ガスストーブ（開放式、Ｌ
Ｐガス用）

使用期間：不　明

 
製造事業者

（受付:2016/05/30）

( F2 )( 死亡 )

　ガストーチを使用中、ボンベ接続部
から火が出た。

　事故品は社告未対策品であり、リコール事
象であるガスボンベ取付け部の固定ネジの締
め付け不良によるすき間、もしくは落下等に
よりバルブが折れ、折れた箇所のいずれから
ガスが漏れ、バーナーの火が引火したものと
推定されるが、事故品は破損しており原因を
特定できなかった。

　販売事業者は、２０１４（平成２６）年
１２月１１日付けの新聞及びホームページ
に社告を掲載するとともに、店頭告知を行
い、製品の回収・無償交換を行っている。

 2016-0898

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/23

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 ガストーチ

CB-TC-CPRO3（岩谷産業
（株）ブランド）

（株）旭製作所（岩谷産業
（株）ブランド）

使用期間：不　明

 
消防機関

（受付:2016/08/04）

( G1 )( 製品破損 )

ガスふろがまの点火操作を繰り返した
ところ、異音がし、ケーシングが変形
した。

　事故品にガス漏れ及び着火動作異常等がな
いことから、口火が点火し難く、被害者が点
火操作を繰り返したことで、未燃ガスが機器
内に滞留し、その後の点火操作のスパークに
より異常着火に至り、ケーシングが変形した
ものと推定される。
　なお、事故品本体には、「点火しないとき
は器具栓つまみを、止の位置に戻し５分以上
間をあけてから再点火操作する」旨、記載さ
れている。

　製造事業者は、被害者の誤った使用方法
による事故であることから、措置はとらな
かった。

 2016-0280

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/12

テ
キ
ス

（事故発生地）

神奈川県

 ガスふろがま（ＬＰガス
用、ＢＦ式、給湯機能付）

使用期間：約１５年６か月

 
国の行政機関

（受付:2016/05/19）

( E1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　03.燃焼器具

No. 0064

　ガスふろがまの点火操作を繰り返し
たところ、異音がし、ケーシングが変
形した。

　事故品は、ガス漏れ、点火・火移り、燃焼
状態に異常がなく、内部に冠水痕跡もないこ
とから、数日間使用していなかったため口火
ガス通路のガスが空気と置換し点火しにくく
なり、異常着火防止機能が作動したが、被害
者がさらに操作を継続したため未燃ガスが機
器内に滞留、異常着火防止機能復帰後の点火
操作により異常着火が発生しケーシングが変
形したと推定される。
　なお、取扱説明書に「ランプが点滅したと
きはつまみを『止』にもどし１０分以上待っ
てから再点火操作する」旨、記載されてい
る。

　製造事業者は、被害者の誤った使用方法
による事故であることから措置はとらな
かった。

 2016-0830

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/03

テ
キ
ス

（事故発生地）

埼玉県

 ガスふろがま（ＬＰガス
用、ＢＦ式、給湯機能付）

使用期間：約５か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/26）

( E1 )( 製品破損 )

　ガスふろがまのケーシングが変形し
ていた。

　機器にガス漏れ及び着火不良等の異常がな
いことから、点火操作の繰り返し等により、
未燃ガスが機器内に滞留し、その後の点火操
作のスパークにより異常着火に至り、ケーシ
ングが変形したものと推定される。
　なお、取扱説明書に「再点火のときは、機
器内に残ったガスが十分排出されるのを待っ
て、注意して点火操作を行う。すぐに点火操
作をすると爆発着火する恐れがある」旨、記
載されている。

　製造事業者は、被害者の誤った使用方法
による事故であることから、措置はとらな
かった。

 2016-0848

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/18

テ
キ
ス

（事故発生地）

山梨県

 ガスふろがま（ＬＰガス
用、ＢＦ式、給湯機能付）

使用期間：約１２年６か月

 
国の行政機関

（受付:2016/07/27）

( E1 )( 製品破損 )

　ガスふろがまを点火したところ、異
音がし、ケーシングが変形した。

　酸化スケールが、パイロットバーナーの炎
口部を塞いだため、種火からの火移りの遅れ
が生じ、未燃ガスが異常燃焼したものと考え
られるが、酸化スケールの発生の原因及び使
用時の状況が不明であるため、原因の特定は
できなかった。

　製造事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。

 2016-0271

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/10

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 ガスふろがま（ＬＰガス
用、ＢＦ式、給湯機能付）

使用期間：約１９年

 
国の行政機関

（受付:2016/05/18）

( G1 )( 製品破損 )

　使用中のガスふろがまから異臭が
し、機器内部の一部を焼損した。

　本体天面の器具栓つまみ用ブッシュの上部
が損傷し、機器内部に水分が浸入してホース
エンドソケットに滴下し、ホースエンドソ
ケットが腐食するとともに長期使用による荷
重ストレスなどにより亀裂が生じ、漏れたガ
スがバーナーの火で引火した可能性が考えら
れるが、器具栓つまみ用ブッシュが損傷した
状況等が不明であるため、原因の特定はでき
なかった。

　製造事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。

 2016-0770

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/24

テ
キ
ス

（事故発生地）

兵庫県

 ガスふろがま（都市ガス
用、ＢＦ式）

使用期間：約３４年

 
販売事業者

（受付:2016/07/15）

( G1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　03.燃焼器具

No. 0065

ガスふろがまの点火操作を繰り返した
ところ、異音がし、ケーシングが変形
した。

　事故品にガス漏れ及び着火動作等の異常が
ないことから、点火し難い状況下での点火操
作の繰り返しにより、未燃ガスが滞留し、異
常着火に至ったものと推定される。
　なお、取扱説明書に「１５秒以内に点火し
ないときは、２分以上間を開けてから点火操
作を行う。１５秒以上押して点火すると、異
常着火により、大きな音がしたり、機器が変
形するおそれがある」旨、記載されている。

　製造事業者は、被害者の誤った使用方法
による事故であることから、措置はとらな
かった。

 2016-0956

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/06

テ
キ
ス

（事故発生地）

北海道

 ガスふろがま（都市ガス
用、ＢＦ式、給湯機能付）

使用期間：約１０年２か月

 
国の行政機関

（受付:2016/08/12）

( E1 )( 製品破損 )

　ガスふろがまのケーシングが変形し
ていた。

　事故品にガス漏れ及び着火不良等の異常が
なく、冠水跡が確認されたことから、機器の
冠水等による点火し難い状況下での点火操作
の繰り返し等により、未燃ガスが滞留し、異
常着火に至り、ケーシングを変形させたもの
と推定されるが、ケーシングの一部変形は訪
問時に確認されたものであり、事故発生時期
および使用状況等が不明であるため、原因の
特定はできなかった。

　製造事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。
　なお、２０１１（平成２３）年４月よ
り、異常着火防止対策として、ガス電磁弁
の閉止時間を短縮させ、ガスの放出を防止
する機能及び冠水検知装置を装備した製品
が販売されている。

 2016-0514

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

島根県

 ガスふろがま（都市ガス
用、ＢＦ式、給湯機能付）

使用期間：約６年４か月

 
国の行政機関

（受付:2016/06/23）

( G1 )( 製品破損 )

　ガスふろがまのケーシングが変形し
ていた。

　事故品にガス漏れ及び着火不良等の異常は
ないが、水回路から微少な水漏れが確認され
たことから、水漏れの影響も含めた口火の点
火し難い状況下で、被害者が点火操作を繰り
返したこと等により、未燃ガスが滞留し、異
常着火に至り、ケーシングを変形させた可能
性が考えられる。しかし、ケーシングの一部
変形はガス定期保安点検時に確認されたもの
であり、事故発生時期および使用状況等が不
明であるため、原因の特定はできなかった。

　製造事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。
　なお、２０１１（平成２３）年４月よ
り、異常着火防止対策として、ガス電磁弁
の閉止時間を短縮させ、ガスの放出を防止
する機能を装備した製品が販売されてい
る。

 2016-0627

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 ガスふろがま（都市ガス
用、ＢＦ式、給湯機能付）

使用期間：約１４年１か月

 
国の行政機関

（受付:2016/06/29）

( G1 )( 製品破損 )

　ガスふろがまのケーシングが変形し
ていた。

　事故品にガス漏れ及び着火不良等の異常は
ないことから、口火の点火がし難い状況下
で、被害者が点火操作を繰り返したこと等に
より、未燃ガスが滞留し、異常着火に至り、
ケーシングを変形させた可能性があるが、
ケーシングの一部変形はガス定期保安点検時
に確認されたものであり、事故発生時期およ
び使用状況等が不明であるため、原因の特定
はできなかった。

　製造事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。
　なお、２０１１（平成２３）年４月よ
り、異常着火防止対策として、ガス電磁弁
の閉止時間を短縮させ、ガスの放出を防止
する機能を装備した製品が販売されてい
る。

 2016-0628

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 ガスふろがま（都市ガス
用、ＢＦ式、給湯機能付）

使用期間：約２０年１１か月

 
国の行政機関

（受付:2016/06/29）

( G1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　03.燃焼器具

No. 0066

　ガスふろがまのケーシングが変形し
ていた。

　事故品にガス漏れがなく冠水跡が確認され
たことから、機器の冠水等による点火し難い
状況下での点火操作の繰り返し等により、未
燃ガスが滞留し、異常着火に至り、ケーシン
グを変形させたものと考えられるが、ケーシ
ングの一部変形はガス開栓時に確認されたも
のであり、事故発生時期および使用状況等が
不明であるため、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。
　なお、２０１１（平成２３）年４月よ
り、異常着火防止対策として、ガス電磁弁
の閉止時間を短縮させ、ガスの放出を防止
する機能及び冠水検知装置を装備した製品
が販売されている。

 2016-0697

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 ガスふろがま（都市ガス
用、ＢＦ式、給湯機能付）

使用期間：約１０年８か月

 
国の行政機関

（受付:2016/07/06）

( G1 )( 製品破損 )

　ガスふろがまのケーシングが変形し
ていた。

　事故品にガス漏れ及び着火不良等の異常が
なく、冠水跡が確認されたことから、機器の
冠水等による点火し難い状況下での点火操作
の繰り返し等により、未燃ガスが滞留し、異
常着火に至り、ケーシングを変形させたもの
と考えられるが、ケーシングの一部変形はガ
ス定期保安点検時に確認されており、事故発
生時期および使用状況等が不明であるため、
原因の特定はできなかった。

　　製造事業者は、事故原因が不明である
ため、措置はとらなかった。
　なお、２０１１（平成２３）年４月よ
り、異常着火防止対策として、ガス電磁弁
の閉止時間を短縮させ、ガスの放出を防止
する機能および冠水検知装置を装備した製
品が販売されている。

 2016-0698

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 ガスふろがま（都市ガス
用、ＢＦ式、給湯機能付）

使用期間：約２４年７か月

 
国の行政機関

（受付:2016/07/06）

( G1 )( 製品破損 )

　ガスふろがまのケーシングが変形し
ていた。

　事故品にガス漏れ及び着火不良等の異常は
なかったが、機器設置工事、ガス接続工事、
給排気部及び給排気筒トップ設置工事を被害
者（無資格）が施工しており、設置に不備が
あったことから、風圧等の影響により給排気
バランスが崩れ、点火・着火しづらくなり未
燃ガスが機器内に滞留、点火操作の火花によ
り異常着火し、ケーシングが変形した可能性
が考えられるものの、事故発生時期および使
用状況等が不明であるため、原因の特定はで
きなかった。

　製造事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。
　なお、２０１１（平成２３）年４月か
ら、誤操作や異常操作による異常着火を防
止する機能などを装備した「あんしん高度
化対応製品」を販売している。

 2016-0924

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 ガスふろがま（都市ガス
用、ＢＦ式、給湯機能付）

使用期間：約６か月

 
製造事業者

国の行政機関

公益事業者

（受付:2016/08/09）

( G1 )( 製品破損 )

　ガスふろがまのケーシングが変形し
ていた。

　事故品にガス漏れ及び着火不良等の異常が
ないことから、被害者の点火操作の繰り返し
等により、機器内に未燃ガスが滞留し、異常
着火に至り、ケーシングが変形したと考えら
れるが、変形はガス定期保安点検時に確認さ
れたものであり、事故発生時期および使用状
況等が不明であるため、原因の特定はできな
かった。

　製造事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。
　なお、２０１１（平成２３）年４月か
ら、誤操作や異常操作による異常着火を防
止する機能などを装備した「あんしん高度
化対応製品」を販売している。

 2016-0964

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 ガスふろがま（都市ガス
用、ＢＦ式、給湯機能付）

使用期間：約１８年５か月

 
製造事業者

国の行政機関

販売事業者

（受付:2016/08/15）

( G1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　03.燃焼器具

No. 0067

ガスふろがまの点火操作を繰り返した
ところ、異音がし、ケーシングが変形
した。

　長期使用（製造後約２８年）により、ファ
ンモーターの軸受け部に錆が発生して、ファ
ンモーターが正常に回転しない状態となり、
点火操作が繰り返されたため、内部に滞留し
た未燃ガスに着火し異常燃焼に至ったものと
推定される。

　製造事業者は、拡大被害はなく、偶発的
に発生した事故とみているため、措置はと
らなかった。

 2016-0373

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/17

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 ガスふろがま（都市ガス
用、ＲＦ式）

GU-16T1J

松下住設機器（株）（現　パナ
ソニック（株））

使用期間：約２８年４か月

 
国の行政機関

公益事業者

（受付:2016/06/02）

( C1 )( 製品破損 )

　ガスふろがまのフロントカバーが変
形していた。

　長期使用（購入後約１４年）により、熱交
換器出湯パイプと水量調節弁接続部のＯリン
グが経年劣化して弾力性が低下したことで水
漏れが発生し、底板に溜まった水分によりガ
ス器具（アルミダイカスト）が腐食したもの
と考えられる。その結果、腐食生成物の体積
膨張による圧力で入ガスパイプ継手勘合部に
亀裂が生じ、微量のガスが漏洩し、滞留した
未燃ガスが点火操作の火花により引火し、フ
ロントカバーが変形したものと推定される。
また、給気経路にも著しい腐食が広がってい
たことから、沿岸地域に設置されていたこと
も腐食を促進した要因と推定される。

　製造事業者は、ホームページで使用方法
に関して「外郭下部が著しく腐食している
際は経年劣化が進行しており、そのまま使
用するのは危険である」旨、掲載し注意喚
起を行うとともに、後継機の工事説明書
に、塩害が考えられる地域（海に近く潮風
が当たりやすい地域）での注意として「機
器本体の設置は建物の風下にする。やむを
得ず、海岸面に設置する場合でも防風板を
設ける等で、直接潮風が当たらないように
する」旨、追記している。

 2016-0952

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

新潟県

 ガスふろがま（都市ガス
用、ＲＦ式、給湯機能付）

GT-2422SAWX（（株）ハウス
テックブランド：WZ-245SAL）

（株）ノーリツ（（株）ハウス
テックブランド）

使用期間：約１４年５か月

 
国の行政機関

（受付:2016/08/12）

( C1 )( 製品破損 )

　使用中のガスふろがまから異音が
し、フロントカバーが変形した。

　事故品の給排気口を外壁塗装工事の養生
シートで閉塞した状態で使用したため、給排
気が正常に行われず、未燃ガスが溜まり、点
火動作時のスパークにより異常着火し、フロ
ントカバーが変形したものと推定される。

　製造事業者は、塗装工事の際の養生によ
る事故であるため、措置はとらなかった。
　なお、製造事業者は、２００９（平成
２１）年１０月から、ホームページで消費
者および工事業者に対し、「建物外壁塗装
工事の際は機器を使用しない」等の注意喚
起を行っている。

 2016-0129

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/19

テ
キ
ス

（事故発生地）

兵庫県

 ガスふろがま（都市ガス
用、ＲＦ式、給湯機能付）

使用期間：約１４年２か月

 
製造事業者

（受付:2016/04/21）

( F2 )( 製品破損 )

　ガスふろがまのフロントカバーが変
形していた。

　事故品にガス漏れ及び着火不良等の異常が
ないことから、落雪等により排気口が閉塞さ
れた状態で機器を使用したことで、未燃ガス
が機器内に滞留し、異常着火に至り、フロン
トカバーが変形したことが考えられるもの
の、変形はガス定期保安点検時に確認されて
おり、事故発生時期および使用状況等が不明
であるため、原因の特定はできなかった。

　製造事業者は、被害者の誤った使用方法
による事故とみているため、措置はとらな
かった。

 2016-0130

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

神奈川県

 ガスふろがま（都市ガス
用、ＲＦ式、給湯機能付）

使用期間：約６年６か月

 
製造事業者

公益事業者

（受付:2016/04/21）

( G1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　03.燃焼器具

No. 0068

　ガスふろがまのフロントカバーが変
形していた。

　事故品にガス漏れ及び着火不良等の異常が
なく、排気口に上方排気カバーが装着されて
いたことから、落雪等により排気口が閉塞さ
れた状態で機器を使用したことで、未燃ガス
が機器内に滞留し異常着火に至り、フロント
カバーが変形した可能性が考えられるもの
の、変形はガス定期保安点検時に発見されて
おり、事故発生時期および使用状況等が不明
であるため、原因の特定はできなかった。

　製造事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。

 2016-0849

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

神奈川県

 ガスふろがま（都市ガス
用、ＲＦ式、給湯機能付）

使用期間：約１８年８か月

 
国の行政機関

公益事業者

（受付:2016/07/28）

( G1 )( 製品破損 )

　ガスふろがまのフロントカバーが変
形していた。

　事故品にガス漏れ及び着火不良等の異常が
ないことから、外壁工事の養生シート等によ
り給排気口部が閉塞された状態で使用したこ
とで、給排気が正常に行われず、未燃ガスが
機器内に滞留し、異常着火に至り、フロント
カバーが変形したことが考えられるものの、
変形はガス定期保安点検時に確認されてお
り、事故発生時期および使用状況等が不明で
あるため、原因の特定はできなかった。

　製造事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。
　なお、製造事業者は、ホームページで消
費者および工事業者に対し「建物外壁塗装
工事の際のご注意について」として注意喚
起を行っている。　

 2016-0857

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 ガスふろがま（都市ガス
用、ＲＦ式、給湯機能付）

使用期間：約１７年９か月

 
製造事業者

国の行政機関

（受付:2016/07/29）

( G1 )( 製品破損 )

　ガスふろがまのフロントカバーが変
形していた。

　事故品にガス漏れ及び着火不良等の異常が
なく、排気口に上方排気カバーが装着されて
いたことから、落雪等により排気口が閉塞さ
れた状態で機器を使用したことで、未燃ガス
が機器内に滞留し異常着火に至り、フロント
カバーが変形したと考えられるものの、変形
はガス定期保安点検時に発見されており、事
故発生時期および使用状況等が不明であるた
め、原因の特定はできなかった。

　製造事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。

 2016-0894

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 ガスふろがま（都市ガス
用、ＲＦ式、給湯機能付）

使用期間：約１６年７か月

 
国の行政機関

公益事業者

（受付:2016/08/04）

( G1 )( 製品破損 )

　ガスふろがまのフロントカバーが変
形していた。

　事故品にガス漏れ及び着火不良等の異常が
なく、排気口に上方排気カバーが装着されて
いたことから、落雪等により排気口が閉塞さ
れた状態で機器を使用したことで、未燃ガス
が機器内に滞留し異常着火に至り、フロント
カバーが変形したと考えられるものの、変形
はガス定期保安点検時に発見されており、事
故発生時期および使用状況等が不明であるた
め、原因の特定はできなかった。

　製造事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。

 2016-0896

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 ガスふろがま（都市ガス
用、ＲＦ式、給湯機能付）

使用期間：約６年７か月

 
製造事業者

国の行政機関

公益事業者

（受付:2016/08/04）

( G1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　03.燃焼器具

No. 0069

　ガス炊飯器を使用中、ガスホースの
接続部付近から火が出て周辺を焼損し
た。

　事故品は、樹脂製カバーの焼損以外に傷、
変形及び割れ等の異常がなく正常に組み立て
られていた。事故品を接続していたガス炊飯
器を調理台上で移動した際に事故品の機器側
継手が近接したガスこんろの熱により溶損、
ガス炊飯器を使用した際に溶損部から漏洩し
たガスにガス炊飯器の炎が引火し樹脂製カ
バー等を焼損させたものと推定される。

　製造事業者は製品に起因しない事故とみ
ているため、措置はとらなかった。

 2016-0413

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/04

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 ガスホース（都市ガス用）

使用期間：約１か月１５日

 
製造事業者

販売事業者

（受付:2016/06/08）

( E2 )( 拡大被害 )

ガスこんろを点火したところ、ガス
ホースの接続部付近から火が出て、周
辺を焼損した。

　事故品のガスこんろ接続部への差し込み不
足、または、機器接続部の劣化によりガス漏
れが生じ、ガスこんろ点火時のスパークで引
火したものと推定されるが、事故当時の詳細
な状況が不明であることから、原因の特定は
できなかった。

　製造事業者が不明であるため、措置はと
らなかった。
　なお、ガス事業者は、ホームページ上で
青ゴム管からガスソフトコードへの取替え
を推奨している。

 2016-0705

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

千葉県

 ガスホース（都市ガス用）

使用期間：不　明

 
国の行政機関

（受付:2016/07/07）

( G1 )( 拡大被害 )

　ガスストーブを使用中、ガスホース
の接続部付近に着火し、ガスストーブ
の背面が焦げた。

　事故品のガスストーブ接続部への差し込み
不足、または事故品接続部の硬化やひび割れ
による劣化などでガス漏れが生じ、ガスス
トーブの燃焼炎が引火した可能性も考えられ
るが、事故品が既に廃棄されていたことか
ら、調査できなかった。
　なお、青ゴム管は１９９６（平成８）年に
製造中止となっている。

　製造事業者が不明であるため、措置はと
らなかった。
　なお、ガス事業者は、ホームページ上で
青ゴム管からガスソフトコードへの取替え
を推奨している。

 2016-0321

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 ガスホース（都市ガス用）

使用期間：不　明

 
国の行政機関

（受付:2016/05/26）

( G2 )( 拡大被害 )

　ガスこんろを点火したところ、爆発
して、ガスオーブンの扉が外れ、家人
１人が火傷を負った。

　事故品にガス漏れはなかったことから、
オーブンの点火つまみが開栓されて庫内にガ
スが滞留し、オーブン排気口やこんろの隙間
から上方へガスが漏れ、こんろの火が引火し
て小爆発し、オーブンの扉が外れ、溢れた炎
により手に火傷を負ったものと考えられる
が、使用状況等の詳細が不明であるため、原
因の特定はできなかった。
　なお、事故品は、立ち消え安全装置の搭載
されていない機種であった。

　輸入事業者は倒産している。 2016-0148

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/19

テ
キ
ス

（事故発生地）

神奈川県

 ガスレンジ（都市ガス用）

使用期間：約３２年

 
国の行政機関

販売事業者

（受付:2016/04/27）

( G1 )( 軽傷 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　03.燃焼器具

No. 0070

　ガスこんろを使用中、操作部付近か
ら出火した。

　日頃の使用により煮こぼれ等による錆が発
生しバーナー内部に浸入したため、燃焼バラ
ンスが崩れて未燃ガスが製品内部に漏れ、引
火したものと推定される。
　なお、取扱説明書に「煮こぼれはバーナー
や機器を早くいためる。煮こぼれした場合は
掃除する」旨、記載されている。

　製造事業者は、被害者の誤った使用方法
による事故であるため、措置はとらなかっ
た。

 2016-0630

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/18

テ
キ
ス

（事故発生地）

愛知県

 ガスレンジ（都市ガス用、
ビルトイン型）

使用期間：不　明

 
製造事業者

（受付:2016/06/30）

( E2 )( 拡大被害 )

　ガス給湯器を使用中、機器内部を焼
損した。

　水量制御器のギア部に塗布したグリス量が
多く、油分がモーター内部に浸入し、摩耗粉
と混ざって整流子間に溜まったため、整流子
間で短絡が生じて制御基板のモーター駆動用
ＩＣに過電流が流れ、焼損したものと推定さ
れる。

　製造事業者は、拡大被害に至っていない
ことから、措置はとらなかった。
　なお、当該製品は既に生産を終了してい
る。

 2016-0294

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/12

テ
キ
ス

（事故発生地）

北海道

 ガス給湯器（ＬＰガス用、
ＦＦ式、暖房機能付）

RUFH-K2401SAFF2-1

リンナイ（株）

使用期間：不　明

 
消防機関

（受付:2016/05/23）

( A2 )( 製品破損 )

　ガス給湯器を点火したところ、火が
出て、１人が火傷を負った。

　事故品の左側にかけられていたブラシが焼
損・溶融し、流し台の上のたわしが焼損して
いたことから、機器の前面左側付近にガスが
滞留し、機器のメインバーナーの火が引火
し、被害者の顔の左側を火傷したものと考え
られるものの、事故時の詳細な状況が不明で
あり、また、事故品に異常が認められなかっ
たことから、原因の特定はできなかった。

　製造事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。　

 2016-0234

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/29

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 ガス給湯器（ＬＰガス用、
開放式）

使用期間：約１０年

 
消防機関

（受付:2016/05/13）

( G1 )( 軽傷 )

　ガス給湯器を点火したところ、接続
部付近から火が出て、機器の一部を焼
損した。

　被害者が取扱説明書で使用が禁止されてい
るゴム管でのガス管接続を行っていたため、
漏洩したガスが点火操作時の炎で引火し、電
池ケースを焼損させたものと推定される。
　なお、取扱説明書に「ガス接続工事はガス
供給業者又は有資格者が行う。ゴム管口を使
用しての接続は絶対にしない」旨、記載され
ている。

　製造事業者は、製品に起因しない事故と
みているため、措置はとらなかった。

 2016-0506

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/16

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 ガス給湯器（都市ガス用）

使用期間：約９日

 
国の行政機関

（受付:2016/06/22）

( E3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　03.燃焼器具

No. 0071

　機器点検で訪問した際に、ガス給湯
器のケーシングが変形していることを
確認した。

　当該製品では再現しなかったものの、ガス
電磁弁が何らかの要因で一時的な閉弁遅れが
生じ、異常着火に至った、または給排気口が
閉塞状態になり異常燃焼に至った可能性が考
えられるが、事故当時の使用状況の詳細が不
明であり、原因の特定はできなかった。

　ガス供給事業者（東京ガス及び大阪ガ
ス）は、２０１３（平成２５）年４月１８
日付けで、給湯使用時、稀に瞬間的に大き
な音がする現象が発生し本体外枠が変形す
る可能性があることと、そのような現象が
発生した製品については、無償修理を行う
旨のお知らせを掲載している。

 2015-0518

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

京都府

 ガス給湯器（都市ガス用、
ＦＦ式）

使用期間：約１３年５か月

 
国の行政機関

（受付:2015/06/11）

( G1 )( 製品破損 )

　使用中のガス給湯器から異音がし、
ケーシングが変形した。

　当該製品では再現しなかったものの、ガス
電磁弁が何らかの要因で一時的な閉弁遅れが
生じ、異常着火に至った、または給排気口が
閉塞状態になり異常燃焼に至った可能性が考
えられるが、事故当時の使用状況の詳細が不
明であり、原因の特定はできなかった。

　ガス供給事業者（東京ガス及び大阪ガ
ス）は、２０１３（平成２５）年４月１８
日付けで、給湯使用時、稀に瞬間的に大き
な音がする現象が発生し本体外枠が変形す
る可能性があることと、そのような現象が
発生した製品については、無償修理を行う
旨のお知らせを掲載している。

 2016-0461

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/21

テ
キ
ス

（事故発生地）

埼玉県

 ガス給湯器（都市ガス用、
ＦＦ式）

使用期間：約１６年４か月

 
国の行政機関

販売事業者

（受付:2016/06/16）

( G1 )( 製品破損 )

　機器点検で訪問した際に、ガス給湯
器のケーシングが変形していることを
確認した。

　当該製品では再現しなかったものの、ガス
電磁弁が何らかの要因で一時的な閉弁遅れが
生じ、異常着火に至った、または給排気口が
閉塞状態になり異常燃焼に至った可能性が考
えられるが、事故当時の使用状況の詳細が不
明であり、原因の特定はできなかった。

　製造事業者は、拡大被害に至らないた
め、措置はとらなかった。

 2016-0515

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

埼玉県

 ガス給湯器（都市ガス用、
ＦＦ式）

使用期間：約１２年２か月

 
国の行政機関

（受付:2016/06/23）

( G1 )( 製品破損 )

　機器点検で訪問した際に、ガス給湯
器のケーシングが変形していることを
確認した。

　当該製品では再現しなかったものの、ガス
電磁弁が何らかの要因で一時的な閉弁遅れが
生じ、異常着火に至った、または給排気口が
閉塞状態になり異常燃焼に至った可能性が考
えられるが、事故当時の使用状況の詳細が不
明であり、原因の特定はできなかった。

　製造事業者は、拡大被害に至らないた
め、措置はとらなかった。

 2016-0807

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

埼玉県

 ガス給湯器（都市ガス用、
ＦＦ式）

使用期間：約１１年４か月

 
国の行政機関

（受付:2016/07/21）

( G1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　03.燃焼器具

No. 0072

　使用中のガス給湯器から異音がし、
ケーシングが変形した。

　当該製品では再現しなかったものの、ガス
電磁弁が何らかの要因で一時的な閉弁遅れが
生じ、異常着火に至った、または給排気口が
閉塞状態になり異常燃焼に至った可能性が考
えられるが、事故当時の使用状況の詳細が不
明であり、原因の特定はできなかった。

　ガス供給事業者（東京ガス及び大阪ガ
ス）は、２０１３（平成２５）年４月１８
日付けで、給湯使用時、稀に瞬間的に大き
な音がする現象が発生し本体外枠が変形す
る可能性があることと、そのような現象が
発生した製品については、無償修理を行う
旨のお知らせを掲載している。

 2016-0893

テ
キ
ス
ト
2

2015/05/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

兵庫県

 ガス給湯器（都市ガス用、
ＦＦ式）

使用期間：約１４年８か月

 
国の行政機関

（受付:2016/08/04）

( G1 )( 製品破損 )

ガス給湯器から異音がし、フロントカ
バーとケーシングが変形した。

　給湯側燃焼用ファンの樹脂製羽根が破損
し、羽根が脱落すると燃焼室に滞留した未燃
ガスを置換できないため正常に火が着かない
状態であった。着火しない状態で点火操作を
繰り返した際に機器内部に滞留したガス量と
ガス濃度等の条件がそろったときに点火火花
が飛んで異常燃焼を起こし事故に至ったもの
と推定されるが、給湯用燃焼ファンの羽根が
破損に至る詳細は不明であり、原因の特定は
できなかった。

　製造事業者は、被害者の誤った使用方法
による事故とみているため、措置はとらな
かった。
　なお、製造事業者は、樹脂ファン使用の
同等品について、アルミファンに取り替え
る修理を実施している。

 2016-0420

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/29

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 ガス給湯器（都市ガス用、
ＦＦ式、暖房機能付）

AT-2801BFSSW3Q（東京ガス
（株）ブランド：AT-
2801AFS1SW3Q）
松下電器産業（株）（現　パナ
ソニック（株））

使用期間：約１１年３か月

 
国の行政機関

販売事業者

（受付:2016/06/09）

( G3 )( 製品破損 )

　ガス給湯器のフロントカバーが焼損
した。

　長期使用（約１６年）により、機器内部に
侵入した塵や土埃が各部品に付着して、燃焼
バランスが崩れた結果、内胴が異常過熱され
て焼損し、排気が漏れてフロントカバーが焼
損したものと推定される。

　製造事業者は、長期使用製品に対する注
意喚起をホームページに掲載しており、ま
た、現行製品は燃焼状態を監視する自己診
断機能を搭載している。

 2016-0629

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/20

テ
キ
ス

（事故発生地）

鹿児島県

 ガス給湯器（都市ガス用、
ＲＦ式）

TP-SQ206R-1N

髙木産業（株）（現　パーパス
（株））

使用期間：約１６年２か月

 
国の行政機関

（受付:2016/06/29）

( C1 )( 製品破損 )

　ガス給湯器を点火したところ、異音
がし、フロントカバーが変形した。

　被害者がテープで機器の給排気口を閉塞さ
せた状態で使用したため、給排気が正常に行
われず、未燃ガスが溜まり、点火動作時のス
パークにより異常着火し、フロントカバーが
変形したものと推定される。
　なお、取扱説明書には、「給気口・排気口
がふさがっていないか点検する」旨、記載さ
れている。

　製造事業者は、被害者の誤った使用方法
による事故であるため、措置はとらなかっ
た。

 2016-0422

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 ガス給湯器（都市ガス用、
ＲＦ式）

使用期間：約１９年７か月

 
国の行政機関

公益事業者

（受付:2016/06/09）

( E1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　03.燃焼器具

No. 0073

　ガス給湯器のフロントカバーとケー
シングが変形していた。

　事故品にガス漏れ及び着火不良等の異常が
なく、また、機器の一部に当該建物の外壁色
と同色の塗料が付着していたことから、養生
シート又は洗濯物等により機器の排気口が閉
塞された状態で使用したことで、給排気が正
常に行われず、未燃ガスが機器内に滞留し、
異常着火に至り、フロントカバーが変形した
と考えられるが、変形は開栓作業で訪問した
ガス事業者が発見しており、すでに前入居者
は退去しているため、事故発生時期及び使用
状況等が不明であり、原因の特定はできな
かった。

　製造事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。
　なお、製造事業者は、２００９（平成
２１）年１０月から、ホームページで消費
者及び工事業者に対し「建物外壁塗装工事
の際は機器を使用しない」等の注意喚起を
行っている。

 2016-0421

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

千葉県

 ガス給湯器（都市ガス用、
ＲＦ式）

使用期間：約１４年７か月

 
国の行政機関

公益事業者

（受付:2016/06/09）

( G1 )( 製品破損 )

　ガス給湯器のフロントカバーが変形
していた。

　事故品にガス漏れ及び着火不良等の異常が
なく、機器が低い位置（排気口までの高さが
ベランダ床面から約１ｍ）に壁面設置されて
いたため、洗濯物等により排気口部が閉塞さ
れた状態になり給排気が正常に行われず、未
燃ガスが機器内に滞留、異常着火に至りフロ
ントカバーが変形した可能性が考えられる
が、変形はガス開栓作業時に確認されてお
り、事故発生時期及び使用状況等が不明であ
るため、原因の特定はできなかった。

　製造事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。

 2016-0636

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 ガス給湯器（都市ガス用、
ＲＦ式）

使用期間：約１３年９か月

 
製造事業者

国の行政機関

公益事業者

（受付:2016/06/30）

( G1 )( 製品破損 )

　ガス給湯器を使用中、浴室の蛇口に
触れたところ、感電した。

　給水管に取り付けられた凍結防止用ヒー
ターに不具合品が混入したため、絶縁不良に
より給水管に漏電し、配管を通じて蛇口で感
電したものと推定される。また、事故品を
アース接続していなかったことも、事故発生
に影響したものと考えられる。

　製造事業者は、他に同種事故発生の情報
はないことから、措置はとらなかった。
　なお、当該製品は既に生産を終了してお
り、現行品では定格感度電流が１５ｍＡの
漏電遮断器から６ｍＡのものを採用し、漏
電を検知しやすい仕様に変更している。

 2015-2826

テ
キ
ス
ト
2

2016/03/0
６

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 ガス給湯器（都市ガス用、
ＲＦ式、暖房機能付）

OUR-1620Q（東京ガス（株）ブ
ランド：KG-516RFW-Q）

（株）ガスター

使用期間：約２１年６か月

 
消費者センター

（受付:2016/03/24）

( A3 )( 軽傷 )

　使用中のガス給湯器から異音がし、
フロントカバーが変形した。

　事故品の給排気口を外壁塗装工事の養生
シートで閉塞した状態で使用したため、給排
気が正常に行われず、未燃ガスが溜まり、点
火動作時のスパークにより異常着火し、フロ
ントカバーが変形したものと推定される。
　なお、塗装工事業者による被害者への使用
禁止の周知は行われていなかった。

　　製造事業者は、塗装工事の際の養生に
よる事故であるため、措置はとらなかっ
た。
　なお、ホームページで消費者および工事
業者に対し、「建物外壁塗装工事の際は機
器を使用しない」等の注意喚起を行ってい
る。

 2016-1167

テ
キ
ス
ト
2

2016/09/07

テ
キ
ス

（事故発生地）

北海道

 ガス給湯器（都市ガス用、
ＲＦ式、暖房機能付）

使用期間：約１４年１０か月

 
国の行政機関

（受付:2016/09/14）

( F2 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　03.燃焼器具

No. 0074

　ガス給湯器を点火したところ、異音
がし、フロントカバーが変形した。

　事故品の排気口を外壁塗装工事の養生シー
トで覆った状態で使用したため、排気閉塞状
態となり、未燃ガスが機器内部に滞留し、点
火動作時のスパークにより異常着火し、フロ
ントカバーが変形したと考えられるが、事故
品が回収されず詳細な調査ができなかったた
め、原因の特定はできなかった。

　製造事業者は、塗装工事の際の養生によ
る事故とみているため、措置はとらなかっ
た。
　なお、製造事業者は、２００９（平成
２１）年１０月から、ホームページで消費
者及び工事業者に対し「建物外壁塗装工事
の際は機器を使用しない」等の注意喚起を
行っている。

 2016-0462

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/08

テ
キ
ス

（事故発生地）

兵庫県

 ガス給湯器（都市ガス用、
ＲＦ式、暖房機能付）

使用期間：約１４年１１か月

 
国の行政機関

販売事業者

（受付:2016/06/16）

( G1 )( 製品破損 )

　ガス給湯器のフロントカバーが変形
していた。

　事故品の排気口を外壁塗装工事の養生シー
トで覆った状態で使用したため、排気閉塞状
態となり、未燃ガスが機器内部に滞留し、点
火動作時のスパークにより異常着火し、フロ
ントカバーが変形したと考えられるが、事故
品が回収されず詳細な調査ができなかったた
め、原因の特定はできなかった。

　製造事業者は、塗装工事の際の養生によ
る事故とみているため、措置はとらなかっ
た。
　なお、製造事業者は、２００９（平成
２１）年１０月から、ホームページで消費
者及び工事業者に対し「建物外壁塗装工事
の際は機器を使用しない」等の注意喚起を
行っている。

 2016-0463

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

兵庫県

 ガス給湯器（都市ガス用、
ＲＦ式、暖房機能付）

使用期間：約１４年１０か月

 
国の行政機関

販売事業者

（受付:2016/06/16）

( G1 )( 製品破損 )

　ガス給湯器のフロントカバーが変形
していた。

　事故品が設置されていた部屋とは別室のパ
イプシャフトに、建物塗装時の養生に使用し
たと思われる養生テープが残っていたことか
ら、建物塗装の際の養生テープにより排気口
が覆われた状態で機器を使用したことで、未
燃ガスが機器内に滞留し、点火操作の火花で
異常着火しフロントカバーが変形したと考え
られるものの、変形はガス定期保安点検時に
発見されており、事故発生時期および使用状
況等が不明であるため、原因の特定はできな
かった。

　製造事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。

 2016-1191

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 ガス給湯器（都市ガス用、
ＲＦ式、暖房機能付）

使用期間：約４年６か月

 
国の行政機関

（受付:2016/09/23）

( G1 )( 製品破損 )

　ガス給湯器のフロントカバーが変形
していた。

　給湯側燃焼用ファンの回路基板に電子部品
の故障があり、ファンが回転できず、燃焼室
に滞留した未燃ガスを置換できないため、正
常に火が着かない状態であった。着火しない
状態で点火操作を繰り返した際に機器内部に
滞留したガス量とガス濃度等の条件がそろっ
たときに点火火花が飛んで異常燃焼を起こし
事故に至ったものと推定されるが、電子部品
の故障に至る詳細は不明であり、原因の特定
はできなかった。

　製造事業者は、被害者の誤った使用方法
による事故とみているため、措置はとらな
かった。

 2016-0320

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

神奈川県

 ガス給湯器（都市ガス用、
ＲＦ式、暖房機能付）

AT4203BRSSW3QU-F（東京ガ
スブランド：
AT4203BRS2SW3QU）
松下電器産業（株）（現　パナ
ソニック（株））

使用期間：約１０年

 
国の行政機関

販売事業者

（受付:2016/05/26）

( G3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　03.燃焼器具

No. 0075

　使用中のガス炊飯器から出火した。 　事故品にガス漏れ等の異常は確認されず、
内部の電気部品に発火の痕跡は確認されな
かったことから、被害者が炊飯のため釜を本
体に装着した際に、エチレンプロピレンジエ
ンゴムを主成分とする異物が炊飯器内の燃焼
部に入り込んだ状態で炊飯器を点火したた
め、異物に着火したものと推定される。
　なお、取扱説明書に「炊飯かまをセットす
る時、燃焼部にしゃもじやスプーン等の異物
がないことを確認する。異常燃焼や火災の原
因になる」旨、記載されている。

　製造事業者は、被害者の不注意とみられ
る事故であるため、措置はとらなかった。

 2016-0518

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/14

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 ガス炊飯器（都市ガス用）

RR-07MKT2-A（大阪ガス
（株）ブランド：111-5014A）

リンナイ（株）（大阪ガス
（株）ブランド）

使用期間：約６年

 
消防機関

販売事業者

（受付:2016/06/24）

( E2 )( 製品破損 )

　ガス炊飯器のふたが溶融した。 　釜底温度検出回路に不具合が生じたため、
炊飯が継続して米が炭化し、樹脂製ふたが溶
融したものと考えられるが、経年劣化による
ものか、内部に散見されるゴキブリの死骸や
糞の影響によるものか、原因の特定はできな
かった。

　製造事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。

 2016-0989

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/14

テ
キ
ス

（事故発生地）

愛知県

 ガス炊飯器（都市ガス用）

使用期間：約２８年

 
製造事業者

（受付:2016/08/18）

( G1 )( 製品破損 )

ガスこんろを使用中、漏れたガスに引
火して、こんろ下部のキャビネット内
のガス栓周辺が焼損した。

　事故品とビルトインガスこんろの接続部の
ねじ込みが浅かったことでキャビネットの開
閉操作、調理器具の出し入れによる振動等で
接続部が緩み、ガスが漏れ、こんろの火で引
火しガス栓周辺を焼損したと考えられ、施工
時のガス栓接続部の締め込み不良によるもの
と推定される。

　ガス事業者は、ガス漏洩事故防止のため
ガス警報器の普及拡大に努め、施工業者に
対し、工事完了後、接続部の締め込み（余
ねじ）確認の徹底を指導し、定期保安調査
時にキャビネット式ビルトインこんろの機
器接続部のねじ込み状況の確認及び半導体
検知器によるガス漏洩の有無を確認するよ
う指導することとした。

 2016-0145

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/10

テ
キ
ス

（事故発生地）

宮崎県

 ガス栓（都市ガス用）

使用期間：約６年

 
国の行政機関

（受付:2016/04/27）

( D1 )( 拡大被害 )

ガスこんろを使用中、ガス栓付近に着
火した。

　被害者が２口ガス栓の不使用側を誤って開
にしたため、不完全に装着されていた保護
キャップの隙間から過流出安全機構が作動し
ない程度のガスが漏洩し、ガスこんろの火で
漏れたガスに引火したものと推定される。

　ガス事業者は、業務機会時に冊子を用い
て安全な使用方法を説明し、不使用ガス栓
を発見した際は、使用者に使用状況を確認
した上で、誤操作防止用ガス栓カバーの取
り付けを行うとしている。
　なお、製造事業者は不明であった。

 2016-0372

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/20

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 ガス栓（都市ガス用）

使用期間：不　明

 
国の行政機関

（受付:2016/06/02）

( E2 )( 拡大被害 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　03.燃焼器具

No. 0076

ガスこんろ使用中、ガス栓付近から火
が出て、周辺が焦げた。

　被害者が２口ガス栓の不使用側を誤って開
にしたため、不完全に装着されていた保護
キャップの隙間から過流出安全機構が作動し
ない程度のガスが漏洩し、ガスこんろの火で
漏れたガスに引火したものと推定される。

　製造事業者は、被害者の不注意とみられ
る事故であるため、措置はとらなかった。
　なお、ＮＩＴＥは、事故防止のためのハ
ンドブック（身・守りハンドブック）や
ホームページで同様の事故事例を紹介し、
注意喚起を行っている。　

 2016-0808

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/11

テ
キ
ス

（事故発生地）

広島県

 ガス栓（都市ガス用）

使用期間：約８年

 
国の行政機関

（受付:2016/07/21）

( E2 )( 拡大被害 )

ガスこんろを点火したところ、ガス栓
付近から火が出て、周辺を焼損した。

　事故品（不使用ガス栓）には安全アダプ
ターが装着されていたが、ゴムキャップが装
着されていなかったことから、油の付着等に
より、安全アダプターの過流出安全機構が正
常に作動できない状態で、当該ガス栓を誤開
放したため、未燃ガスが漏洩し、ガスこんろ
の点火時のスパークもしくは燃焼炎で漏出し
たガスに引火したことが考えられるが、使用
状況等が不明であり、原因の特定はできな
かった。

　ガス事業者は事故品にゴムキャップを取
り付け、被害者に再発防止に関する説明を
行った。
　なお、ＮＩＴＥは、事故防止のため、ハ
ンドブック（身・守りハンドブック）や
ホームページで同様の事故事例を紹介し、
注意喚起を行っている。

 2016-0763

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/03

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 ガス栓（都市ガス用）

使用期間：不　明

 
国の行政機関

（受付:2016/07/14）

( G1 )( 拡大被害 )

　催し物会場で同じカセットこんろを
複数台使用していたところ、カセット
こんろが焼損した。

　調理器具の鍋を端にずらしてボンベカバー
に接触するような状態で使用したため、ボン
ベカバーの中央部が高温となって焦げつきを
生じたものと推定される。
　なお、取扱説明書に「容器カバー（ボンベ
カバー）を覆うような大きな調理器具を使用
しない」旨、記載されている。

　販売事業者は、被害者の不注意による事
故であるため、措置はとらなかった。

 2016-0378

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/23

テ
キ
ス

（事故発生地）

滋賀県

 カセットこんろ

使用期間：約１日

 
消費者センター

（受付:2016/06/02）

( E2 )( 製品破損 )

　ガスこんろを使用中、ガス栓から迅
速継手が外れ、漏れたガスに引火し、
周辺を焼損した。

　事故品にガス漏れはなく、熱損は摺動環と
カバーの先端部のみで、正常接続時に露出す
る部分に熱損がみられなかったことから、被
害者が調理中に誤って落下させたフライパン
の蓋が事故品に接触したことでガス栓との接
続が不完全な状態になり、ガスが漏れガスこ
んろの火が引火したものと推定される。

　製造事業者は、被害者の不注意とみられ
る事故であるため、措置は取らなかった。
　なお、製造事業者はホームページで「こ
んろ台よりガス栓までの充分な距離（１５
ｃｍ以上）が確保できない場合Ｌ型ソケッ
トを選択する」旨、掲載し、注意喚起を
行っている。

 2016-0991

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/07

テ
キ
ス

（事故発生地）

北海道

 迅速継手（ＬＰガス用）

使用期間：約１６年

 
国の行政機関

（受付:2016/08/18）

( E2 )( 拡大被害 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　03.燃焼器具

No. 0077

　ガスこんろを使用中、迅速継手付近
から火が出て、周辺を焼損した。

　事故品は、ガス漏れ等の異状がなく、摺動
環が縮んだまま焦げていること及びゴム管が
湾曲して接続されていることから、ガス栓へ
の接続が不完全な状態であることに気づか
ず、接続部分から漏洩していたガスにこんろ
の炎が引火し、迅速継手の一部及び周囲を焼
損したものと推定される。
　なお、取扱説明書に「本品とプラグの接続
はカチッと音がするまで差し込む」旨、記載
されている。

　製造事業者は、被害者の不注意とみられ
る事故であるため、措置はとらなかった。
　なお、製造事業者は、ホームページ上に
「ガス栓とガス器具の接続」と題して、迅
速継手関係の正しい使い方を掲載し注意喚
起を行っている。

 2016-0319

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/15

テ
キ
ス

（事故発生地）

神奈川県

 迅速継手（都市ガス用）

使用期間：約３年３か月

 
国の行政機関

（受付:2016/05/26）

( E2 )( 製品破損 )

ガスストーブを使用中、接続部付近に
着火し、迅速継手の一部が焦げた。

　事故品は被害者が購入し、自分でガスス
トーブに取り付けたものであるが、機器側
ホースエンドへの差込が不十分であったため
接続部よりガスが漏洩し、ガス漏れに気付か
ないまま使用したため、滞留した未燃ガスに
ガスストーブの炎が引火し、事故品の一部を
焼損させたものと推定される。
　なお、取扱説明書に「ガス機器ホースエン
ドとの接続は赤線がかくれるまで十分に差し
込む」旨、記載されている。

　製造事業者は、被害者の不注意とみられ
る事故であるため、措置はとらなかった。

 2016-0464

テ
キ
ス
ト
2

2015/12/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 迅速継手（都市ガス用）

使用期間：不　明

 
国の行政機関

（受付:2016/06/16）

( E2 )( 製品破損 )

ガスこんろを使用中、迅速継手付近か
ら火が出て、ガスホースの一部が焼損
した。

　事故品にガス漏れ等の異常がなく、コンセ
ントガス栓とゴム管継手の接続部よりガスが
漏洩し、滞留した未燃ガスにこんろの炎が引
火し、ガスホースの一部が焼損したものと考
えられるが、ゴム管用継手を誤ってコンセン
トガス栓に接続した施工者及び使用状況等が
不明であるため、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、被害者の誤った使用方法
による事故とみているため、措置はとらな
かった。

 2016-0706

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/29

テ
キ
ス

（事故発生地）

広島県

 迅速継手（都市ガス用）

使用期間：不　明

 
国の行政機関

（受付:2016/07/07）

( G1 )( 拡大被害 )

　石油ストーブ付近から出火し、店舗
兼住宅を全焼した。

　ガソリンの誤給油の可能性も疑われたが、
事故品は焼損が著しいことから、事故原因の
特定はできなかった。

　製造事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。

 2015-2832

テ
キ
ス
ト
2

2016/03/24

テ
キ
ス

（事故発生地）

香川県

 石油ストーブ（開放式）

使用期間：不　明

 
警察機関

（受付:2016/03/28）

( G1 )( 拡大被害 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　03.燃焼器具

No. 0078

　使用中の石油ストーブから出火し、
周辺を焼損した。

　事故品を風のあたる屋外で使用したこと
で、燃焼筒内の炎が抑え込まれ、逆火とな
り、カートリッジタンクから機器内部に漏れ
た灯油に引火したものと考えられるが、事故
品を入手できなかったことから、事故原因の
特定はできなかった。

　製造事業者は、被害者の誤った使用方法
による事故とみているため、措置はとらな
かった。

 2016-0654

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/10

テ
キ
ス

（事故発生地）

茨城県

 石油ストーブ（開放式）

使用期間：約１年７か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/04）

( G1 )( 拡大被害 )

　使用中の石油ふろがま付近から出火
し、周辺を焼損した。

　住宅の改装を行う際、煙突の立ち上がり部
を撤去したため、煙突内部に外部から枯葉等
が侵入して燃焼室で着火し、火の粉が煙突内
部に堆積した枯葉等に延焼したものと推定さ
れるが、煙突の立ち上がりを撤去したのは被
害者か施工業者か特定できなかった。

　製造事業者は、被害者の不注意による事
故とみているため、措置はとらなかった。
　

 2016-0103

テ
キ
ス
ト
2

2016/03/25

テ
キ
ス

（事故発生地）

岩手県

 石油ふろがま

使用期間：不　明

 
製造事業者

（受付:2016/04/19）

( G1 )( 拡大被害 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　04.家具・住宅用品

No. 0079

　ソファーを使用中、咳き込みなどの
症状が出た。

　事故品からの放散物質として、微量の揮発
性有機化合物（ＶＯＣ）が複数検出されたも
のの、想定される室内空気濃度は、いずれも
健康被害リスクの懸念があるとは言えない程
度であり、原因の特定はできなかった。

　輸入事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。

 2016-0505

テ
キ
ス
ト
2

2016/03/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

富山県

 いす（ソファー）

使用期間：約２か月

 
消費者センター

（受付:2016/06/22）

( G1 )( 軽傷 )

　いすを使用中、座面と脚部の接続部
が破損し、打撲を負った。

　事故品に向かって右前脚が内側へ折れ、前
桟ほぞと前脚と横桟との接合部付近が破損し
ており、座面４か所のねじ止めのうち、破損
した脚以外の３か所のねじが緩んでいること
から、荷重が右前脚接合部付近に集中するこ
とも破損に影響したと考えられるが、事故品
の破損状況を再現することができず、事故原
因の特定はできなかった。
　なお、当該品は、欧州規格（ＥＮ
１７２８）に適合していた。

　輸入事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。

 2015-2201

テ
キ
ス
ト
2

2015/06/27

テ
キ
ス

（事故発生地）

神奈川県

 いす（木製）

使用期間：約３年５か月

 
輸入事業者

（受付:2016/01/08）

( G1 )( 軽傷 )

　いすを使用中、右前脚部が折損し
た。

　事故品に向かって右前脚接続部が破損して
いるが、事故品は既に廃棄されており、事故
品の詳細な破損状態や使用状況は不明である
ため、どのような力が加わって破損に至った
かは不明であり、事故原因の特定はできな
かった。

　輸入事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。

 2016-0900

テ
キ
ス
ト
2

2015/04/18

テ
キ
ス

（事故発生地）

神奈川県

 いす（木製）

使用期間：約５年

 
輸入事業者

（受付:2016/08/04）

( G1 )( 製品破損 )

　いすを使用中、左前脚部が折損し
た。

　事故品に向かって左前脚接続部が破損して
いるが、事故品は既に廃棄されており、事故
品の詳細な破損状態や使用状況は不明である
ため、どのような力が加わって破損に至った
かは不明であり、事故原因の特定はできな
かった。

　輸入事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。

 2016-0901

テ
キ
ス
ト
2

2015/04/18

テ
キ
ス

（事故発生地）

神奈川県

 いす（木製）

使用期間：約５年

 
輸入事業者

（受付:2016/08/04）

( G1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　04.家具・住宅用品

No. 0080

　いすを使用中、座面枠の一部が破損
し、床が傷ついた。

　座部と脚を固定する木製部品に塗布された
接着剤の量が不十分であったため、座った際
の荷重に耐えきれず接着部が剥離し、その結
果ねじに過大な力が集中してねじ穴が裂けた
ものと推定される。

　輸入事業者は事故品の製造を中止し、製
品回収を実施している。
　なお、今後、製造する製品については設
計改良を行うとともに、作業指導及び製造
工程管理の改善を図ることとした。

 2016-0994

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/20

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 いす（木製、ベンチ）

B-779（105）

大塚家具製造販売（株）

使用期間：約２日

 
輸入事業者

（受付:2016/08/18）

( A3 )( 拡大被害 )

　いすを使用中、座面枠の一部が破損
し、床が傷ついた。

　座部と脚を固定する木製部品に塗布された
接着剤の量が不十分であったため、座った際
の荷重に耐えきれず接着部が剥離し、その結
果ねじに過大な力が集中してねじ穴が裂けた
ものと推定される。

　輸入事業者は事故品の製造を中止し、製
品回収を実施している。
　なお、今後、製造する製品については設
計改良を行うとともに、作業指導及び製造
工程管理の改善を図ることとした。

 2016-0995

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/14

テ
キ
ス

（事故発生地）

茨城県

 いす（木製、ベンチ）

B-788（140）

大塚家具製造販売（株）

使用期間：約５日

 
輸入事業者

（受付:2016/08/18）

( A3 )( 拡大被害 )

　モップを使用中、柄の先端部分のカ
バーが外れ、指に裂傷を負った。

　当該製品の樹脂製柄部の先端カバー内部の
リブ形状には長さの異なる２種類のものがあ
り、事故品と同じくリブの長さが短い同等品
は、ねじりながら引っ張ると外れるが、事故
品は引っ張るだけでも外れることから、カ
バー外れの原因は特定できなかった。

　製造工程の自動化による引張り強度のバ
ラツキ削減と柄のパイプ端部（パイプ切り
口）に樹脂製キャップを装着し、更に上か
ら樹脂カバーを装着することにより、樹脂
カバーが外れても直接パイプ切り口に指が
触れない構造に変更している。

 2016-0100

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/11

テ
キ
ス

（事故発生地）

兵庫県

 モップ

KMB-4525

（株）カインズ

使用期間：約５か月

 
消費者センター

（受付:2016/04/18）

( G3 )( 軽傷 )

　脚立を使用中、開き止め金具が外れ
転落して軽傷を負った。

　被害者が脚立を約３０ｃｍの段差のある場
所に設置し、上から２段目の踏ざんにまた
がって作業していたため、バランスを崩して
転倒し、身体の一部が脚立に接触して開き止
め金具が外れたものと推定される。
　なお、取扱い説明書には、「段差がある場
所には設置しない。上から２段目には乗って
はいけない」旨、記載されている。

　輸入事業者は、被害者の誤った使用方法
による事故であるため、措置はとらなかっ
た。

 2016-0415

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/27

テ
キ
ス

（事故発生地）

鹿児島県

 脚立（アルミ製）

使用期間：約２か月

 
輸入事業者

（受付:2016/06/09）

( E1 )( 軽傷 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　04.家具・住宅用品

No. 0081

　洗面化粧台のキャビネットが落下
し、けがを負った。

　事故品キャビネット（ポリスチレン製）の
背面にある、壁固定用ネジ穴（４箇所）のボ
ス部が破損していた。当該製品は、キャビ
ネットの耐薬品性が低く、壁に直接固定する
構造であったため、壁紙に含まれていた可塑
剤（フタル酸エステル）が当該製品のボス部
に移行して強度低下を引き起こし、破損に
至ったものと推定される。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0317

テ
キ
ス
ト
2

2016/03/14

テ
キ
ス

（事故発生地）

愛知県

 洗面化粧台

SJ-75M3RK

タカラスタンダード（株）

使用期間：不　明

 
製造事業者

（受付:2016/05/25）

( A1 )( 軽傷 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0556

テ
キ
ス
ト
2

2003/07/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

岐阜県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約３か月

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0557

テ
キ
ス
ト
2

2005/10/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

埼玉県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約１年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0558

テ
キ
ス
ト
2

2008/01/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

千葉県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約５年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　04.家具・住宅用品

No. 0082

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0559

テ
キ
ス
ト
2

2009/02/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

神奈川県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約６年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0560

テ
キ
ス
ト
2

2009/08/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約６年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0561

テ
キ
ス
ト
2

2009/11/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

埼玉県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約７年１か月

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0562

テ
キ
ス
ト
2

2010/05/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

福岡県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約５年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　04.家具・住宅用品

No. 0083

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0563

テ
キ
ス
ト
2

2010/10/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

滋賀県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約９年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0564

テ
キ
ス
ト
2

2010/11/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

鳥取県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約８年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0565

テ
キ
ス
ト
2

2011/01/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

京都府

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約６年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0566

テ
キ
ス
ト
2

2011/04/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

広島県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約８年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　04.家具・住宅用品

No. 0084

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0567

テ
キ
ス
ト
2

2011/04/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約７年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0568

テ
キ
ス
ト
2

2011/08/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

山口県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約８年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0569

テ
キ
ス
ト
2

2011/09/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約９年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0570

テ
キ
ス
ト
2

2011/12/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

愛媛県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約７年７か月

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　04.家具・住宅用品

No. 0085

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0571

テ
キ
ス
ト
2

2012/02/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

京都府

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約８年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0572

テ
キ
ス
ト
2

2012/03/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

千葉県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約８年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0573

テ
キ
ス
ト
2

2012/04/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

長崎県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約８年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0574

テ
キ
ス
ト
2

2012/05/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約７年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　04.家具・住宅用品

No. 0086

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0575

テ
キ
ス
ト
2

2012/05/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

三重県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約９年５か月

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0576

テ
キ
ス
ト
2

2012/08/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

大分県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約１０年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0577

テ
キ
ス
ト
2

2012/07/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

兵庫県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約１０年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0578

テ
キ
ス
ト
2

2012/11/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

滋賀県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約７年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　04.家具・住宅用品

No. 0087

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0579

テ
キ
ス
ト
2

2012/11/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

和歌山県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約１０年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0580

テ
キ
ス
ト
2

2013/01/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

青森県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約１０年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0581

テ
キ
ス
ト
2

2013/01/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

愛知県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約１０年３か月

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0582

テ
キ
ス
ト
2

2013/03/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約７年３か月

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　04.家具・住宅用品

No. 0088

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0583

テ
キ
ス
ト
2

2013/06/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

埼玉県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約９年６か月

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0584

テ
キ
ス
ト
2

2013/07/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

神奈川県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約７年６か月

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0585

テ
キ
ス
ト
2

2013/08/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約１０年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0586

テ
キ
ス
ト
2

2013/08/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

広島県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約８年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　04.家具・住宅用品

No. 0089

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0587

テ
キ
ス
ト
2

2013/09/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

山形県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約８年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0588

テ
キ
ス
ト
2

2013/10/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

兵庫県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約９年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0589

テ
キ
ス
ト
2

2013/11/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

滋賀県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約１１年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0590

テ
キ
ス
ト
2

2014/03/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

兵庫県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約１０年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　04.家具・住宅用品

No. 0090

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0591

テ
キ
ス
ト
2

2014/04/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

奈良県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約１２年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0592

テ
キ
ス
ト
2

2014/04/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

佐賀県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約１０年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0593

テ
キ
ス
ト
2

2014/05/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

京都府

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約１０年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0594

テ
キ
ス
ト
2

2014/08/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

静岡県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約１２年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　04.家具・住宅用品

No. 0091

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0595

テ
キ
ス
ト
2

2014/09/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

福岡県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約１１年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0596

テ
キ
ス
ト
2

2014/09/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

滋賀県

 洗面化粧台

SCU-75M3RK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約１１年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0597

テ
キ
ス
ト
2

2014/12/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

奈良県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約９年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0598

テ
キ
ス
ト
2

2014/12/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

新潟県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約１０年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　04.家具・住宅用品

No. 0092

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0599

テ
キ
ス
ト
2

2015/01/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

長崎県

 洗面化粧台

SCU-75M2K

タカラスタンダード（株）

使用期間：約１３年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0600

テ
キ
ス
ト
2

2015/02/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

神奈川県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約１０年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0601

テ
キ
ス
ト
2

2015/04/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

山梨県

 洗面化粧台

SCU-75M3PK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約１２年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0602

テ
キ
ス
ト
2

2015/04/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

千葉県

 洗面化粧台

SCU-75M3RK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約９年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　04.家具・住宅用品

No. 0093

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0603

テ
キ
ス
ト
2

2015/05/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

三重県

 洗面化粧台

SCU-75M2K

タカラスタンダード（株）

使用期間：約１２年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　洗面化粧台のキャビネットが落下し
た。

　事故品を含む当該製品群は、キャビネット
（ポリスチレン製）背面の固定用ネジ穴（４
か所）が壁に直接接触する構造であった。同
一構造の型式製品においてキャビネットの可
塑剤に対する耐薬品性が低く、固定場所の壁
紙から移行した可塑剤によって強度が低下
し、ネジ穴が破損して落下する事故が発生し
ており、同種の事故である可能性が考えられ
たが、事故品が確認できず、詳細な使用状況
等も不明であり、原因の特定はできなかっ
た。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
２月９日付けで、２００２年２月から
２００５年１０月までに製造した同一構造
の型式製品について、ホームページに社告
を掲載するとともに、判明している購入先
に連絡し、点検・無償修理を実施してい
る。

 2016-0604

テ
キ
ス
ト
2

2015/08/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

千葉県

 洗面化粧台

SJ-75M3JK

タカラスタンダード（株）

使用期間：約１１年

 
製造事業者

（受付:2016/06/28）

( G1 )( 製品破損 )

　踏み台を使用中、転倒して打撲を
負った。

　被害者が事故品の止め金具のロックを忘れ
たことで、事故品を移動させた際に、片側脚
枠が十分に開いていない設置状態となり、天
板で作業を行ったことで横方向の偏荷重によ
り脚枠が折り畳まれ転倒したものと推定され
る。
　なお、取扱説明書には、「全ての止め金具
を確実にロックする。止め金具のロックが不
十分な状態で使うと、足場台が折り畳まれ
て、転倒や転落のおそれがある」旨、記載さ
れている。

　輸入事業者は、被害者の不注意とみられ
る事故であるため、措置はとらなかった。

 2016-0517

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/18

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 踏み台（アルミ製）

使用期間：約３日

 
輸入事業者

（受付:2016/06/23）

( E2 )( 軽傷 )

　踏み台を使用中、転倒して打撲を
負った。

　被害者が片側脚面の開き止め金具を掛けて
いない状態で天板に乗り、作業を行ったた
め、作業中の体重移動等により開き止め金具
をかけていない脚面が折りたたまれ、バラン
スを崩し反対側の脚面上に落下し、脚面が変
形したものと推定されるが、事故品を確認で
きなかったため、原因の特定はできなかっ
た。

　輸入事業者は、被害者の不注意による事
故とみているため、措置はとらなかった。

 2016-0856

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/16

テ
キ
ス

（事故発生地）

兵庫県

 踏み台（アルミ製）

使用期間：約１０日

 
輸入事業者

（受付:2016/07/29）

( G1 )( 軽傷 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　04.家具・住宅用品

No. 0094

　引き戸のガラスが割れて、足に裂傷
を負った。

　事故品は強化ガラス製であることから、表
面についた傷や異物などが起点となって、突
然、自然破壊したものと考えられるが、起点
となった傷等が確認できず、原因の特定はで
きなかった。

　製造事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。

 2016-1094

テ
キ
ス
ト
2

2016/08/17

テ
キ
ス

（事故発生地）

福島県

 扉（引き戸）

使用期間：約１０年５か月２１
日

 
製造事業者

（受付:2016/09/05）

( G1 )( 軽傷 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　05.乗物・乗物用品

No. 0095

　自転車で走行中、ハンドルが破断
し、転倒して手に軽傷を負った。原因
を調査中。

　ハンドルステムと突き出し部との溶接工程
において、溶接時に母材が加熱され過ぎ、冷
却時の凝固収縮によりクラックが生じ、ク
ラックを起点として破壊が進行し、突き出し
部側が破断したものと推定される。

　輸入事業者は、ステムと突き出し部が一
体構造となった部品と、交換・回収を実施
している。

 2016-0395

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/15

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 自転車

不明

（株）玉越工業

使用期間：約１５日

 
輸入事業者

（受付:2016/06/08）

( A2 )( 軽傷 )

　自転車で走行中、ペダルが空回りを
してバランスを崩し、転倒して軽傷を
負った。

　フリーホイール内部にあるラチェット機構
のギヤ部分の成形工程において、ギヤ部分の
肉厚不足等の成形不良があったため、走行中
に歯飛びが生じ、ペダルが空回りしてバラン
スを崩し、転倒して軽傷を負ったものと推定
される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
６月９日付けでホームページに社告を掲載
し、無償点検・無償交換を実施している。

 2016-0436

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/17

テ
キ
ス

（事故発生地）

和歌山県

 自転車

フロマージュ BK・H

（株）あさひ

使用期間：約９日

 
輸入事業者

（受付:2016/06/13）

( A3 )( 軽傷 )

　自転車で走行中、ペダルが空回りを
してバランスを崩し、転倒して軽傷を
負い、衣服が破損した。

　フリーホイール内部にあるラチェット機構
のギヤ部分の成形工程において、ギヤ部分の
肉厚不足等の成形不良があったため、走行中
に歯飛びが生じ、ペダルが空回りしてバラン
スを崩し、転倒して軽傷を負ったものと推定
される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
６月９日付けでホームページに社告を掲載
し、無償点検・無償交換を実施している。

 2016-1087

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/12

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 自転車

フロマージュ BK・H

（株）あさひ

使用期間：約２日

 
輸入事業者

（受付:2016/09/05）

( A3 )( 軽傷 )

　自転車で走行中、空回りしたペダル
で足に裂傷を負った。

　フリーホイール内部にあるラチェット機構
のギヤ部分の成形工程において、ギヤ部分の
肉厚不足等の成形不良があったため、走行中
に歯飛びが生じ、ペダルが空回りして裂傷を
負ったものと推定される。

　輸入事業者は、２０１６（平成２８）年
６月９日付けでホームページに社告を掲載
し、無償点検・無償交換を実施している。

 2016-1088

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/14

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 自転車

フロマージュ BK・H

（株）あさひ

使用期間：約１１日

 
輸入事業者

（受付:2016/09/05）

( A3 )( 軽傷 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　05.乗物・乗物用品

No. 0096

　自転車で走行中、ホークステムが破
損し、転倒して軽傷を負った。

　事故品はホークステム先端の内側にねじが
切ってある部分が破断していることから、ね
じの谷部に亀裂が生じ、その後の使用により
亀裂が進展して破断に至ったものと考えられ
るが、破断部の損傷（腐食・摩耗）が著し
く、使用時の詳細な状況も不明なことから、
事故原因の特定はできなかった。

　輸入事業者は、製品に起因しない事故と
みているため、措置はとらなかった。
　なお、海外のメーカーにおける検品を強
化させるとともに、ホークメーカーにおけ
る出荷前検査も強化させることとした。

 2015-2210

テ
キ
ス
ト
2

2015/12/04

テ
キ
ス

（事故発生地）

茨城県

 自転車

使用期間：約１１か月

 
輸入事業者

（受付:2016/01/08）

( G1 )( 軽傷 )

　自転車で走行中、後輪のスポークが
５本折れた。

　事故品を確認したところ、後輪のスポーク
が１０本折損していたが、調査の結果、製品
に異常は認められず、想定した乗員体重を大
きく超えた体重の被害者が事故品を使用した
ため、スポークが折損したものと推定される
が、事故品の使用状況、当初の後輪のリム強
度及びスポークテンションが不明であること
から、事故原因の特定はできなかった。

　製造事業者は、被害者の不注意による事
故とみているため、措置はとらなかった。

 2016-0198

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/07

テ
キ
ス

（事故発生地）

埼玉県

 自転車

使用期間：約６か月５日

 
消費者センター

（受付:2016/05/09）

( G1 )( 製品破損 )

　自転車で走行中、転倒し、軽傷を
負った。

　事故発生時にギアが引っ掛かるような感じ
及びギアが抜けた感じで転倒したとの被害者
の申し出内容に基づき、事故品の実走行試験
を実施したが、申し出内容は再現せず、事故
に繋がるような異常は認められなかった。事
故品の前カゴ、ブレーキレバー及びペダルの
各左側に擦過痕が認められたため、事故発生
時に事故品は左側へ転倒した可能性が考えら
れるが、事故発生時の運転状況の詳細が不明
なため、事故原因の特定はできなかった。

　輸入事業者は、製品に起因しない事故と
みているため、措置はとらなかった。

 2016-0244

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/25

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 自転車

使用期間：約５日

 
輸入事業者

（受付:2016/05/17）

( G1 )( 軽傷 )

　自転車で走行中、車輪がロックし、
転倒して負傷した。

　事故品はブレーキワイヤの固定クリップが
外れ、ブレーキワイヤが弛んだことにより回
転中のペダルにブレーキワイヤが引っかか
り、バランスを崩して転倒したものと推定さ
れるが、事故品が確認できないことから固定
クリップが外れた原因及びブレーキワイヤが
弛んだ原因の特定ができず、事故原因の特定
はできなかった。

　輸入事業者は、被害者の不注意による事
故とみているため、措置はとらなかった。
　なお、輸入事業者のホームページで固定
クリップの取付けの確認及び外れていた場
合は販売店へ修理依頼するよう注意喚起を
行っている。また、ケーブルラインを変更
するためフレーム側のルーティング（ブ
レーキワイヤの取り回し）をチェーンス
テーに沿う形からシートステーに沿う形へ
変更した。

 2016-0151

テ
キ
ス
ト
2

2015/08/02

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 自転車（マウンテンバイク
類形車）

2015LGS TRC2

（有）アキコーポレーション

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/04/27）

( G1 )( 軽傷 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　05.乗物・乗物用品

No. 0097

　自転車で走行中、前輪タイヤが破裂
し、転倒して足を骨折した。

　組立業者がブレーキシューを適正位置に組
付けなかったため、ブレーキシューの異常摩
耗が発生し、ブレーキシューによりタイヤと
リムの勘合部が削られ、タイヤに裂け目がで
きたためパンクが発生し、事故に至ったもの
と推定される。

　輸入事業者は、組立業者に対して、今回
の事例を踏まえブレーキシューの組付け位
置に関連した標準作業書を個別に作成し
て、配布（周知）を予定している。

 2015-1635

テ
キ
ス
ト
2

2015/09/04

テ
キ
ス

（事故発生地）

宮城県

 自転車（折り畳み式）

使用期間：約１年４か月２２日

 
消費者センター

（受付:2015/10/22）

( D1 )( 軽傷 )

　自転車の荷台に取り付けた幼児用座
席に子供を乗せていたところ、荷台が
破損して、幼児用座席が後方に倒れ、
子供が打撲を負った。

　事故品は、荷台をフレームに固定するキャ
リヤステーの溶接部付近で破断しており、ス
テー鋼管のプレス加工や溶接の影響により破
損したものと推定されるが、外部からの過大
な力を受け、破断した可能性も考えられるこ
とから、原因の特定はできなかった。

　製造事業者は２０１３（平成２５年）
１０月７日付けでプレスリリースするとと
もに、ホームページ及び店頭でのポスター
掲示で社告を掲載し、分割式リヤキャリヤ
の無償交換を行っている。今後は、幼児座
席を装着する自転車にはクラス２７を標準
装備するとしており、またキャリヤには最
大積載能力及び幼児座席取付けの可否を表
示するとしている。

 2016-0658

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/31

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 自転車（電動アシスト車、
幼児座席付）

PC26（PASリトルモアリチウ
ム）

ヤマハ発動機（株）

使用期間：約８年６か月

 
製造事業者

（受付:2016/07/05）

( G3 )( 軽傷 )

　車いすを使用中、前輪が足にあた
り、打撲を負った。

　事故品に不具合は認められず、前輪に足が
当たり続けて打撲になるような状態を再現す
ることができなかった。また、事故時の詳細
な使用状況が確認できないため、原因の特定
はできなかった。

　製造事業者は、被害者の誤った使用方法
による事故とみているため、措置はとらな
かった。

 2016-0073

テ
キ
ス
ト
2

2016/01/14

テ
キ
ス

（事故発生地）

香川県

 車いす

使用期間：約１日

 
消費者センター

（受付:2016/04/13）

( G1 )( 軽傷 )

　入浴用の車いすに座ったところ、転
倒し、腰椎を骨折した。

　被害者が一人で車いすから事故品に乗り移
る際にバランスを崩し転倒したと考えられる
が、事故時の詳細な使用状況が不明であるた
め、原因の特定はできなかった。

　製造事業者は、被害者の誤った使用方法
による事故とみているため、既販品に対す
る措置はとらなかったが、現在の取扱説明
書の内容を見直し、補足説明を書き加える
こととした。

 2016-0072

テ
キ
ス
ト
2

2016/03/12

テ
キ
ス

（事故発生地）

香川県

 車いす（入浴用）

使用期間：約２日

 
消費者センター

（受付:2016/04/13）

( G1 )( 重傷 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　05.乗物・乗物用品

No. 0098

　入浴用の車いすを使用中、突然折り
畳まれたために要介護者が転落し、軽
傷を負った。

　事故品を使用中に折り畳みロック機構の
ロックが外れて座面が折り畳まれたため、要
介護者が転倒したものと推定されるが、容易
にロックが外れる構造ではなく、折り畳まれ
た経緯は不明であり、原因の特定はできな
かった。

　製造事業者は、設計変更によりロック機
構の構造を変更するとともに、２００８
（平成２０）年３月より販売先に告知し、
既販品について折り畳み機能をなくすか
ロック機構を改善する部品交換を実施して
いる。

 2015-0916

テ
キ
ス
ト
2

2008/08/12

テ
キ
ス

（事故発生地）

高知県

 車いす（入浴用）

SC-150

（株）いうら

使用期間：約１年８か月

 
製造事業者

（受付:2015/08/05）

( G3 )( 軽傷 )

　入浴用の車いすを使用中、突然折り
畳まれたために要介護者が転落し、軽
傷を負った。

　事故品を使用中に折り畳みロック機構の
ロックが外れて座面が折り畳まれたため、要
介護者が転倒したものと推定されるが、容易
にロックが外れる構造ではなく、折り畳まれ
た経緯は不明であり、原因の特定はできな
かった。

　製造事業者は、設計変更によりロック機
構の構造を変更するとともに、２００８
（平成２０）年３月より販売先に告知し、
既販品について折り畳み機能をなくすか
ロック機構を改善する部品交換を実施して
いる。

 2015-0917

テ
キ
ス
ト
2

2012/08/20

テ
キ
ス

（事故発生地）

北海道

 車いす（入浴用）

SC-150

（株）いうら

使用期間：約５年６か月

 
製造事業者

（受付:2015/08/05）

( G3 )( 軽傷 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　06.身のまわり品

No. 0099

　ウエットティッシュを化粧落としと
して使用したところ、顔に皮膚炎を発
症した。

　パッチテストの結果、当該製品に含有され
ている５－クロロ－２－メチル－４－イソチ
アゾリン－３－オン（防腐剤）との接触によ
り、アレルギー性接触皮膚炎を発症したもの
と推定される。
　なお、本体ラベルには、日用品の除菌・清
拭用である旨、及び肌に合わない場合は使用
しない旨、注意表示されていた。

　輸入事業者は、被害者の不注意とみられ
る事故であるため、措置はとらなかった。

 2016-0504

テ
キ
ス
ト
2

2013/01/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

山口県

 ウエットティッシュ（清掃
用）

使用期間：不　明

 
医療機関

（受付:2016/06/22）

( E2 )( 軽傷 )

　ケースからドリルの刃を取りだそう
としたところ、ふたで指を挟み、軽傷
を負った。

　長期使用（製造後約１０年）に伴い、樹脂
製の中間ストッパー部が摩耗し、ふたの保持
力が低下したことから、被害者がドリルの刃
を取り出そうとした際に、意図せずふたが閉
じて、指を挟み、軽傷を負ったものと推定さ
れる。
　なお、本体及び取扱説明書に「ケースのふ
たが意図せず閉じて指を挟むことがある」旨
の記載がなかった。

　ブランド事業者は次期生産品から、本体
に「指はさみ等のケガに注意する」旨、記
載するとともに、ふたが意図せず閉じない
ように、内部のドリルを挿して収納する部
分に支えを追加した製品に変更することと
した。

 2016-0381

テ
キ
ス
ト
2

2016/03/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 ケース（ドリル刃用）

C-25（三菱マテリアル（株）ブ
ランド）

東洋スチール（株）

使用期間：不　明

 
製造事業者

（受付:2016/06/03）

( A4 )( 軽傷 )

　携帯電話機（スマートフォン）を近
くに置いて就寝したところ、スマート
フォンのケースから液体が漏れ、背中
に皮膚炎を発症した。

　当該製品は、２重のポリカーボネート樹脂
（透明）の間に親油性（無色）及び親水性
（着色）の液体が封入されており、混合しな
い２液の流動を鑑賞する構造であった。事故
品に封入されていた液体成分（鉱油、プロピ
レングリコール等）に接触したことで皮膚炎
を発症したものと考えられるが、事故品が入
手できず、封入液が漏れ出た原因の特定はで
きなかった。

　輸入事業者は、事故原因が不明であるた
め、既販品に対する措置はとらなかった。
　なお、ホームページ上での当該製品の販
売を中止するとともに、販売事業者に対
し、事故発生に関する情報提供を行った。

 2015-2698

テ
キ
ス
ト
2

2016/02/25

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 ケース（携帯電話用）

使用期間：約４か月

 
輸入事業者

（受付:2016/03/08）

( G1 )( 軽傷 )

　充電中のバッテリー付近から出火
し、周辺を焼損した。

　バッテリーが過充電状態となり、異常発熱
して焼損したものと考えられるが、焼損が著
しく、詳細な使用状況等が不明であり、原因
の特定はできなかった。

　製造事業者等が不明であるため、措置は
とれなかった。

 2016-0508

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/13

テ
キ
ス

（事故発生地）

群馬県

 バッテリー（リチウムイオ
ン、電動エアガン用）

使用期間：不　明

 
消防機関

（受付:2016/06/22）

( G1 )( 拡大被害 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　06.身のまわり品

No. 0100

　充電中のバッテリー付近から出火
し、周辺を焼損した。

　バッテリーから出火した可能性が考えられ
るが、焼損が著しく、原因の特定はできな
かった。

　輸入事業者が不明であるため、措置はと
れなかった。

 2016-1013

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/16

テ
キ
ス

（事故発生地）

愛知県

 バッテリー（リチウムポリ
マー、ラジコン用）

使用期間：約３年

 
消防機関

（受付:2016/08/22）

( G1 )( 拡大被害 )

　使用中のノートパソコンの後部付近
から火が出て、周辺を焼損した。

　セル製造時に異物（鉄、ニッケル）が混入
したため、電極間で内部短絡が生じて異常発
熱し、発火して焼損したものと推定される。

　製造事業者は、他に同種事故発生の情報
はないことから、既販品に対する措置はと
らないが、今後の事故発生状況を注視し、
必要に応じて対応することとした。
　なお、２０１５（平成２７）年４月から
異物混入に対し品質管理の強化を実施して
いる。

 2016-0732

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/27

テ
キ
ス

（事故発生地）

福岡県

 バッテリーパック（リチウ
ムイオン、ノートパソコン
用）

CP293561-02（FMVNP8XER
用）

富士通（株）（現　富士通クラ
イアントコンピューティング
（株））

使用期間：不　明

 
製造事業者

（受付:2016/07/12）

( A3 )( 拡大被害 )

　使用中のノートパソコンのバッテ
リーパックから発煙し、ノートパソコ
ンが焦げた。（Ａ２０１５００１５１
と同一事故）

　非純正品のバッテリーパック内部の制御基
板で、パターン間の短絡またはトランジス
ター（ＭＯＳＦＥＴ）の故障により異常発熱
し、外郭樹脂を焼損したものと推定される
が、制御基板の焼損が著しく、原因の特定は
できなかった。

　輸入事業者が不明であるため、措置はと
れなかった。

 2015-0450

テ
キ
ス
ト
2

2015/05/25

テ
キ
ス

（事故発生地）

千葉県

 バッテリーパック（リチウ
ムイオン、ノートパソコン
用）

不明

不明

使用期間：約１年

 
消防機関

国の行政機関

（受付:2015/06/01）

( G3 )( 拡大被害 )

　ノートパソコン付近から火が出て、
周辺を焼損した。

　バッテリー内部で短絡が生じて異常発熱
し、焼損したものと推定されるが、内部短絡
が生じた原因の特定はできなかった。

　製造事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらないが、今後の事故発生状
況を注視し、必要に応じて対応することと
した。
　なお、当該製品は既に生産を終了してい
る。

 2016-0647

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

兵庫県

 バッテリーパック（リチウ
ムイオン、ノートパソコン
用）

FMV5MRL2用

富士通（株）（現　富士通クラ
イアントコンピューティング
（株））

使用期間：約１２年

 
製造事業者

（受付:2016/07/01）

( G3 )( 拡大被害 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　06.身のまわり品

No. 0101

　ネット通販で購入した無線ＬＡＮ
ルーターを鞄の中に入れていたとこ
ろ、バッテリーが発熱・発煙し、かば
んの中が焼損した。

　バッテリーに外力が加わって内部短絡が生
じ、発熱・発煙したものと考えられるが、詳
細な使用状況等が不明であり、原因の特定は
できなかった。

　輸入事業者は、製品に起因しない事故と
みているため、措置はとらなかった。

 2016-0222

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/02

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 バッテリーパック（リチウ
ムイオン、無線ＬＡＮルー
ター用）

使用期間：未使用

 
輸入事業者

（受付:2016/05/11）

( G1 )( 拡大被害 )

　車庫に置いていたマッチが焼損して
いた。

　当該製品は、頭薬に塩素酸カリウム及び硫
黄、側薬にリンを用いたマッチであり、加熱
試験の結果、約３００℃で発火したことか
ら、振動・摩擦等の他の要因により発火した
可能性が考えられるが、詳細な保管状況等は
不明であり、原因の特定はできなかった。

　製造事業者等は不明であった。 2016-0423

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/03

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 マッチ

使用期間：未使用

 
消防機関

（受付:2016/06/09）

( G1 )( 製品破損 )

　電子レンジで加熱していたゆたんぽ
を取り出そうとしたところ、破裂し、
両手に火傷を負った。

　同等品を用いて加熱試験を行った結果、取
扱説明書どおりの加熱方法（６００Ｗ／表裏
を入れ替えて３分ずつ加熱）では破裂しない
ことから、過加熱により容器が破裂した可能
性が考えられるが、詳細な使用状況は不明で
あり、事故品が既に廃棄されていることか
ら、原因の特定はできなかった。

　製造事業者は、事故原因が不明であるた
め、措置はとらなかった。

 2016-0412

テ
キ
ス
ト
2

2016/02/28

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 ゆたんぽ（電子レンジ加熱
式）

使用期間：約３か月

 
製造事業者

（受付:2016/06/08）

( G1 )( 軽傷 )

　使用中のポータブルラジオから異音
がし、装填していた乾電池が破裂し
た。

　過放電により内圧が上昇して安全弁が動作
した際に、電解液の漏出と破裂音が生じたも
のと考えられるが、詳細な使用状況等が不明
であり、原因の特定はできなかった。

　輸入事業者は、製品に起因しない事故と
みているため、措置はとらなかった。

 2016-0385

テ
キ
ス
ト
2

2016/02/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 乾電池（アルカリ単３形）

使用期間：不　明

 
消費者センター

（受付:2016/06/06）

( G1 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　06.身のまわり品

No. 0102

　リモコンの乾電池を交換しようとし
たところ、破裂し、内容物が目に入っ
た。

　事故品の外装フィルムが破れたため、リモ
コンの電池ボックスの負極端子（コイルスプ
リング）の先端が事故品の負極と正極の隙間
に入り、短絡して発熱し、電解液が安全弁か
ら漏出したものと考えられるが、詳細な使用
状況等が不明であり、外装フィルムが破れた
原因の特定はできなかった。

　輸入事業者は、事故原因が不明であるた
め、既販品に対する措置はとらなかった。
　なお、現行品は、電池負極端子周囲の溝
部に絶縁リングを設置した構造に変更して
いる。

 2016-0314

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/07

テ
キ
ス

（事故発生地）

北海道

 乾電池（アルカリ単４形）

使用期間：約６か月

 
消費者センター

（受付:2016/05/25）

( G1 )( 軽傷 )

　使用後の簡易ガスライターを上着の
ポケットに入れていたところ、上着か
ら火が出て、腹部に火傷を負った。

　事故品のふたと点火レバーの間に異物（φ
約１．５ｍｍの砂）が挟まっていたこと、同
等品を用いて確認試験をしたところ事故事象
が再現したことから、異物により点火レバー
の正常な動作が阻害され、残火が発生したも
のと推定される。
　なお、本体ラベルには、消火を確認する
旨、及び異物混入のないことを確認する旨
が、記載されていた。

　輸入事業者は、被害者の不注意とみられ
る事故であるため、措置はとらなかった。

 2016-0513

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/29

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 簡易ガスライター（圧電
式）

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/06/23）

( E2 )( 軽傷 )

　サンダルを履いていたところ、接触
部分に皮膚炎を発症した。

　被害者は、事故品によるパッチテストで陽
性反応を示したことから、当該製品に含まれ
る成分により皮膚炎を発症したものと考えら
れるが、事故品から、症状を引き起こす可能
性の高い物質は検出されず、原因物質の特定
はできなかった。
　なお、輸入事業者から報告書提出の協力は
得られなかった。

　輸入事業者の協力を得られず、措置はと
れなかった。

 2015-2674

テ
キ
ス
ト
2

2013/05/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

茨城県

 靴（サンダル）

使用期間：不　明

 
医療機関

（受付:2016/03/04）

( F2 )( 軽傷 )

　自転車で走行中、靴底の凹みにペダ
ルが入って抜けなくなり、バランスを
崩して転倒し、軽傷を負った。

　事故品ソールの凹み部分が自転車のペダル
にはまり込むという事象が再現できないこと
から、ソールの凹み部分がペダルに引っ掛か
り、ペダルから足を踏み外して事故に至った
と考えられるが、事故発生時の詳細状況が不
明であり、事故原因の特定には至らなかっ
た。

　輸入事業者は、製品に起因しない事故と
みているため、措置はとらなかった。

 2016-0637

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/23

テ
キ
ス

（事故発生地）

愛媛県

 靴（スニーカー）

使用期間：約５日

 
輸入事業者

（受付:2016/06/30）

( G1 )( 軽傷 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　06.身のまわり品

No. 0103

　靴を履いていたところ、接触部分に
皮膚炎を発症した。

　被害者は、事故品によるパッチテストで陽
性反応を示したことから、当該製品に含まれ
る成分により皮膚炎を発症したものと考えら
れるが、事故品から、症状を引き起こす可能
性の高い物質は検出されず、原因物質の特定
はできなかった。

　製造事業者は、被害者の感受性によるも
のとみられる事故であるため、措置はとら
なかった。

 2015-2676

テ
キ
ス
ト
2

2013/05/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

茨城県

 靴（女性用）

使用期間：不　明

 
医療機関

（受付:2016/03/04）

( F2 )( 軽傷 )

　未使用の接着剤の容器が割れ、内容
物が飛び散った。

　当該製品は、接着剤の温度が低い状態でガ
ラス製容器に充てんされたため、保管時等の
温度上昇により接着剤の体積が膨張してガラ
ス製容器が破損したものと推定される。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
３月１４日付けで新聞、店頭及びホーム
ページに告知を掲載して、製品の回収を
行っている。
　なお、今後の製品については、品質管理
の強化方法及び容器サイズの変更を検討す
ることとした。

 2015-2655

テ
キ
ス
ト
2

2016/02/14

テ
キ
ス

（事故発生地）

福岡県

 接着剤（ガラス製容器入
り）

プラモデル用30mlびん CA-216

セメダイン（株）

使用期間：未使用

 
製造事業者

（受付:2016/03/01）

( A3 )( 製品破損 )

　未使用の接着剤の容器が割れ、内容
物が飛び散った。

　当該製品は、接着剤の温度が低い状態でガ
ラス製容器に充てんされたため、保管時等の
温度上昇により接着剤の体積が膨張してガラ
ス製容器が破損したものと推定される。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
３月１４日付けで新聞、店頭及びホーム
ページに告知を掲載して、製品の回収を
行っている。
　なお、今後の製品については、品質管理
の強化方法及び容器サイズの変更を検討す
ることとした。

 2015-2799

テ
キ
ス
ト
2

2016/03/06

テ
キ
ス

（事故発生地）

愛知県

 接着剤（ガラス製容器入
り）

プラモデル用30mlびん CA-216

セメダイン（株）

使用期間：未使用

 
製造事業者

（受付:2016/03/22）

( A3 )( 製品破損 )

　未使用の接着剤の容器が割れ、内容
物が飛び散った。

　当該製品は、接着剤の温度が低い状態でガ
ラス製容器に充てんされたため、保管時等の
温度上昇により接着剤の体積が膨張してガラ
ス製容器が破損したものと推定される。

　製造事業者は、２０１６（平成２８）年
３月１４日付けで新聞、店頭及びホーム
ページに告知を掲載して、製品の回収を
行っている。
　なお、今後の製品については、品質管理
の強化方法及び容器サイズの変更を検討す
ることとした。

 2015-2800

テ
キ
ス
ト
2

2016/03/06

テ
キ
ス

（事故発生地）

山口県

 接着剤（ガラス製容器入
り）

プラモデル用30mlびん CA-216

セメダイン（株）

使用期間：未使用

 
製造事業者

（受付:2016/03/22）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　06.身のまわり品

No. 0104

　未使用の接着剤の容器が割れ、内容
物が飛び散った。

　当該製品は、接着剤の温度が低い状態でガ
ラス製容器に充てんされたため、保管時等の
温度上昇により接着剤の体積が膨張してガラ
ス製容器が破損したものと推定される。

　製造事業者は、同様の事故が発生してい
る他の型式製品については社告・回収を
行っているものの、当該型式製品にあって
は容器破損に至るほどの膨張はまれとみて
いることから、既販品に対する措置はとら
なかった。
　なお、今後の製品については、品質管理
の強化方法及び容器サイズの変更を検討す
ることとした。

 2016-0268

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/02

テ
キ
ス

（事故発生地）

愛媛県

 接着剤（ガラス製容器入
り）

ABS用30mlびん CA-243

セメダイン（株）

使用期間：未使用

 
製造事業者

（受付:2016/05/18）

( A3 )( 製品破損 )

　未使用の接着剤の容器が割れ、内容
物が飛び散った。

　当該製品は、接着剤の温度が低い状態でガ
ラス製容器に充てんされたため、保管時等の
温度上昇により接着剤の体積が膨張してガラ
ス製容器が破損したものと推定される。

　製造事業者は、同様の事故が発生してい
る他の型式製品については社告・回収を
行っているものの、当該型式製品にあって
は容器破損に至るほどの膨張はまれとみて
いることから、既販品に対する措置はとら
なかった。
　なお、今後の製品については、品質管理
の強化方法及び容器サイズの変更を検討す
ることとした。

 2016-0269

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/08

テ
キ
ス

（事故発生地）

佐賀県

 接着剤（ガラス製容器入
り）

塩ビパイプ用30mlびん CA-123

セメダイン（株）

使用期間：未使用

 
製造事業者

（受付:2016/05/18）

( A3 )( 製品破損 )

　未使用の接着剤の容器が割れ、内容
物が飛び散った。

　当該製品は、接着剤の温度が低い状態でガ
ラス製容器に充てんされたため、保管時等の
温度上昇により接着剤の体積が膨張してガラ
ス製容器が破損したものと推定される。

　製造事業者は、同様の事故が発生してい
る他の型式製品については社告・回収を
行っているものの、当該型式製品にあって
は容器破損に至るほどの膨張はまれとみて
いることから、既販品に対する措置はとら
なかった。
　なお、今後の製品については、品質管理
の強化方法及び容器サイズの変更を検討す
ることとした。

 2016-0270

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

佐賀県

 接着剤（ガラス製容器入
り）

塩ビパイプ用30mlびん CA-123

セメダイン（株）

使用期間：未使用

 
製造事業者

（受付:2016/05/18）

( A3 )( 製品破損 )

　子供が帽子をかぶって遊具で遊んで
いたところ、遊具に頭をぶつけて裂傷
を負った。

　事故品のスナップボタン及び汗取りバンド
に裂傷を引き起こす様な異常は認められず、
同種の事故の発生もないことから、遊具に頭
をぶつけて裂傷を負ったものと推定される。
　

　輸入事業者は、偶発的な事故であるもの
の、万全を期すために２０１６（平成
２８）年８月１２日付けでホームページに
社告を掲載し、製品回収を実施している。

 2016-0870

テ
キ
ス
ト
2

2016/07/24

テ
キ
ス

（事故発生地）

徳島県

 帽子（子供用）

キッズサンシールドキャップ 
NNJ01601

（株）ゴールドウイン

使用期間：約１か月

 
輸入事業者

（受付:2016/08/02）

( F1 )( 軽傷 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　06.身のまわり品

No. 0105

　腕時計を装着したところ、ベルトと
の接触部分に皮膚炎を発症した。

　被害者は、事故品によるパッチテストで陽
性反応を示したことから、当該製品に含まれ
る成分により皮膚炎を発症したものと考えら
れるが、事故品から、症状を引き起こす可能
性の高い物質は検出されず、原因物質の特定
はできなかった。
　なお、輸入事業者から報告書提出の協力は
得られなかった。

　輸入事業者は、被害者の感受性によるも
のとみられる事故であるため、措置はとら
なかった。

 2015-1192

テ
キ
ス
ト
2

2015/04/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 腕時計

使用期間：約１か月１４回

 
医療機関

（受付:2015/09/02）

( F2 )( 軽傷 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　07.保健衛生用品

No. 0106

　眼鏡を使用したところ、先セルの接
触部分に皮膚炎を発症した。

　被害者は、事故品の先セル及び当該部品か
ら検出された油溶性染料（Ｃ．Ｉ．Ｓｏｌｖ
ｅｎｔＯｒａｎｇｅ６０）によるパッチテス
トで陽性を示したことから、当該染料との断
続的な接触により、アレルギー性接触皮膚炎
を発症したものと推定される。

　製造事業者は、被害者の感受性によるも
のとみられる事故であるため、既販品に対
する措置はとらなかった。
　なお、当該製品の販売を中止し、店頭在
庫品を回収することとした。

 2016-0274

テ
キ
ス
ト
2

2016/02/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 眼鏡（フレーム）

使用期間：約１か月１５日

 
医療機関

（受付:2016/05/19）

( F2 )( 軽傷 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　08.レジャー用品

No. 0107

　キックスケーターの前輪を交換して
いたところ、突然前輪が抜け、口元に
当たり軽傷を負った。

　事故品の前ホーク先端と前輪の接合部のは
め合いがきつかったために、前輪が前ホーク
から抜けにくくなり、被害者が交換のために
前輪を強く引っ張った際、前輪が急に抜けた
ことによって負傷したものと推定される。

　輸入事業者は、前輪と前ホークの接合部
を抜けやすい構造に改良するとともに、製
造段階で行う前輪差込部と前ホークの嵌合
の検査を強化することとした。また、取扱
説明書に「前輪組み替え時に抜きにくい場
合がある」旨の注意喚起をする予定である
ほか、在庫品について前輪と前ホークの嵌
合に異常がないか検査を行った。

 2015-2476

テ
キ
ス
ト
2

2015/12/30

テ
キ
ス

（事故発生地）

茨城県

 キックスケーター

AVIGO 
SKU#4889975/MFR#5F62A47

日本トイザらス（株）

使用期間：約３日

 
輸入事業者

（受付:2016/02/12）

( A3 )( 軽傷 )

　サッカー用のキーパーグローブを使
用していたところ、接触部分に皮膚炎
を発症した。

　被害者は、事故品によるパッチテストで陽
性反応を示したことから、事故品に含まれる
成分により皮膚炎を発症したものと考えられ
るが、事故品から検出された物質によるパッ
チテストは陰性であり、原因物質の特定はで
きなかった。

　輸入事業者は、被害者の感受性によるも
のとみられる事故であるため、措置はとら
なかった。

 2015-2499

テ
キ
ス
ト
2

2013/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

新潟県

 グローブ（サッカー用）

使用期間：不　明

 
医療機関

（受付:2016/02/15）

( F2 )( 軽傷 )

　ゴルフクラブを使用中、グリップ部
でシャフトが折れ、指に軽傷を負っ
た。

　グリップエンド部から水が浸入し、シャフ
トの内面から腐食が進行して強度が低下し、
スイング時の衝撃でグリップ部分からシャフ
トが折損したものと考えられるが、詳細な使
用状況が不明であるため、原因の特定はでき
なかった。

　製造事業者は、製品に起因しない事故で
あるため、措置はとらなかった。

 2015-2507

テ
キ
ス
ト
2

2015/11/18

テ
キ
ス

（事故発生地）

高知県

 ゴルフクラブ（ウェッジ）

使用期間：約４年６か月

 
製造事業者

（受付:2016/02/16）

( G1 )( 軽傷 )

　ネット通販で購入した運動器具を使
用中、腹部に火傷を負った。

　パッド面上の端子金具に貼られていた絶縁
シールの粘着力が弱かったため、使用した際
に絶縁シールが剥がれて端子金具が皮膚に触
れ、発赤が生じたものと推定される。

　輸入事業者は、既販品に対する措置はと
らないが、使用者から連絡があれば製品交
換している。
　なお、２０１６（平成２８）年７月下旬
の輸入分からは、粘着力が強く面積が大き
い絶縁シールに変更している。

 2016-0089

テ
キ
ス
ト
2

2016/03/18

テ
キ
ス

（事故発生地）

兵庫県

 運動器具（ＥＭＳ機器）

AB GYMNIC

（株）アクセル

使用期間：１回

 
消費者センター

（受付:2016/04/15）

( A1 )( 軽傷 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　08.レジャー用品

No. 0108

　使用中のエクササイズバンドが破断
し、目に当たってけがを負った。

　当該製品は、長さ約４５ｃｍのオレフィン
系熱可塑性エラストマーバンドで、両端を手
や足で保持してストレッチに供するもので
あった。被害者は、事故品の一端を固定し、
１ｍ以上離れた位置で他端を持ってボート漕
ぎ運動に供していたことから、過大な伸びが
繰り返し加わったため、亀裂が生じて伸展
し、破断したものと推定される。
　なお、取扱説明書には、必要以上に引っ張
らない旨、注意表示されていた。

　輸入事業者は、被害者の不注意とみられ
る事故であるため、既販品に対する措置は
とらなかった。
　なお、今後の製品については、取扱説明
書に「手足以外はかけない」等の注意表示
を追加した。

 2016-0759

テ
キ
ス
ト
2

2016/06/07

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 運動器具（エクササイズバ
ンド）

使用期間：約５か月４日

 
輸入事業者

（受付:2016/07/13）

( E2 )( 軽傷 )

　銃型の玩具を使用中、玩具の弾が幼
児の目に当たり、軽傷を負った。

　事故品は、圧縮空気の力によって弾が勢い
よく飛び出し、その勢いが５ｍまで維持され
るため、被害者に向けて放った弾が３ｍから
５ｍの範囲内で被害者の眼を直撃したことが
事故の原因と推定される。
　なお、取扱説明書と製品本体に人に向けて
撃たない旨の注意表示と眼や顔に向けて撃た
ない旨の警告表示がある。

　製造事業者は、被害者の誤った使用方法
であるため、措置はとらなかった。

 2016-0284

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/17

テ
キ
ス

（事故発生地）

大阪府

 玩具（銃型）

使用期間：約１７日

 
輸入事業者

（受付:2016/05/20）

( E1 )( 軽傷 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　09.乳幼児用品

No. 0109

　乳母車に座っていた乳児がフロント
ガード付近を噛んだところ、歯が１本
抜けた。

　保護者は乳児に肩ベルトを装着せず事故品
を使用していたため、乳児はフロントガード
の開閉ボタンまで上半身を傾倒することがで
き、当該ボタンを噛んだ歯がボタンの凹部と
干渉して抜けたものと推定される。
　なお、取扱説明書及び製品本体には、「肩
ベルトを必ず装着する」「子どもから目を離
さない」旨、注意表記されている。

　輸入事業者は、保護者の誤った使用方法
による事故であると判断したため、措置は
とらなかった。

 2016-0377

テ
キ
ス
ト
2

2016/05/12

テ
キ
ス

（事故発生地）

新潟県

 乳母車（折り畳み式）

使用期間：約７か月

 
輸入事業者

（受付:2016/06/02）

( E1 )( 軽傷 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　10.繊維製品

No. 0110

　ズボンを着用したところ、皮膚炎を
発症した。

　当該製品には、５－クロロ－２－（２，４
－ジクロロフェノキシ）フェノール／トリク
ロサン、４，５－ジクロロ－２－ｎ－オクチ
ル－４－イソチアゾリン－３－オン／ＤＣＯ
ＩＴ等の感作性物質や、刺激性物質が抗菌加
工剤等として含有されていたことから、これ
ら物質に接触したことによって皮膚炎を発症
したものと推定される。
　なお、輸入事業者は、これらの物質が含有
されていることを認識していなかった。

　輸入事業者は、当該製品の販売を中止
し、２０１５（平成２７）年７月８日付け
ホームページに社告を掲載し、店頭に告知
するとともに、顧客に個別に通知して、製
品の回収を行っている。
　なお、以降の取扱製品について、使用化
学物質を把握し、安全性を確認する等、品
質管理の強化を行っている。

 2016-1101

テ
キ
ス
ト
2

2015/06/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

静岡県

 衣類（ズボン、女性用）

Good Day Body Cooler 510824

（株）イトーヨーカ堂

使用期間：約３回

 
輸入事業者

（受付:2016/09/07）

( A3 )( 軽傷 )

　ズボンを着用したところ、皮膚炎を
発症した。

　当該製品には、５－クロロ－２－（２，４
－ジクロロフェノキシ）フェノール／トリク
ロサン、４，５－ジクロロ－２－ｎ－オクチ
ル－４－イソチアゾリン－３－オン／ＤＣＯ
ＩＴ等の感作性物質や、刺激性物質が抗菌加
工剤等として含有されていたことから、これ
ら物質に接触したことによって皮膚炎を発症
したものと推定される。
　なお、輸入事業者は、これらの物質が含有
されていることを認識していなかった。

　輸入事業者は、当該製品の販売を中止
し、２０１５（平成２７）年７月８日付け
ホームページに社告を掲載し、店頭に告知
するとともに、顧客に個別に通知して、製
品の回収を行っている。
　なお、以降の取扱製品について、使用化
学物質を把握し、安全性を確認する等、品
質管理の強化を行っている。

 2016-1102

テ
キ
ス
ト
2

2015/07/07

テ
キ
ス

（事故発生地）

宮城県

 衣類（ズボン、女性用）

Good Day Body Cooler 510825

（株）イトーヨーカ堂

使用期間：１回

 
輸入事業者

（受付:2016/09/07）

( A3 )( 軽傷 )

　ズボンを着用したところ、皮膚炎を
発症した。

　当該製品には、５－クロロ－２－（２，４
－ジクロロフェノキシ）フェノール／トリク
ロサン、４，５－ジクロロ－２－ｎ－オクチ
ル－４－イソチアゾリン－３－オン／ＤＣＯ
ＩＴ等の感作性物質や、刺激性物質が抗菌加
工剤等として含有されていたことから、これ
ら物質に接触したことによって皮膚炎を発症
したものと推定される。
　なお、輸入事業者は、これらの物質が含有
されていることを認識していなかった。

　輸入事業者は、当該製品の販売を中止
し、２０１５（平成２７）年７月８日付け
ホームページに社告を掲載し、店頭に告知
するとともに、顧客に個別に通知して、製
品の回収を行っている。
　なお、以降の取扱製品について、使用化
学物質を把握し、安全性を確認する等、品
質管理の強化を行っている。

 2016-1103

テ
キ
ス
ト
2

2015/06/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

宮城県

 衣類（ズボン、女性用）

Good Day Body Cooler 510823

（株）イトーヨーカ堂

使用期間：１回

 
輸入事業者

（受付:2016/09/07）

( A3 )( 軽傷 )

　ズボンを着用したところ、皮膚炎を
発症した。

　当該製品には、５－クロロ－２－（２，４
－ジクロロフェノキシ）フェノール／トリク
ロサン、４，５－ジクロロ－２－ｎ－オクチ
ル－４－イソチアゾリン－３－オン／ＤＣＯ
ＩＴ等の感作性物質や、刺激性物質が抗菌加
工剤等として含有されていたことから、これ
ら物質に接触したことによって皮膚炎を発症
したものと推定される。
　なお、輸入事業者は、これらの物質が含有
されていることを認識していなかった。

　輸入事業者は、当該製品の販売を中止
し、２０１５（平成２７）年７月８日付け
ホームページに社告を掲載し、店頭に告知
するとともに、顧客に個別に通知して、製
品の回収を行っている。
　なお、以降の取扱製品について、使用化
学物質を把握し、安全性を確認する等、品
質管理の強化を行っている。

 2016-1104

テ
キ
ス
ト
2

2015/07/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

埼玉県

 衣類（ズボン、女性用）

Good Day Body Cooler 510825

（株）イトーヨーカ堂

使用期間：１回

 
輸入事業者

（受付:2016/09/07）

( A3 )( 軽傷 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　10.繊維製品

No. 0111

　ズボンを着用したところ、皮膚炎を
発症した。

　当該製品には、５－クロロ－２－（２，４
－ジクロロフェノキシ）フェノール／トリク
ロサン、４，５－ジクロロ－２－ｎ－オクチ
ル－４－イソチアゾリン－３－オン／ＤＣＯ
ＩＴ等の感作性物質や、刺激性物質が抗菌加
工剤等として含有されていたことから、これ
ら物質に接触したことによって皮膚炎を発症
したものと推定される。
　なお、輸入事業者は、これらの物質が含有
されていることを認識していなかった。

　輸入事業者は、当該製品の販売を中止
し、２０１５（平成２７）年７月８日付け
ホームページに社告を掲載し、店頭に告知
するとともに、顧客に個別に通知して、製
品の回収を行っている。
　なお、以降の取扱製品について、使用化
学物質を把握し、安全性を確認する等、品
質管理の強化を行っている。

 2016-1105

テ
キ
ス
ト
2

2015/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

埼玉県

 衣類（ズボン、女性用）

Good Day Body Cooler 510823

（株）イトーヨーカ堂

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/09/07）

( A3 )( 軽傷 )

　ズボンを着用したところ、皮膚炎を
発症した。

　当該製品には、５－クロロ－２－（２，４
－ジクロロフェノキシ）フェノール／トリク
ロサン、４，５－ジクロロ－２－ｎ－オクチ
ル－４－イソチアゾリン－３－オン／ＤＣＯ
ＩＴ等の感作性物質や、刺激性物質が抗菌加
工剤等として含有されていたことから、これ
ら物質に接触したことによって皮膚炎を発症
したものと推定される。
　なお、輸入事業者は、これらの物質が含有
されていることを認識していなかった。

　輸入事業者は、当該製品の販売を中止
し、２０１５（平成２７）年７月８日付け
ホームページに社告を掲載し、店頭に告知
するとともに、顧客に個別に通知して、製
品の回収を行っている。
　なお、以降の取扱製品について、使用化
学物質を把握し、安全性を確認する等、品
質管理の強化を行っている。

 2016-1106

テ
キ
ス
ト
2

2015/06/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 衣類（ズボン、女性用）

Good Day Body Cooler 510823

（株）イトーヨーカ堂

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/09/07）

( A3 )( 軽傷 )

　ズボンを着用したところ、皮膚炎を
発症した。

　当該製品には、５－クロロ－２－（２，４
－ジクロロフェノキシ）フェノール／トリク
ロサン、４，５－ジクロロ－２－ｎ－オクチ
ル－４－イソチアゾリン－３－オン／ＤＣＯ
ＩＴ等の感作性物質や、刺激性物質が抗菌加
工剤等として含有されていたことから、これ
ら物質に接触したことによって皮膚炎を発症
したものと推定される。
　なお、輸入事業者は、これらの物質が含有
されていることを認識していなかった。

　輸入事業者は、当該製品の販売を中止
し、２０１５（平成２７）年７月８日付け
ホームページに社告を掲載し、店頭に告知
するとともに、顧客に個別に通知して、製
品の回収を行っている。
　なお、以降の取扱製品について、使用化
学物質を把握し、安全性を確認する等、品
質管理の強化を行っている。

 2016-1107

テ
キ
ス
ト
2

2015/05/30

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 衣類（ズボン、女性用）

Good Day Body Cooler 510824

（株）イトーヨーカ堂

使用期間：１回

 
輸入事業者

（受付:2016/09/07）

( A3 )( 軽傷 )

　ズボンを着用したところ、皮膚炎を
発症した。

　当該製品には、５－クロロ－２－（２，４
－ジクロロフェノキシ）フェノール／トリク
ロサン、４，５－ジクロロ－２－ｎ－オクチ
ル－４－イソチアゾリン－３－オン／ＤＣＯ
ＩＴ等の感作性物質や、刺激性物質が抗菌加
工剤等として含有されていたことから、これ
ら物質に接触したことによって皮膚炎を発症
したものと推定される。
　なお、輸入事業者は、これらの物質が含有
されていることを認識していなかった。

　輸入事業者は、当該製品の販売を中止
し、２０１５（平成２７）年７月８日付け
ホームページに社告を掲載し、店頭に告知
するとともに、顧客に個別に通知して、製
品の回収を行っている。
　なお、以降の取扱製品について、使用化
学物質を把握し、安全性を確認する等、品
質管理の強化を行っている。

 2016-1108

テ
キ
ス
ト
2

2015/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 衣類（ズボン、女性用）

Good Day Body Cooler 510823

（株）イトーヨーカ堂

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/09/07）

( A3 )( 軽傷 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　10.繊維製品

No. 0112

　ズボンを着用したところ、皮膚炎を
発症した。

　当該製品には、５－クロロ－２－（２，４
－ジクロロフェノキシ）フェノール／トリク
ロサン、４，５－ジクロロ－２－ｎ－オクチ
ル－４－イソチアゾリン－３－オン／ＤＣＯ
ＩＴ等の感作性物質や、刺激性物質が抗菌加
工剤等として含有されていたことから、これ
ら物質に接触したことによって皮膚炎を発症
したものと推定される。
　なお、輸入事業者は、これらの物質が含有
されていることを認識していなかった。

　輸入事業者は、当該製品の販売を中止
し、２０１５（平成２７）年７月８日付け
ホームページに社告を掲載し、店頭に告知
するとともに、顧客に個別に通知して、製
品の回収を行っている。
　なお、以降の取扱製品について、使用化
学物質を把握し、安全性を確認する等、品
質管理の強化を行っている。

 2016-1109

テ
キ
ス
ト
2

2015/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

千葉県

 衣類（ズボン、女性用）

Good Day Body Cooler 510823

（株）イトーヨーカ堂

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/09/07）

( A3 )( 軽傷 )

　ズボンを着用したところ、皮膚炎を
発症した。

　当該製品には、５－クロロ－２－（２，４
－ジクロロフェノキシ）フェノール／トリク
ロサン、４，５－ジクロロ－２－ｎ－オクチ
ル－４－イソチアゾリン－３－オン／ＤＣＯ
ＩＴ等の感作性物質や、刺激性物質が抗菌加
工剤等として含有されていたことから、これ
ら物質に接触したことによって皮膚炎を発症
したものと推定される。
　なお、輸入事業者は、これらの物質が含有
されていることを認識していなかった。

　輸入事業者は、当該製品の販売を中止
し、２０１５（平成２７）年７月８日付け
ホームページに社告を掲載し、店頭に告知
するとともに、顧客に個別に通知して、製
品の回収を行っている。
　なお、以降の取扱製品について、使用化
学物質を把握し、安全性を確認する等、品
質管理の強化を行っている。

 2016-1110

テ
キ
ス
ト
2

2015/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 衣類（ズボン、女性用）

Good Day Body Cooler 510824

（株）イトーヨーカ堂

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/09/07）

( A3 )( 軽傷 )

　ズボンを着用したところ、皮膚炎を
発症した。

　当該製品には、５－クロロ－２－（２，４
－ジクロロフェノキシ）フェノール／トリク
ロサン、４，５－ジクロロ－２－ｎ－オクチ
ル－４－イソチアゾリン－３－オン／ＤＣＯ
ＩＴ等の感作性物質や、刺激性物質が抗菌加
工剤等として含有されていたことから、これ
ら物質に接触したことによって皮膚炎を発症
したものと推定される。
　なお、輸入事業者は、これらの物質が含有
されていることを認識していなかった。

　輸入事業者は、当該製品の販売を中止
し、２０１５（平成２７）年７月８日付け
ホームページに社告を掲載し、店頭に告知
するとともに、顧客に個別に通知して、製
品の回収を行っている。
　なお、以降の取扱製品について、使用化
学物質を把握し、安全性を確認する等、品
質管理の強化を行っている。

 2016-1111

テ
キ
ス
ト
2

2015/07/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

神奈川県

 衣類（ズボン、女性用）

Good Day Body Cooler 510824

（株）イトーヨーカ堂

使用期間：１回

 
輸入事業者

（受付:2016/09/07）

( A3 )( 軽傷 )

　ズボンを着用したところ、皮膚炎を
発症した。

　当該製品には、５－クロロ－２－（２，４
－ジクロロフェノキシ）フェノール／トリク
ロサン、４，５－ジクロロ－２－ｎ－オクチ
ル－４－イソチアゾリン－３－オン／ＤＣＯ
ＩＴ等の感作性物質や、刺激性物質が抗菌加
工剤等として含有されていたことから、これ
ら物質に接触したことによって皮膚炎を発症
したものと推定される。
　なお、輸入事業者は、これらの物質が含有
されていることを認識していなかった。

　輸入事業者は、当該製品の販売を中止
し、２０１５（平成２７）年７月８日付け
ホームページに社告を掲載し、店頭に告知
するとともに、顧客に個別に通知して、製
品の回収を行っている。
　なお、以降の取扱製品について、使用化
学物質を把握し、安全性を確認する等、品
質管理の強化を行っている。

 2016-1112

テ
キ
ス
ト
2

2015/07/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 衣類（ズボン、女性用）

Good Day Body Cooler 510824

（株）イトーヨーカ堂

使用期間：不　明

 
輸入事業者

（受付:2016/09/07）

( A3 )( 軽傷 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　10.繊維製品

No. 0113

　ズボンを着用したところ、皮膚炎を
発症した。

　当該製品には、５－クロロ－２－（２，４
－ジクロロフェノキシ）フェノール／トリク
ロサン、４，５－ジクロロ－２－ｎ－オクチ
ル－４－イソチアゾリン－３－オン／ＤＣＯ
ＩＴ等の感作性物質や、刺激性物質が抗菌加
工剤等として含有されていたことから、これ
ら物質に接触したことによって皮膚炎を発症
したものと推定される。
　なお、輸入事業者は、これらの物質が含有
されていることを認識していなかった。

　輸入事業者は、当該製品の販売を中止
し、２０１５（平成２７）年７月８日付け
ホームページに社告を掲載し、店頭に告知
するとともに、顧客に個別に通知して、製
品の回収を行っている。
　なお、以降の取扱製品について、使用化
学物質を把握し、安全性を確認する等、品
質管理の強化を行っている。

 2016-1113

テ
キ
ス
ト
2

2015/05/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

埼玉県

 衣類（ズボン、女性用）

Good Day Body Cooler 510823

（株）イトーヨーカ堂

使用期間：１回

 
輸入事業者

（受付:2016/09/07）

( A3 )( 軽傷 )

　ネット通販で購入したパジャマを着
用して調理中、パジャマに着火し、髪
の毛が焦げた。

　当該製品は、裏毛起毛面を表面として使用
した綿１００％の製品で、表面フラッシュ性
能が自社基準を満たさないものが市場に流通
したため、着用時に火に近づいた際、表面フ
ラッシュ現象が生じたものと推定される。

　販売事業者は、類似構造の型式製品を含
めて、販売を中止し、２０１６（平成
２８）年３月２９日付けでホームページ、
店頭ＰＯＰ、ＤＭ及びメールマガジンで告
知を行った。また、同年４月１１日には店
頭チラシで、同月２５日にはプレスリリー
スを行い、製品の回収を行っている。

 2016-0682

テ
キ
ス
ト
2

2016/02/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 衣類（パジャマ、女性用）

JP6092（ブランド：（株）ウン
ナナクール）

（株）ワコール

使用期間：不　明

 
販売事業者

（受付:2016/07/06）

( A3 )( 製品破損 )

　ネット通販で購入したパジャマを着
用していたところ、パジャマに着火し
た。

　当該製品は、裏毛起毛面を表面として使用
した綿１００％の製品で、表面フラッシュ性
能が自社基準を満たさないものが市場に流通
したため、着用時に火に近づいた際、表面フ
ラッシュ現象が生じたものと推定される。

　販売事業者は、類似構造の型式製品を含
めて、販売を中止し、２０１６（平成
２８）年３月２９日付けでホームページ、
店頭ＰＯＰ、ＤＭ及びメールマガジンで告
知を行った。また、同年４月１１日には店
頭チラシで、同月２５日にはプレスリリー
スを行い、製品の回収を行っている。

 2016-0683

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 衣類（パジャマ、女性用）

不明（ブランド：（株）ウンナ
ナクール）

（株）ワコール

使用期間：不　明

 
販売事業者

（受付:2016/07/06）

( A3 )( 製品破損 )

　ネット通販で購入したパジャマを着
用してガスこんろを使用中、パジャマ
に着火した。

　当該製品は、裏毛起毛面を表面として使用
した綿１００％の製品で、表面フラッシュ性
能が自社基準を満たさないものが市場に流通
したため、着用時に火に近づいた際、表面フ
ラッシュ現象が生じたものと推定される。

　販売事業者は、類似構造の型式製品を含
めて、販売を中止し、２０１６（平成
２８）年３月２９日付けでホームページ、
店頭ＰＯＰ、ＤＭ及びメールマガジンで告
知を行った。また、同年４月１１日には店
頭チラシで、同月２５日にはプレスリリー
スを行い、製品の回収を行っている。

 2016-0684

テ
キ
ス
ト
2

2015/03/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 衣類（パジャマ、女性用）

JP6032（ブランド：（株）ウン
ナナクール）

（株）ワコール

使用期間：不　明

 
販売事業者

（受付:2016/07/06）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　10.繊維製品

No. 0114

　着用していたパジャマに着火した。 　当該製品は、裏毛起毛面を表面として使用
した綿１００％の製品で、表面フラッシュ性
能が自社基準を満たさないものが市場に流通
したため、着用時に火に近づいた際、表面フ
ラッシュ現象が生じたものと推定される。

　販売事業者は、類似構造の型式製品を含
めて、販売を中止し、２０１６（平成
２８）年３月２９日付けでホームページ、
店頭ＰＯＰ、ＤＭ及びメールマガジンで告
知を行った。また、同年４月１１日には店
頭チラシで、同月２５日にはプレスリリー
スを行い、製品の回収を行っている。

 2016-0685

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

群馬県

 衣類（パジャマ、女性用）

JP6092（ブランド：（株）ウン
ナナクール）

（株）ワコール

使用期間：不　明

 
販売事業者

（受付:2016/07/06）

( A3 )( 製品破損 )

　着用していたパジャマに着火した。 　当該製品は、裏毛起毛面を表面として使用
した綿１００％の製品で、表面フラッシュ性
能が自社基準を満たさないものが市場に流通
したため、着用時に火に近づいた際、表面フ
ラッシュ現象が生じたものと推定される。

　販売事業者は、類似構造の型式製品を含
めて、販売を中止し、２０１６（平成
２８）年３月２９日付けでホームページ、
店頭ＰＯＰ、ＤＭ及びメールマガジンで告
知を行った。また、同年４月１１日には店
頭チラシで、同月２５日にはプレスリリー
スを行い、製品の回収を行っている。

 2016-0686

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 衣類（パジャマ、女性用）

JP6032（ブランド：（株）ウン
ナナクール）

（株）ワコール

使用期間：不　明

 
販売事業者

（受付:2016/07/06）

( A3 )( 製品破損 )

　着用していたパジャマに着火した。 　当該製品は、裏毛起毛面を表面として使用
した綿１００％の製品で、表面フラッシュ性
能が自社基準を満たさないものが市場に流通
したため、着用時に火に近づいた際、表面フ
ラッシュ現象が生じたものと推定される。

　販売事業者は、類似構造の型式製品を含
めて、販売を中止し、２０１６（平成
２８）年３月２９日付けでホームページ、
店頭ＰＯＰ、ＤＭ及びメールマガジンで告
知を行った。また、同年４月１１日には店
頭チラシで、同月２５日にはプレスリリー
スを行い、製品の回収を行っている。

 2016-0687

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 衣類（パジャマ、女性用）

JP6032（ブランド：（株）ウン
ナナクール）

（株）ワコール

使用期間：不　明

 
販売事業者

（受付:2016/07/06）

( A3 )( 製品破損 )

　調理中、着用していたパジャマに着
火し、髪の毛が焦げた。

　当該製品は、裏毛起毛面を表面として使用
した綿１００％の製品で、表面フラッシュ性
能が自社基準を満たさないものが市場に流通
したため、着用時に火に近づいた際、表面フ
ラッシュ現象が生じたものと推定される。

　販売事業者は、類似構造の型式製品を含
めて、販売を中止し、２０１６（平成
２８）年３月２９日付けでホームページ、
店頭ＰＯＰ、ＤＭ及びメールマガジンで告
知を行った。また、同年４月１１日には店
頭チラシで、同月２５日にはプレスリリー
スを行い、製品の回収を行っている。

 2016-0688

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 衣類（パジャマ、女性用）

JP6032（ブランド：（株）ウン
ナナクール）

（株）ワコール

使用期間：不　明

 
販売事業者

（受付:2016/07/06）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　10.繊維製品

No. 0115

　ガスこんろを使用中、着用していた
パジャマに着火した。

　当該製品は、裏毛起毛面を表面として使用
した綿１００％の製品で、表面フラッシュ性
能が自社基準を満たさないものが市場に流通
したため、着用時に火に近づいた際、表面フ
ラッシュ現象が生じたものと推定される。

　販売事業者は、類似構造の型式製品を含
めて、販売を中止し、２０１６（平成
２８）年３月２９日付けでホームページ、
店頭ＰＯＰ、ＤＭ及びメールマガジンで告
知を行った。また、同年４月１１日には店
頭チラシで、同月２５日にはプレスリリー
スを行い、製品の回収を行っている。

 2016-0689

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

不明

 衣類（パジャマ、女性用）

JP6088（ブランド：（株）ウン
ナナクール）

（株）ワコール

使用期間：不　明

 
販売事業者

（受付:2016/07/06）

( A3 )( 製品破損 )

　ガスこんろを使用中、着用していた
パジャマに着火し、髪の毛が焦げた。

　当該製品は、裏毛起毛面を表面として使用
した綿１００％の製品で、表面フラッシュ性
能が自社基準を満たさないものが市場に流通
したため、着用時に火に近づいた際、表面フ
ラッシュ現象が生じたものと推定される。

　販売事業者は、類似構造の型式製品を含
めて、販売を中止し、２０１６（平成
２８）年３月２９日付けでホームページ、
店頭ＰＯＰ、ＤＭ及びメールマガジンで告
知を行った。また、同年４月１１日には店
頭チラシで、同月２５日にはプレスリリー
スを行い、製品の回収を行っている。

 2016-0690

テ
キ
ス
ト
2

2016/03/11

テ
キ
ス

（事故発生地）

東京都

 衣類（パジャマ、女性用）

JP6032（ブランド：（株）ウン
ナナクール）

（株）ワコール

使用期間：不　明

 
販売事業者

（受付:2016/07/06）

( A3 )( 製品破損 )

　ガスこんろを使用中、着用していた
パジャマに着火した。

　当該製品は、裏毛起毛面を表面として使用
した綿１００％の製品で、表面フラッシュ性
能が自社基準を満たさないものが市場に流通
したため、着用時に火に近づいた際、表面フ
ラッシュ現象が生じたものと推定される

　販売事業者は、類似構造の型式製品を含
めて、販売を中止し、２０１６（平成
２８）年３月２９日付けでホームページ、
店頭ＰＯＰ、ＤＭ及びメールマガジンで告
知を行った。また、同年４月１１日には店
頭チラシで、同月２５日にはプレスリリー
スを行い、製品の回収を行っている。

 2016-0691

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

兵庫県

 衣類（パジャマ、女性用）

JP6092（ブランド：（株）ウン
ナナクール）

（株）ワコール

使用期間：不　明

 
販売事業者

（受付:2016/07/06）

( A3 )( 製品破損 )

　調理中、着用していたパジャマに着
火した。

　当該製品は、裏毛起毛面を表面として使用
した綿１００％の製品で、表面フラッシュ性
能が自社基準を満たさないものが市場に流通
したため、着用時に火に近づいた際、表面フ
ラッシュ現象が生じたものと推定される。

　販売事業者は、類似構造の型式製品を含
めて、販売を中止し、２０１６（平成
２８）年３月２９日付けでホームページ、
店頭ＰＯＰ、ＤＭ及びメールマガジンで告
知を行った。また、同年４月１１日には店
頭チラシで、同月２５日にはプレスリリー
スを行い、製品の回収を行っている。

 2016-0692

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

神奈川県

 衣類（パジャマ、女性用）

JP6032（ブランド：（株）ウン
ナナクール）

（株）ワコール

使用期間：不　明

 
販売事業者

（受付:2016/07/06）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　10.繊維製品

No. 0116

　ガスこんろを使用中、着用していた
パジャマに着火した。

　当該製品は、裏毛起毛面を表面として使用
した綿１００％の製品で、表面フラッシュ性
能が自社基準を満たさないものが市場に流通
したため、着用時に火に近づいた際、表面フ
ラッシュ現象が生じたものと推定される。

　販売事業者は、類似構造の型式製品を含
めて、販売を中止し、２０１６（平成
２８）年３月２９日付けでホームページ、
店頭ＰＯＰ、ＤＭ及びメールマガジンで告
知を行った。また、同年４月１１日には店
頭チラシで、同月２５日にはプレスリリー
スを行い、製品の回収を行っている。

 2016-0693

テ
キ
ス
ト
2

2016/04/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

奈良県

 衣類（パジャマ、女性用）

JP6092（ブランド：（株）ウン
ナナクール）

（株）ワコール

使用期間：不　明

 
販売事業者

（受付:2016/07/06）

( A3 )( 製品破損 )

　着用していたパジャマに着火した。 　当該製品は、裏毛起毛面を表面として使用
した綿１００％の製品で、表面フラッシュ性
能が自社基準を満たさないものが市場に流通
したため、着用時に火に近づいた際、表面フ
ラッシュ現象が生じたものと推定される。

　販売事業者は、類似構造の型式製品を含
めて、販売を中止し、２０１６（平成
２８）年３月２９日付けでホームページ、
店頭ＰＯＰ、ＤＭ及びメールマガジンで告
知を行った。また、同年４月１１日には店
頭チラシで、同月２５日にはプレスリリー
スを行い、製品の回収を行っている。

 2016-0694

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

神奈川県

 衣類（パジャマ、女性用）

JP6088（ブランド：（株）ウン
ナナクール）

（株）ワコール

使用期間：不　明

 
販売事業者

（受付:2016/07/06）

( A3 )( 製品破損 )

　調理中、着用していたパジャマに着
火した。

　当該製品は、裏毛起毛面を表面として使用
した綿１００％の製品で、表面フラッシュ性
能が自社基準を満たさないものが市場に流通
したため、着用時に火に近づいた際、表面フ
ラッシュ現象が生じたものと推定される。

　販売事業者は、類似構造の型式製品を含
めて、販売を中止し、２０１６（平成
２８）年３月２９日付けでホームページ、
店頭ＰＯＰ、ＤＭ及びメールマガジンで告
知を行った。また、同年４月１１日には店
頭チラシで、同月２５日にはプレスリリー
スを行い、製品の回収を行っている。

 2016-0695

テ
キ
ス
ト
2

0000/00/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

広島県

 衣類（パジャマ、女性用）

JP6032（ブランド：（株）ウン
ナナクール）

（株）ワコール

使用期間：不　明

 
販売事業者

（受付:2016/07/06）

( A3 )( 製品破損 )

　ガスこんろを使用中、着用していた
パジャマに着火した。

　当該製品は、裏毛起毛面を表面として使用
した綿１００％の製品で、表面フラッシュ性
能が自社基準を満たさないものが市場に流通
したため、着用時に火に近づいた際、表面フ
ラッシュ現象が生じたものと推定される。

　販売事業者は、類似構造の型式製品を含
めて、販売を中止し、２０１６（平成
２８）年３月２９日付けでホームページ、
店頭ＰＯＰ、ＤＭ及びメールマガジンで告
知を行った。また、同年４月１１日には店
頭チラシで、同月２５日にはプレスリリー
スを行い、製品の回収を行っている。

 2016-0696

テ
キ
ス
ト
2

2016/03/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

福岡県

 衣類（パジャマ、女性用）

不明（ブランド：（株）ウンナ
ナクール）

（株）ワコール

使用期間：不　明

 
販売事業者

（受付:2016/07/06）

( A3 )( 製品破損 )



管 理 番 号
事 故 発 生 年 月 日 品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置

情 報 通 知 者
受 付 年 月 日

製品区分：　10.繊維製品

No. 0117

　ゴルフグローブを使用していたとこ
ろ、接触部分に皮膚炎を発症した。

　被害者は、事故品によるパッチテストで陽
性反応を示したことから、当該製品に含まれ
る成分により皮膚炎を発症したものと考えら
れるが、事故品から、症状を引き起こす可能
性の高い物質は検出されず、原因物質の特定
はできなかった。

　輸入事業者は、被害者の感受性によるも
のとみられる事故であるため、措置はとら
なかった。

 2015-2675

テ
キ
ス
ト
2

2013/05/00

テ
キ
ス

（事故発生地）

茨城県

 衣類（手袋、ゴルフ用）

使用期間：不　明

 
医療機関

（受付:2016/03/04）

( F2 )( 軽傷 )


